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No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

1
安全・安

心 避難所等整備事業 10,583 2 1 14 82 ～ 85 総務課 1 ～ 3

2 新規 窓口業務改善事業 1,405 2 1 9 74 ～ 77 デジタル推進課 4 ～ 9

3 新規
公共施設オンライン予約システム導入運用
事業

11,490 2 1 9 74 ～ 77 デジタル推進課 10 ～ 15

4
地域づく

り 地域運営組織推進事業 24,526 2 1 22 90 ～ 91 市民活動推進課 16 ～ 20

5
地域づく

り 地域づくり支援事業 43,284 2 1 22 90 ～ 91 市民活動推進課 21 ～ 24

6
魅力の発

信 スマイルシティ・ライフ体験事業 2,165 2 1 9 74 ～ 77 シティセールス課 25 ～ 28

7
地域づく

り
地域おこし協力隊によるスマイルシティ魅
力発信事業

6,864 2 1 10 76 ～ 79 シティセールス課 29 ～ 31

8
地域づく

り 地域おこし協力隊募集・受入事業 7,075 2 1 10 76 ～ 79 シティセールス課 32 ～ 35

9
魅力の発

信 きらら交流館再整備事業 636,550 2 1 32 104 ～ 105 シティセールス課 36 ～ 42

10
文化・ス
ポーツ 山口県警察音楽隊演奏会開催事業 465 2 1 24 94 ～ 97 文化スポーツ推進課 43 ～ 46

11
文化・ス
ポーツ 現代ガラス展開催事業 11,980 2 1 24 94 ～ 97 文化スポーツ推進課 47 ～ 49

12
文化・ス
ポーツ パラサイクリングのまちＰＲ事業 1,000 2 1 28 100 ～ 101 文化スポーツ推進課 50 ～ 53

13
文化・ス
ポーツ

中学生の文化・スポーツ活動体制整備推進
事業

18,426 2 1 28 100 ～ 101 文化スポーツ推進課 54 ～ 58

14
文化・ス
ポーツ 市民体育館整備事業 498,167 2 1 29 100 ～ 103 文化スポーツ推進課 59 ～ 62

15
地域づく

り
地域おこし協力隊による中山間地域活性
化事業

7,624 2 1 10 76 ～ 79 地域活性化室 63 ～ 66

16
子育て・

学び GIGAスクール推進事業 135,959 10
2
3

2 244 ～ 247 学校教育課 67 ～ 70

17 新規
子育て・

学び 生成AIを活用した新しい学び推進事業 1,947 10 3 2 250 ～ 251 学校教育課 71 ～ 73

18 新規 学校施設の非構造部材の耐震化事業 4,800 10 2 3 246 ～ 247 教育総務課 74 ～ 82

19
子育て・

学び 学校和式トイレ洋式化事業 8,880 10
2
3

3 246 ～ 247 教育総務課 83 ～ 87

20 新規
子育て・

学び 特別教室空調設備設置事業 7,901 10
2
3

3 246 ～ 247 教育総務課 88 ～ 95

21 新規
子育て・

学び 放課後子ども体験教室事業 9,256 10 5 1 256 ～ 261 社会教育課 96 ～ 100

22 新規
子育て・

学び 学校給食実施事業（小学生負担軽減） 178,752 10 6 2 272 ～ 275 学校給食センター 101 ～ 103

令和８年度当初予算　一般会計予算決算常任委員会（総務文教分科会）資料提出事業

予算書 ページ
資料

ページ



No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

23
安全・安

心 空家等活用促進区域活性化事業 2,000 2 1 13 82 ～ 83 生活安全課 104 ～ 107

24 加齢性難聴者補聴器購入助成事業 1,500 3 1 3 130 ～ 133 高齢福祉課 108 ～ 119

25 新規 認定こども園整備助成事業 16,896 3 2 1 140 ～ 145 子育て支援課 120 ～ 121

26
子育て・

学び
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制
度）

10,219 3 2 2 144 ～ 147 子育て支援課 122 ～ 125

27
子育て・

学び 福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事業 146,225 3 2 2 144 ～ 147 子育て支援課 126 ～ 128

28
子育て・

学び 小野田地区公立保育所整備事業 915,454 3 2 4 146 ～ 151 子育て支援課 129 ～ 138

29 新規
子育て・

学び 公立保育所運営事業（主食提供分） 2,039 3 2 4 146 ～ 151 子育て支援課 139 ～ 140

30
子育て・

学び 放課後児童対策事業（放課後児童クラブ） 190,589 3 2 6 152 ～ 153 子育て支援課 141 ～ 143

31
子育て・

学び 児童クラブ施設整備等事業 5,485 3 2 6 152 ～ 153 子育て支援課 144 ～ 146

32 新規 二次救急医療体制支援事業（臨時分） 7,103 4 1 1 160 ～ 167 健康増進課 147 ～ 150

33 ひきこもり対策事業 2,478 4 1 1 160 ～ 167 健康増進課 151 ～ 154

34 定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン） 33,557 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 155 ～ 157

35 新規 定期予防接種事業（RSウイルスワクチン） 9,635 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 158 ～ 160

36 新規
定期予防接種事業（75歳以上インフルエン
ザワクチン）

44,562 4 1 2 166 ～ 167 健康増進課 161 ～ 163

37 小野田浄化センター施設整備事業 109,436 4 2 3 176 ～ 179 環境課 164 ～ 167

No.
新規
継続

重点 事　　業　　名
予算額
（千円）

款 項 目 担当課

38 多面的機能推進事業 54,707 6 1 4 188 ～ 191 農林水産課 168 ～ 174

39 高泊地区デマンド型交通運営事業 6,255 7 1 1 200 ～ 203 商工労働課 175 ～ 179

40 美祢線沿線地域公共交通推進事業 2,912 7 1 1 200 ～ 203 商工労働課 180 ～ 182

41 地域経済 工場設置奨励金等交付事業 330,612 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 183 ～ 187

42 地域経済 空き店舗等利活用支援事業 2,000 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 188 ～ 195

43 地域経済 創業支援事業 7,200 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 196 ～ 200

44 新規
地域づく

り
地域おこし協力隊による中小企業支援事
業

7,235 7 1 2 202 ～ 205 商工労働課 201 ～ 203

45 小規模土木事業 28,500 8 2 1 210 ～ 213 土木課 204 ～ 207

46
安全・安

心 河川浚渫事業 3,000 8 3 1 216 ～ 219 土木課 208 ～ 212

47 住宅リフォーム資金助成制度 12,000 8 6 1 228 ～ 231 建築住宅課 213 ～ 222

48 新規 市営住宅下水道切替事業 11,140 8 6 1 228 ～ 231 建築住宅課 223 ～ 225

49 市営住宅建替整備事業 358,200 8 6 2 230 ～ 233 建築住宅課 226 ～ 235

令和８年度当初予算　一般会計予算決算常任委員会（産業建設分科会）資料提出事業

予算書 ページ
資料

ページ

令和８年度当初予算　一般会計予算決算常任委員会（民生福祉分科会）資料提出事業

予算書 ページ
資料

ページ



30902総務課 2

2 9 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

1 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3090202033090202 課（局・室・所）・係・担当者 総務課 危機管理室

1

令和7年度は新しい地方経済生活環境
創生交付金を活用し、整備。今後も国
の示す基準を充足できるよう事務事業
を進める。なお令和８年度も地域未来
交付金を活用し、整備を行う予定

3

355張

国の交付金を財源としている。

妥当性

目的の妥当性

3

指定避難所設置及び運営は、災害対策基本法に義務付けられた市の責務である。

3

3

事業の優先度

5

3

避難所環境改善事業であり、避難所生活の環境改善に効果の高いものである。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

避難所の整備は市の責務である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

目標を達成できる見込みであり、総合計画において設定した防災対策の充実の達成に資するものである。

評価理由

市民、一時滞在者を対象としており妥当である。

0.00%

０個

0.00%

3

防災事業であり、市民生活の安全確保のための事業である。

重点プロジェクトに掲げる安全・安心なまちづくりに資する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

避難所環境改善（簡易ベッド整
備）

355張
避難所環境改善（テント式パー
ティション整備）

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

０張

国は、能登半島地震の反省や、今後発生する可能性の高い南海トラフ巨大地震への対応強化の一つとして、各市町
の避難所環境の改善を掲げており、令和6年度補正予算において新しい地方経済生活環境創生交付金（地域防災
緊急整備型）を創設した。合わせて、国が最低限必要とする災害用物資・資機材の備蓄量の基準を示したため、当該
交付金と同趣旨の地域未来交付金を活用して、備蓄量の基準に達するよう年次的に災害用物資・資機材を購入する
もの。なお、令和8年度は、簡易ベット358台、テント式パーティション355張を購入する。
また、出水期における避難場所への雨水の流入を防ぐため、止水板を購入する。

355張

中項目（基本施策）

防災対策の充実 地域防災力の向上

地域防災力向上事業

重点プロジェクト

安全・安心

R8

358台 358台 358台

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

避難所等整備事業2 3

R10

358台

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者負担を求めることは適当でない。

5

事
業
概
要

避難所を利用する市民・県外者・外国人

最低限の備蓄品を備える

避難所環境改善を促進する

372張

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

1



～

2 1 14

1 1

（単位：千円）

10,485千円

地域未来交付金（地域防災緊急整備型）

財
源
内
訳
／
割
合

地域未来交付金

一般財源

その他

10,485千円

国庫支出金

特別交付税措置
あり（0.8）

5,383千円19,789千円
特別交付税措置
あり（0.8）

10,485千円

10,485千円39,569千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

10,485千円

災害対策基本法、強くてしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭
化基本法、国土強靭化基本計画、第1次国土強靭化実施中期計画、山陽小野田市中期基本計
画、山陽小野田市地域防災計画、山陽小野田市国土強靭化地域計画

特記事項

・国の示した基準では、南海トラフ巨大地震発生時における山陽小野田市に必要なベッドは1,882
台、パーティション1,882張とされている。令和8年度は地域未来交付金を活用し、簡易ベッド358
台、テント式パーティション355張を購入予定である。なおR7.6.26市議会において、避難所等整備
事業の災害用物資・資機材の備蓄にあっては5年を待たずに国の基準に達するよう附帯決議され
ている。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

10,583千円合計

地方債

39,569千円

R7

地方創生交付金

10,583千円

98千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 防災費

総務費

R7（予算額）

R10 予算種別

防災費

R11R8

・簡易ベッド
・テント式パーティション
・止水板

・仮設トイレ
・簡易ベッド
・テント式パーティション
・給水コンテナ

・簡易ベッド
・テント式パーティション

継続 臨時

・簡易ベッド
・テント式パーティション

R9

中事業

消耗品費

項 防災費総務管理費

一般

款

10,485千円

年度

31,778千円 機械器具費

消耗品費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

機械器具費

年度別
事業内容

7,791千円

5,200千円19,780千円

機械器具費 10,485千円

10,485千円

機械器具費 10,485千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

2



総務課資料

●避難所等整備事業資料（交付金活用）※国の想定する本市の避難者数は１,８８２人

№ 名称 購入数量 配備済 国基準備蓄必要量 国基準

1 簡易ベッド ３５８台 ４４８台 １，８８２台 避難者数

2 テント式パーティション（２人用） ３５５張 ４６２張 １，８８２張 避難者数

№1　簡易ベッド №2　テント式パーティション

●避難所等整備事業資料（その他）

止水板

3



33205デジタル推進課 2

6 32 5

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

市民・職員

窓口業務の見直し、窓口Saasの導入

窓口の利便性向上と業務効率化

事中評価(Ｂ)

35

評価点

市が負担すべきものであり、適正である。

5

R8

▲70分 さらに減少

大項目（章）

行財政運営・市民参画・市政情報の発信

実施計画名

窓口業務改善事業4 4

R10

さらに減少

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

効率的で効果的な行政運営 デジタルを活用した行政サービスの向上及び行政運営の効率化

スマート自治体推進事業
DX・GX

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

令和７年７月、職員によるワーキンググループを立ち上げ、窓口業務のBPR（窓口の手続きを見直して、無駄を省き、
わかりやすく、早く、便利にする取組）を推進している。その第一歩として、死亡に伴う各種手続きを一括で受け付ける
「おくやみコーナー」を新設し、ご遺族の負担軽減を図る。また、将来的には、窓口Saasの導入により、おくやみ時だけ
でなく、出生や転入時においても「書かない・待たない・回らない窓口」を実現し、対面とデジタルの最適融合で、窓口
の利便性向上と業務効率化を目指す。

▲20分

転入手続きに係る来庁者滞在時
間・職員作業時間の削減

減少

おくやみ手続きに係る来庁者滞在
時間の削減（R７年度比）

さらに減少
おくやみ手続きに係る職員作業時
間の削減（R７年度比）

成果

評価項目

5

窓口業務の改善に向けて不可欠な事業である。

評価理由

窓口サービスの質向上と事務処理の効率化を図る事業である。

さらに減少

3

将来的な市職員の減少に対応するため必要な事業であり、国からも実施を求められている事業である。

窓口サービスの質向上と事務処理の効率化を図る事業である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が主体となって行うものであり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

窓口業務に係る事業であり、市が主体的に進める事業である。

3

3

事業の優先度

5

5

自治体業務のデジタル化を進めるうえで効果が期待される事業である。

デジタル活用推進事業債等、国による財政支援が得られる事業である。

1

成果3

さらに減少

2 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3320504043320504 課（局・室・所）・係・担当者 デジタル推進課

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

4



～

2 1 9

4 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

システム運用支
援業務委託料

政策的事業区分

交付税

電算機保守委託
料

目

電算機保守委託
料

117千円

117千円

電算機保守委託
料

117千円

システム利用料
システム運用支
援業務委託料

95千円

1,000千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 企画費総務管理費

一般

款

システム導入委
託料

1,210千円

年度

機械器具費

消耗品費

R13以降 予算種別

デジタル化関連事業費（臨時）

R11R8

おくやみコーナーの設置・運
用
窓口BPRの継続
窓口Saas導入の検討

おくやみコーナーの運用・転
入等対象の拡大
窓口BPRの継続
窓口Saas運用

新規 臨時

おくやみコーナーの運用
窓口BPRの継続
窓口Saas導入

R9

中事業

100千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 デジタル化関連事業費

総務費

R7（予算額）

R8

システム利用料

機械器具費

1,405千円

特記事項

令和９年度以降の窓口Saas導入及び運用に必要な経費については未定

下記のとおり

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

1,405千円合計

地方債

117千円

117千円

117千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

405千円一般財源

その他

117千円

117千円

デジタル活用推進事業債（普通交付税措置：充当率90％，措置率50％）
対象事例：住民窓口設置端末、書かない窓口システムなど

財
源
内
訳
／
割
合

5



6



7



8



9



33205デジタル推進課 2

6 32 5

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

3 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3320505053320505 課（局・室・所）・係・担当者 デジタル推進課 デジタル政策係

1

3

50％

国の交付金を財源としている。

妥当性

目的の妥当性

3

公共施設におけるデジタル化であるため妥当である

3

5

事業の優先度

5

3

市のデジタル化を進めるうえで効果が期待される事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が主体となって行うものであり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

市のデジタル化を進めるうえで効果が期待される事業である。

評価理由

市民全般を対象とするものであり、妥当である。

3

市のデジタル化に向けて優先して実施すべき事業である。

国や市のデジタル化の推進に向けた方針に沿う取組である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

予約システムの導入

60％

オンライン申請率

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

本市では、小学校単位の地域交流センターや、全市対応のスポーツ施設が充実しており、多くの市民に利用されて
いる。また、小中学校の体育館についても、市民の利用が可能である。しかしながら、現在は、各施設において、紙台
帳で施設利用の管理がされており、市民は、事前に利用申請や利用料支払いを窓口でする必要があることから、利
用時とは別に窓口に出向く必要があるなど大きな負担となっている。また、各施設においても、利用に伴う様々な事務
が発生し、本来の業務の妨げとなっている。
公共施設を市民がより利用しやすくするとともに、公共施設のあり方検討に必要な施設の利用状況の正確な把握に向
け、公共施設の予約手続きをオンライン上でできるようにすることで、市民サービスの向上と行政業務の効率化を図
る。

20％

中項目（基本施策）

効率的で効果的な行政運営 デジタルを活用した行政サービスの向上及び行政運営の効率化

スマートシティ推進事業
DX・GX

重点プロジェクト

R8

導入/運用 運用

大項目（章）

行財政運営・市民参画・市政情報の発信

実施計画名

公共施設オンライン予約システム導入運用事業5 5

R10

運用

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

市が負担すべきものであり、適正である。

5

事
業
概
要

施設利用者、市

予約システムの導入、運用

施設利用者の利便性向上、業務の効率化、施設の適正化に向けた
利用状況の正確な把握

事中評価(Ｂ)

10



～

2 1 9

4 1

（単位：千円）

3,050千円

地域未来交付金デジタル実装型（TYPE A）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

3,050千円

国庫支出金

5,627千円 3,050千円

3,050千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

3,050千円

特記事項

施設予約システムは、山口県内の市町が共同利用している「ひろしまやまぐち公共施設予約サービ
ス」を導入する。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

11,254千円合計

地方債

R8

11,254千円

73千円

4,488千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 デジタル化関連事業費

総務費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

デジタル化関連事業費（臨時）

R11R8

システム導入・運用 システム運用

新規 臨時

システム運用

R9

中事業

項 企画費総務管理費

一般

款

291千円手数料

6,171千円

年度

システム導入委
託料

機械器具費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

522千円

手数料

5,627千円

システム利用料 2,759千円

3,050千円

システム利用料 2,759千円

無

R12R10

291千円手数料

政策的事業区分

交付税

システム利用料

目

総事業費

支
出
内
訳

11
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31101市民活動推進課 2

2 11 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

②

②

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

4 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3110101013110101 課（局・室・所）・係・担当者 市民活動推進課 地域運営組織推進室

1

地区による話し合いの充実を図り、協議
会の事業が地域にとってより効果の見
込まれる取組となるよう支援していく。ま
た、協議会に対する研修の充実、地域
選択事業の仕組みづくりを進める。

270270

成果3

220

特別交付税措置対象事業

妥当性

目的の妥当性

3

協創のまちづくり推進指針に基づき取り組むものであり、市の関与は妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

地域運営組織推進事業の行政評価において、人的・財政的支援の充実を図るとしている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

各地域が主体となることで地域の特性に応じた取り組みが可能となる。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

総合計画の重点施策3つのうち「笑顔あふれるまち」の地域づくりの推進でも掲げており、重要な施策である。

評価理由

地域づくりを進める組織への支援であり、地域内の全住民が受益者となる。

270

259回

2158.33%

53.18%

5

協創のまちづくりを進める上で最重要な事業である。

持続可能な地域づくりに地域と市がともに取り組むものであり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施事業数

270

研修会・ワークショップ・説明会等
の開催回数

220

協議会会議・研修会開催回数

活動

12回

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

117

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす方々が中心となり、様々な地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践することを目的とし
た地域運営組織を推進するため、各地区運営協議会（以下、各協議会）に対し、財政的支援、人的支援を実施する。
【地域づくり交付金交付事業】
　各協議会が行う地域課題解決に向けた取組や地域の特色を活かした地域づくりのための活動に対して、各協議会が自らの裁量で
事業への配分や使途の決定を行うことができる「地域づくり交付金」を交付する。
【専門家派遣事業】
　地域づくりの専門家を各地区に派遣し、年に２回、協議会に関するヒアリングを実施し、課題解決に向けた助言を行う。また、協議
会が研修会やワークショップ等を実施しようとする場合に、必要に応じて外部講師の調整・派遣を支援する。

220

スマエジ

中項目（基本施策）

地域づくりの推進 持続可能な地域づくりの推進

地域運営組織推進事業

重点プロジェクト

地域づくり

R8

― ― ―

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

地域運営組織推進事業1 1

現状維持

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

交流

成果 コスト

37

評価点

地域内の全住民が受益者となるものである。

3

事
業
概
要

地区運営協議会、地域住民・団体

財政的・人的支援、人材育成

住民が主体となった地域課題解決への取組の促進

220

事中評価(Ｂ) 拡充 現状維持

16



～

2 1 22

1 1

（単位：千円）

24,526千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

24,526千円

国庫支出金

24,526千円28,637千円 24,526千円

24,526千円28,637千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

24,526千円

地域づくり交付金交付要綱

特記事項

地域運営組織の運営支援に対する交付税措置あり予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

17,288千円 24,526千円合計

地方債

28,637千円

R5以前

通行料 10千円

17,288千円 24,526千円

10千円

492千円

10千円

132千円

予算費目

・地域づくり交付金（一括交
付金）の交付
・地域づくり政策アドバイ
ザーの設置
・地域運営組織運営支援費

R6（決算額）

大事業 地域運営組織推進費

総務費

通信運搬費 50千円

普通旅費 32千円

10千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

地域運営組織推進費

R11R8

●地域づくり交付金
・一括交付金の交付
・プロジェクト事業費の交付
●講師謝礼
●地域運営組織運営支援
費

・地域づくり交付金（一括交
付金）の交付
・地域づくり政策アドバイ
ザーの設置
・地域運営組織運営支援費

●地域づくり交付金
・一括交付金の交付
・プロジェクト事業費の交付
●講師謝礼
●地域運営組織運営支援
費

継続 臨時

●地域づくり交付金
・一括交付金の交付
・プロジェクト事業費の交付
●講師謝礼
●地域運営組織運営支援費

R9

中事業

アドバイザリー業
務委託料

項 地域づくり推進費総務管理費

一般

款

492千円報償費2,852千円

23,892千円

年度

25,921千円
地域づくり交付
金

報償費

年度 会計種別事業期間

地域づくり交付
金

通行料

合計

アドバイザリー業
務委託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

消耗品費

14,418千円
地域づくり交付
金

年度別
事業内容

50千円

2,574千円

17,288千円

18千円 消耗品費 消耗品費132千円

通行料

地域づくり交付
金

23,892千円

24,526千円

地位づくり交付
金

23,892千円

消耗品費

通行料

有

R12R10

492千円報償費

132千円

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳

17



R6年度　事務事業評価シート

2 11 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

1

3 地域運営組織検討会の設置 活動

11

90.90%

10

2 地域運営組織の形成数 成果

11

100.00%

11

36回 36回 12回

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 研修会・ワークショップ・説明会等の開催回数 活動

12回

12回 112回 259回

33.30% 2158.33%

0.95人 4,938千円

総経費 4,568千円 10,089千円

人工数 人件費 0.85人 4,451千円 1.10人 6,000千円

地方債

58千円

117千円 4,089千円 17,288千円

県支出金

国庫支出金 1/2

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

28,637千円

普通旅費 32千円

117千円 4,089千円 17,288千円

人的・財政的支援、人材育成

住民が主体となった地域課題解決への取組を
推進

事業期間 R3 R10以降 予算種別 継続

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす方々が中心となって地域課題の解決
に向けた取組を継続的に取り組む地域運営組織の形成を推進する。R6年度
は、組織を形成した地区に対する財政的支援・人的支援を強化する。
【地域づくり交付金】　これまでの市から地域に対して交付している補助金を
一本化し、地域運営組織に交付する。地域が自らの裁量で自由に各事業へ
の配分や使途を決定できる仕組みとする。
【地域づくり政策アドバイザー】　地域づくり政策アドバイザーを引き続き設置
し、地域運営組織の運営・活動を支援する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

消耗品費

地域運営組織推進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 地域運営組織推進事業 １－（１）

28,637千円

一般財源 59千円 4,089千円 17,288千円 28,637千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項 特別交付税措置あり

〈地域の動き〉R6.9月末に全11地区に地区運営協議会（山陽小野田市における地域運営組織の名称）が設立され、地域づくり
計画に基づく事業が各地区で実施された。
〈行政の動き〉組織設立にむけた研修会の実施及び地区への個別ヒアリング等を実施し、各地区運営協議会設立への支援を
実施した。また、市からの補助金を一本化する一括交付金及び地域づくりプロジェクト事業費を各地区へ交付し、課題解決に
向けた事業への財政支援を行った。

住民主体の地域づくりに向け、地区の実情や取組に応じた個別の支援を政策アドバイザーの助言を受けながら
実施していく必要がある。また、地域づくりプロジェクト事業等、地域がより効果的な事業が実施できるよう制度の
見直しを行う。併せて、市が実施している事業のうち、地域が実施したほうが効果が見込まれるような事業は、別
途メニュー化し、地域からの要望があれば、選択した事業を取り組むことができる仕組みを作る。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

消耗品費 13千円 負担金、補助及び交付金 1,000千円 アドバイザリー業務委託料 2,852千円 アドバイザリー業務委託料

講師謝礼 90千円 委託料 3,089千円 地域づくり交付金

18千円 消耗品費 50千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 地域づくりの推進 持続可能な地域づくりの推進

市民活動推進課 事務事業番号 211010101

事業区分

政策的

通行料 10千円

スマイルエイジング

通信運搬費 50千円

14,418千円 地域づくり交付金 25,921千円

2,574千円

地域住民・団体、地域運営組織

交流

重点プロジェクト

通信運搬費 14千円

22,226千円

311.11%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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地域運営組織推進事業

＜交付税措置あり＞ ①地域運営組織の運営支援（措置対象：事務局人件費等） …普通交付税
②住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援（活動支援）（措置対象：高齢者交流・買い物支援・交流事業等に係る活動経費）…普通交付税
→ ①・②において普通交付税算定額を上回る経費について、特別交付税が措置される。 措置率1/2

令和８年度事業費：24,526千円（継続）

持続可能な地域社会の実現に向けて、地区運営協議会の円滑な運営と取組の充実を図るため、財政的支援及び人的支援を継続して実施する。

山陽小野田市地域づくり交付金は、地区運営協議会による地域課題解決に向けた取組や地域の特色を活かした地域づくりのための活動に対する
財政支援として交付するもの。地区が自らの裁量で各事業への配分や使途の決定ができる『一括交付金』に加えて、協議会が新たに実施する事業
で、特に地域づくり計画の実現ができ、地域課題の解決を図ることが期待できる事業に対して『地域づくりプロジェクト事業費』を交付する。

（内訳は地域づくり交付金資料参照）

<地域づくり交付金交付事業>

<専門家派遣事業>

地域づくりの専門家を各地区に派遣し、年に２回、協議会の運営状況や取組に関するヒアリングを実
施する。ヒアリングの際には、運営上の課題や困りごとの確認を行うほか、課題解決に向けたアドバイスを
行う。また、各協議会が、地区ごとの課題や取組テーマにもとづいて研修会・ワークショップ等を実施しよう
とする場合に、必要に応じて外部講師の調整・派遣を支援する。

地域づくりに関する研修や先進地視察に参加するための通行料のほか、地区運営協議会全体の運
営支援に伴う事務的経費を計上する。

事業名 概要 予算費目 算出根拠 予算額（千円）

地域づくり交付金交付事業

上記
のとおり

負担金補助
及び交付金

各地区地域運営組織（11地区）に対する地域づくり交付金
（地域づくり交付金）  19,392,000円
（地域づくりプロジェクト事業費） 300,000円×15事業=4,500,000円

23,892

専門家派遣事業 報償費
講師謝礼（地区別ヒアリング） 15,000円×11地区×年２回＝330,000円

（研修会・WS等）  14,000円×11地区＝154,000円
（プロジェクト事業 審査員審査料） 2,000円×年４回＝  8,000円

492

地域運営組織運営支援事業 消耗品費等
消耗品費（事務費 印刷用消耗品）12,000円×11地区＝132,000円
通行料  （視察研修用 高速代）  10,000円

142

合 計 24,526

<地区運営協議会運営支援事業>

（須恵）R7.10月 お困りごとワークショップ
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地域づくり交付金の概要
山陽小野田市地域づくり交付金は、地区運営協議会（地域運営組織）による地域課題解決に向けた取組や地域の特色を活かした地域づくりのための活動に対する財政支援として交付するもの。

地 区
人口

（R7.10.1）

75歳以上人
口

（R7.10.1）

基本額
基本事業費

合 計

（千円未満切り捨て）

人口割 後期高齢者割

1,000,000 50  450

本山 2,733 574 1,000,000 136,650 258,300  1,394,000

赤崎 4,926 879 1,000,000 246,300 395,550 1,641,000

須恵 7,773 1,610 1,000,000 388,650 724,500 2,113,000

小野田 5,744 1,182 1,000,000 287,200 531,900 1,819,000

高泊 4,017 893 1,000,000 200,850 401,850 1,602,000

高千帆  10,716 2,017 1,000,000 535,800 907,650 2,443,000

有帆 3,525 894 1,000,000 176,250 402,300 1,578,000

厚狭  10,067 1,952 1,000,000 503,350 878,400 2,381,000

出合 2,445 531 1,000,000 122,250 238,950 1,361,000

厚陽 1,678 493 1,000,000   83,900 221,850 1,305,000

埴生 4,649 1,162 1,000,000 232,450 522,900 1,755,000

計 58,273 12,187 11,000,000 2,913,650 5,484,150  19,392,000

令和8年度交付金算定額

交付金算定基準

地区運営協議会の運営及び基本的
な事業に要する経費として交付する。

各地区運営協議会に

一律 100万円

①基本額

地区運営協議会が作成する「地域づくり計画」に基づき、
地域の創意工夫により、地域課題の解決に向けた事業や
地域の特色を活かした地域づくりのための事業など、
協創によるまちづくりを推進するための事業に対して交付する。
（事業の計画・提案に対し、審査会等による審査を実施。）

1事業につき 上限30万円（1地区2事業まで）

③地域づくりプロジェクト事業費

（単位：円）

令和7年10月1日

・地域づくり交付金の交付対象となる事業は、地域づくり計画（共
感・共有ビジョン）に基づき、以下の活動を行う事業となります。

分野 事業内容（例）

①防犯・防災・交通安全 防災訓練、防犯対策、交通安全見守り等

②高齢者支援・子ども・
 子育て支援・健康づくり

敬老事業、高齢者・子どもの居場所づくり、
学校と連携した事業、健康づくりに関するス
ポーツ活動等

③環境美化
道路・河川・公園等の清掃・環境美化活動
等

④人権啓発・
  多様な主体の参画

人権教育・人権啓発、女性団体等の支援・
育成等

⑤地域交流・多世代交流
地域イベント、伝統行事、地区内外交流事
業等

⑥情報収集・広報 地域情報誌の発行、ホームページの運営等

⑦その他 地区の課題解決や活性化に関する活動等

地区運営協議会の活動を行うための経費として交付する。
〇人口割額

地区運営協議会の区域内の人口×50円
〇後期高齢者人口割額

地区運営協議会の区域内の75歳以上の人口×450円

②基本事業費 ④地域選択事業費 【検討中】

市が行う地域課題解決に関係する
事業のうち、地域が行った方がより効果の
見込まれる事業をメニュー化し、各地区の
希望に応じて、協議会で取り組めるように
事業費を設定する。
（公園の維持管理、市道の草刈りなど）

地域づくり交付金交付対象事業

交付金の繰越し …予定していた事業内容の変更等によって、当該年度に使わなかった交付金を次年度に繰り越すことができる。繰越せる交付金は、当該年度の交付金の 30％ を限度とする。

交付金の積立て …後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため、交付金の一部を積み立てることができる。積立金の期間は、5年以内 とする。積立金の額は、当該年度の交付金の 20％ を限度とする。

交付金の活用
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31101市民活動推進課 2

2 11 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

②

②

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

5 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3110101023110101 課（局・室・所）・係・担当者 市民活動推進課 地域運営組織推進室

1

地域づくり支援員の資質向上に努め、
中間支援機能の強化を図る。

220220

成果3

12

特別交付税措置の対象事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

協創によるまちづくり推進指針に基づき取り組むものであり、市の関与は妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

地域運営組織推進事業の行政評価において、人的・財政的支援の充実を図るとしている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材を公募等により選出し、市が委嘱する。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

総合計画の重点施策3つのうち「笑顔あふれるまち」の地域づくりの推進でも掲げており、重要な施策である。

評価理由

地域づくりを進める組織への支援であり、地域内の全住民が受益者となる。

220

10

90.90% 90.90%

10

33.33%

5

協創によるまちづくりを進める上で最重要な事業である。

地区運営協議会の推進は本市の重点施策であり目的は妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

協議会会議・研修会開催回数

53.18%

220

地域づくり支援員の配置地区数

12
地域づくり支援員会議・研修会開
催回数

活動

11

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

4

　地域住民の主体的な取組に基づいた地域づくりを推進するため、国の集落支援員制度を活用した「地域づくり支援
員」を各地域交流センターに配置している。地域づくり支援員は、住民の話し合いの場づくりや地域の課題解決に向
けた取組の運営支援、また、地区運営協議会の運営サポート、事務局機能などを担う。
　地域づくり支援員の資質向上を図り、各地区運営協議会の活動を支援することで、持続可能な地域社会の実現を
図る。

12

中項目（基本施策）

地域づくりの推進 持続可能な地域づくりの推進

地域運営組織推進事業

重点プロジェクト

地域づくり

R8

11 11 11

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

地域づくり支援事業1 2

現状維持

R10

11

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

37

評価点

地域づくりの中核的な人材となるものであり受益者負担金を求めることは不適当である。

3

事
業
概
要

地域づくり支援員

地域の巡回、地域課題の把握、地域との話し合いの場の支援等

地区運営協議会の運営支援及び事務局機能

12

事中評価(Ｂ) 拡充 現状維持

117
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～

2 1 23

1 1

（単位：千円）

43,284千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

43,284千円

国庫支出金

43,284千円39,008千円 43,284千円

43,284千円39,008千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

43,284千円

特記事項

※1 地域づくり支援員の人件費は人事課要求
※2 集落支援員1人あたり上限500万円（R7～）の特別交付税措置あり
※3　「集落」とは、「基本的な地域単位」として、①いわゆる集落、常会、組、②行政区、町内、大
字、字、③地域協議会、地域振興会、④小学校区など、最も適切な地域単位を対象とする。
※4 R8支援員配置予定：16名
　　・週5日勤務：6名、週3日勤務：5名、週2日勤務：5名

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

19,968千円 43,284千円合計

地方債

39,008千円

R5以前

費用弁償

消耗品費

89千円

724千円

89千円

80千円

19,968千円

報償費

消耗品費84千円

費用弁償 123千円

43,284千円

724千円

10,366千円

724千円

報償費 89千円

5,158千円

予算費目

普通旅費

同左

R6（決算額）

大事業

3千円

地域運営組織推進費

総務費

費用弁償 662千円

普通旅費 229千円

消耗品費110千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

地域運営組織推進費

R11R8

地域づくり支援員の配置

地域づくり支援員の配置
（17名分）
※週5日（5名）
※週3日（6名）
※週2日（6名）

地域づくり支援員の配置

継続 臨時

地域づくり支援員の配置

R9

中事業

期末勤勉手当

項 地域づくり推進費総務管理費

一般

款

10,366千円期末勤勉手当4,482千円

26,867千円

年度

24,426千円
会計年度任用職
員報酬

期末勤勉手当

年度 会計種別事業期間

会計年度任用職
員報酬

備品購入費

消耗品費

合計

期末勤勉手当

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

共済組合負担金
等

66千円

13,084千円
会計年度任用職
員報酬

年度別
事業内容

4,217千円

9,364千円

19,968千円

2,126千円
共済組合負担金
等

共済組合負担金
等

5,158千円

費用弁償

80千円

会計年度任用職
員報酬

26,867千円

43,284千円

80千円

会計年度任用職
員報酬

26,867千円

共済組合負担金
等

費用弁償

有

R12R10

10,366千円期末勤勉手当

5,158千円

消耗品費

政策的事業区分

交付税

共済組合負担金
等

報償費

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

2 11 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

2

3

2

11 11

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 地域づくり支援員の配置 活動

11

8 10

90.90%

0.35人 2,069千円

総経費 10,253千円

人工数 人件費 0.20人 1,165千円

地方債

9,088千円 19,968千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

普通旅費 3千円

支出内訳

39,008千円

普通旅費 229千円

使用料及び賃借料 187千円 消耗品費

9,088千円 19,968千円

地域の巡回、地域課題の把握、地域との話し
合いの場の支援等

地域運営組織の形成支援及び事務局機能

事業期間 R5 R10以降 予算種別 継続

集落支援員とは、地域の実情に詳しく、地域づくりの推進に関してノウハウ・
知見を有した人材が、地方自治体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し
て、地域への目配りとして、地域の巡回、状況把握等を行う者である。
本市では、「地域づくり支援員」として、地域運営組織の形成に向けた地域住
民との話し合いの場や検討会の運営支援、地域運営組織形成後の事務局
機能といった役割を担う。
地域づくり支援員は、各地区に1人の配置を基本とし、各地域交流センター
に配置する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

備品購入費 66千円

共済組合負担金

1,444千円

地域運営組織推進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

3 集落支援員設置事業 １－（１）

39,008千円

一般財源 9,088千円 19,968千円 39,008千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項 特別交付税措置あり

R6年度中の地域づくり支援員の配置は10地区となった。計画策定や規約、組織作りを支援し、R6.9月中に各地
区運営協議会を設立することができた。また、組織設立後は、協議会の会計や次年度の事業計画、組織再編に
向けた話し合いを支援し、R7年度へ向けた準備を進めることができた。

地区運営協議会が設立された地区においては、計画に基づく取組が進み、その都度資料準備や議事録、会計
等の事務局の役割も増えている。事務的な作業と合わせて、話し合いの場づくり、活性化など、地域づくり支援員
としての役割を充実させていく必要もあることから、地域づくり支援員の資質向上に努め、住民主体の地域づくり
を目指す必要がある。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

職員手当 717千円 期末勤勉手当 4,482千円 期末勤勉手当

報酬 5,984千円 会計年度任用職員報酬

2,126千円 共済組合負担金 4,217千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 地域づくりの推進 持続可能な地域づくりの推進

備品購入費

市民活動推進課 事務事業番号 211010103

事業区分

政策的

84千円 消耗品費 110千円

スマイルエイジング

費用弁償 123千円 費用弁償 662千円

13,084千円 会計年度任用職員報酬 24,426千円

9,364千円

662千円

94千円

地域づくり支援員

重点プロジェクト

共済費

旅費（通勤手当）

22,037千円

72.72%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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１ 地区運営協議会の事務局機能
２ 地域づくり計画の進捗状況の把握と調整
３ 地区運営協議会の話し合いの場や地域課題解決に向けた取組の運営支援
４ 地域住民や関係機関、行政との連絡調整、情報発信 など

 
令和６年９月末の各地区運営協議会の設立においては、広く住民が参加する形での話し合いを促しつつ、地域づくり計画の策定や協議会規約、組織図、予
算案や事業計画など、協議会設立に向けた諸準備を進めてきた。協議会が設立されて以降は、各部会の話し合いの支援に加えて、会計などの事務局的な業務
も担っており、地域づくり計画にもとづく各種事業の実施や協議会の広報活動など、地区の実情を踏まえつつ様々な取組をサポートしている。
令和８年度も引き続き地域づくり支援員の配置を進め、各協議会の安定的な運営と円滑な事業実施に向けた支援を継続する。

 
地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材が、地方自
治体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への目配りとして、集落の巡回、状
況把握等を行う。本市では、「地域づくり支援員」として、R5年度から配置を進めている。

地域づくり支援事業 令和８年度事業費：43,284千円（継続）

地域住民の主体的な取組に基づいた地域づくりを推進するため、各地区に配置された「地域づくり支援員（集落支援員）」による住民の話し合いの
場づくりや地域の課題解決に向けた取組の運営支援、また、地区運営協議会の運営サポートなどの中間支援業務を遂行し、持続可能な地域社会の
実現を図る。

① 地域づくり支援員（集落支援員）とは

② 地域づくり支援員の業務

本山 赤崎 須恵 小野田 高泊 高千帆 有帆 厚狭 出合 厚陽 埴生 配置済 未配置 合計

週５日 〇 〇 〇 〇 〇 ● ５名 １名 ６名

週３日 〇 〇 〇 〇 〇 ５名 ５名

週２日 ● 〇 〇 ● 〇 ３名 ２名 ５名

R7.10月 地域づくり支援員研修会
（講師：NPO法人ひろしまね 理事長 安藤周治氏）

市内11地区16名を想定  （●は現在未配置）

④ 地域づくり支援員の役割について

③ 地域づくり支援員の配置状況 13名 (R8.1月現在)
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31502シティセールス課 2

2 15 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑥

⑥

視点

前年評価(Ａ) 縮小

R8年度に向けた評価

6 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3150202043150202 課（局・室・所）・係・担当者 シティセールス課 定住促進係

1

これまで移住相談を受けてきた移住検
討者をお試し滞在を活用し、移住者及
び関係人口へと繋げていく。

6人12人

成果3

40人

担当課としての事業精査をしており、コスト削減の余地がない事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

地方創生の観点から、転入者の増加を促進することは、人口減少の抑制に有効であり、必須の自治体業務である。

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

ノウハウをもつ民間事業者に委託して実施する事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

目標を達成することで総合計画を進める効果が高い事業である。

評価理由

広く移住検討者を対象としており、適切である。

8人

1,038件

230.10% 28.75%

230件

27.50%

49人

3

重点プロジェクトである。

移住定住の促進は総合計画の施策に沿い、重点施策３に掲げる事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針移住者数（当事業で、移住検討者から

の相談からお試し滞在等、密にコミュ
ニケーションを重ねた結果、本市への
移住に繋がった実人数） 33.33%150.00%

10人 8人

15人

移住相談件数

40人

お試し滞在利用人数

成果

40人

122.50%

450件

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

11人

移住検討者に対し、本市への理解を深め移住の契機となるよう、本市のまちの雰囲気や生活環境等を体験できる機
会（スマイルシティ・ライフ）を提供することにより、本市への移住促進を図ります。令和８年度も、移住支援員による情
報発信等を行い、本市の認知度向上を図ります。また、お試し滞在利用者を移住に導くためのフォローアップを行うた
め、利用後も移住検討者との接触を図ります。

30人

中項目（基本施策）

シティセールス・移住定住の推進 移住・定住の推進

ＵＪＩターン支援事業

重点プロジェクト

魅力の発信

R8

500件 300件 400件

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

スマイルシティ・ライフ体験事業2 4

縮小

R10

400件

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

移住検討者に移住推進に関する費用の負担を求めることは適切でない。

3

事
業
概
要

本市への移住検討者等

移住支援員による相談対応、情報発信、オンラインセミナー、お試し
滞在の運用及び移住検討者との関係性構築

移住を促進して、定住人口の増加を目的とする。

40人

事中評価(Ｂ) 縮小 縮小

4人
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～

2 1 9

6 1

（単位：千円）

350千円

特別交付税の算定対象事業

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

350千円

国庫支出金

2,165千円9,914千円 350千円

350千円9,914千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

350千円

特記事項

移住・定住対策の推進に係る特別交付税措置の内容
移住体験の実施や受入地域における移住希望者等への受入環境の整備
いわゆる「お試し移住」や「移住体験ツアー」等の実施：お試し滞在補助
措置率0.5（財政力に応じた補正あり）
■お試し滞在利用補助金
7,000円×1人×30組×1泊＝210,000円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

11,855千円 2,165千円合計

地方債

9,914千円

R5以前

11,855千円

移住フェア相談対
応業務委託料

337千円

2,165千円

106千円

210千円

予算費目

同左
・オンラインセミナー開催（年
３回）

R6（決算額）

大事業 転入促進事業費

総務費

移住フェア相談対
応業務委託料

262千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

転入促進事業費

R11R8

・移住支援員委託
・お試し滞在補助

同R6
オンラインセミナー（1回）

同左

継続 臨時

・お試し滞在補助

R9

中事業

オンラインセミナー
業務委託料

項 企画費総務管理費

一般

款

4,234千円

1,717千円

年度

6,732千円
移住支援員委託
料

お試し滞在利用
補助金

年度 会計種別事業期間

スマイルシティ・ライフ
体験事業委託料

合計

オンラインセミナー
業務委託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

お試し滞在利用補
助金

6,732千円
スマイルシティ・ライフ
体験事業委託料

年度別
事業内容

1,120千円

1,800千円

11,855千円

552千円
お試し滞在利用補
助金

132千円

通信運搬費

お試し滞在利用
補助金

350千円

350千円

お試し滞在利用
補助金

350千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

2 15 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

3

3
移住者数（当課職員又は移住支援員が移住に
向けて関わった者）

成果

10人

25.00% 130.00% 150.00%

12人10人

1人 13人 15人

4人

2 お試し暮らし利用人数 成果

12人 40人 40人 40人

33.33%. 50.00% 122.50%

4人 20人 49人

前年を上回る 350件 450件

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 移住相談件数 成果

500件

78件 823件 1,038件

458.82% 230.10%

0.75人 4,433千円

総経費 7,156千円 12,683千円

人工数 人件費 0.57人 3,268千円 0.45人 2,621千円

地方債

3,888千円 10,062千円 11,855千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

2

オンラインセミナー業務委託料 4,234千円

支出内訳

9,914千円

オンラインセミナー業務委託料 1,800千円

3,888千円 10,062千円 11,855千円

移住支援員による相談対応、情報発信、オン
ラインセミナー、お試し暮らしの運用及び移住
検討者との関係性構築

移住を促進して、定住人口の増加を目的とす
る。

事業期間 R4 R11以降 予算種別 継続

移住検討者に対し、本市への理解を深め移住の契機となるよう、丁寧に相談
に応じ、短期の滞在を通して、本市のまちの雰囲気や生活環境等を体験でき
る機会（スマイルシティ・ライフ）を提供することにより、本市への移住促進を図
る。専門業者へ委託し、移住支援員を配置することによって移住に係る相談
対応や情報発信、お試し暮らしの利用支援、移住検討者向けオンラインセミ
ナーを実施する。また、移住支援員を最大限活用するため、県外の移住フェ
アでの移住支援員による相談対応も実施することとし、移住フェア相談対応
業務を別途契約する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

移住フェア相談対応業務委託料

2,823千円

ＵＪＩターン支援事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

6 スマイルシティ・ライフ体験事業 ３－（１）

9,914千円

一般財源 3,888千円 10,062千円 11,855千円 9,914千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項 令和7年度で現事業者との契約は終了。

事業において設置した移住支援が移住検討者からの相談にきめ細かく対応し、移住に向けた関係構築を図って
いることから移住相談件数は増加している。

来年度以降は、移住支援員が関係を構築してきた移住検討者を関係人口として繋げていくため、当該事業は縮
小していく。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

縮小

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

体験事業委託料 体験事業委託料 体験事業委託料 体験事業委託料

スマイルシティ・ライフ 3,784千円 スマイルシティ・ライフ 6,732千円 スマイルシティ・ライフ

337千円 移住フェア相談対応業務委託料 262千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 シティセールス・移住定住の推進 移住・定住の推進

オンラインセミナー委託料

シティセールス課 定住促進係 事務事業番号 215020206

事業区分

政策的

スマイルエイジング

お試し滞在利用補助金 552千円 お試し滞在利用補助金 1,120千円

6,732千円 スマイルシティ・ライフ 6,732千円

230千円

277千円

本市への移住検討者等

重点プロジェクト

お試し滞在利用補助金 41千円 お試し滞在利用補助金

移住フェア相談対応業務委託料 59千円 移住フェア相談対応業務委託料

報償金 4千円

16,288千円

235.10%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 縮小
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31501シティセールス課 2

2 15 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

7 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3150101103150101 課（局・室・所）・係・担当者 シティセールス課

1

３回２回

3

特別交付税の算定対象事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

市が実施主体となり、活用する制度であり、適正である。

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施主体となり、活用する制度であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

地域力の維持・強化に資する地域協力活動を行いながら、定住、定着を図る有効な事業である。

評価理由

対象地域を限定せず、市内全域とすることは妥当である。

31.94%

２３回

111.67%

3

重点施策２笑顔あふれるまち（1）地域づくりの推進に資する事業である。

重点施策２笑顔あふれるまち（1）地域づくりの推進に資する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

テレビ番組を活用した情報発信

100.00%

ＳＮＳを活用した情報発信

ラジオ放送を活用した情報発信

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

６７回

シティセールス課が抱える課題の一つとして、全国的な観点からみて本市の知名度の低さが挙げられる。これまで以
上に交流人口や関係人口、移住・定住者を増やし、更なる活性化を図るためには、まず本市のことを知ってもらうこと
が第一であり、そのためには、本市の魅力を様々な分野から発信を行い、知名度を上げていくことが必要不可欠であ
る。
　その課題の解決策として、地域おこし協力隊の制度を活用し、令和６年４月１日から地域おこし協力隊員として委嘱
した、シンガーソングライターでありスペシャルスマイルプランナーの西広ショータさんと市が協力し合い、様々な媒体
を活用して情報発信を行うことで、本市の知名度の向上を図る。

７２回

中項目（基本施策）

シティセールス・移住定住の推進 シティセールスの推進

シティセールス推進事業

重点プロジェクト

地域づくり

R8

７２回 ８４回

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

地域おこし協力隊によるスマイルシティ魅力発信事業1 10

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることは適切でない。

3

事
業
概
要

市内外の方

地域おこし協力隊員による市の魅力発信

交流人口の増加、移住定住の促進

６０回

事中評価(Ｂ)

２回

29



～

2 1 10

4 1

（単位：千円）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

国庫支出金

6,864千円6,600千円

6,600千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署 特記事項

【特別交付税措置の内容】
　①隊員の活動に要する経費：上限５5０万円／隊員1人（報償費３5０万円+活動費２００万円）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

6,864千円合計

地方債

6,600千円

R7

6,864千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 地域おこし協力隊推進事業費

総務費

R7（予算額）

R8 予算種別

地域おこし協力隊推進事業費

R11R8

地域おこし協力隊業務委託
料（委託型隊員）

地域おこし協力隊業務委託
料（委託型隊員）

継続 臨時

R9

中事業

項 地域振興費総務管理費

一般

款

6,864千円

年度

6,600千円 委託料

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

委託料

年度別
事業内容

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

30
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31502シティセールス課 2

2 15 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

⑤

視点

事
業
概
要

市内全域

地域おこし協力隊の募集・受入れ

「地域協力活動」の実施及び定住人口の増加による地域力の維持・
強化

１人

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

－

33

評価点

受益者負担を求めることは適切でない。

3

R8

5人 4人 5人

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

地域おこし協力隊募集・受入事業2 5

拡大

R10

5人

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

官民連携

中項目（基本施策）

シティセールス・移住定住の推進 移住・定住の推進

ＵＪＩターン支援事業

重点プロジェクト

地域づくり

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

0人

「地域おこし協力隊」は、都市地域から過疎地域などの条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を
「地域おこし協力隊」として委嘱する制度。隊員は、一定期間以上地域に居住し、地域ブランドや地場産品の開発・販
売・PR等の地域おこしの支援や、農林漁業の応援、水源保全・監視活動、住民の生活支援などの「地域協力活動」を
行いながら、その地域への定住・定着を図る。

1人

退任隊員の定住

－－

－ 2人

－

地域おこし協力隊員の人数
（R6は募集人数）

3人

お試し地域おこし協力隊の受入

成果

２名

評価項目

3

地域力の維持・強化に資する地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る有効な事業である。

評価理由

対象地域を限定せず、市内全域とすることは妥当である。

3人

０名

0.00% 40.00%

2人

0.00%

3

重点施策２笑顔あふれるまち（1）地域づくりの推進に資する事業である。

重点施策２笑顔あふれるまち（1）地域づくりの推進に資する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施主体となり、活用する制度であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

市が実施主体となり、活用する制度であり、妥当である。

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業である。

特別交付税の算定対象事業である。

1

令和8年度中に1人の隊員が任期満了
を迎えることから、後任の確保及び現隊
員の定住に繋げる。

１人－

成果3

3人

8 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3150202053150202 課（局・室・所）・係・担当者 シティセールス課 定住促進係

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

32



～

2 1 10

1 1

（単位：千円）

497千円

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

1,536千円建物借上料

2,429千円

その他

消耗品費

政策的事業区分

交付税

目

委託料 7,525千円

14,170千円

490千円

委託料 7,525千円

負担金、補助及
び交付金

機械器具借上料

511千円

763千円

その他

6,590千円

292千円
負担金及び交付
金

負担金、補助及
び交付金

普通旅費

その他

機械器具借上料

合計

通信運搬費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

募集ブース設置
委託料

784千円 委託料

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

普通旅費

項 地域振興費総務管理費

一般

款

1,536千円建物借上料26千円

7,075千円

年度

8,709千円 委託料

R13以降 予算種別

地域おこし協力隊推進事業費

R11R8

③協力隊報酬・活動費（委
託型）

①協力隊活動費（雇用型）
※人件費を除く
②募集に要する経費
③協力隊報酬・活動費等
（委託型）
④おためし体験事業に要す
る経費

同左

継続 臨時

①協力隊活動費（雇用型）※人件費
を除く
②募集に要する経費
③協力隊報酬・活動費（委託型）
④隊員の起業・事業承継に要する経
費
⑤隊員の空き家改修に要する経費
⑥おためし体験事業に要する経費

R9

中事業

1,116千円

普通旅費 577千円

2,429千円

予算費目

①協力隊活動費（委託型）
②協力隊活動費（雇用型）
③募集に要する経費
④おためし体験事業に要す
る経費

R6（決算額）

大事業 地域おこし協力隊推進事業費

総務費

印刷製本費 340千円

建物借上料

314千円

300千円

246千円

R7（予算額）

11,183千円

R5以前

機械器具借上料 1,116千円

577千円

490千円

6,590千円

497千円

普通旅費

消耗品費

地域おこし協力
隊業務委託料

5,488千円

7,075千円

山陽小野田市地域おこし協力隊設置規則、山陽小野田市地域おこし協力隊おためし体験事業実
施要綱

特記事項

【特別交付税措置の内容】
①・③隊員の活動に要する経費：上限５5０万円／隊員1人（報償費３5０万円+活動費２００万円）
②隊員の募集等に要する経費：上限３5０万円／1自治体
④隊員の起業・事業承継等に要する経費：上限１００万円／1自治体
⑤隊員の空き家改修に要する経費：措置率0.5／1軒
⑥お試し体験事業に要する経費：上限１００万円／1自治体

雇用型隊員の人件費については、人事課で要求

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

6,590千円 7,075千円合計

地方債

14,170千円

14,170千円

14,170千円11,183千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

7,075千円11,183千円一般財源

その他

14,170千円

14,170千円

特別交付税の算定対象事業

財
源
内
訳
／
割
合

33



R6年度　事務事業評価シート

2 15 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

4

3

2

３名 ２名

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 地域おこし協力隊員の募集人数 活動

３名

１名 ０名

0.00%

0.31人 1,833千円

総経費 3,216千円

人工数 人件費 0.40人 2,330千円

地方債

886千円 6,590千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

2

支出内訳

11,183千円

建物借上料 300千円

その他 319千円

886千円 6,590千円

地域おこし協力隊の募集・受入れ

「地域協力活動」の実施及び定住人口の増加
による地域力の維持・強化

事業期間 R5 R10以降 予算種別 継続

「地域おこし協力隊」は、都市地域から過疎地域などの条件不利地域に住民
票を移動し、生活の拠点を移した者を「地域おこし協力隊員」として委嘱する
制度。隊員は、一定期間以上地域に居住し、地域ブランドや地場産品の開
発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林漁業の応援、水源保全・監視活
動、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定
住・定着を図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

募集ブース設置委託料

ＵＪＩターン支援事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

7 地域おこし協力隊募集・受入事業 ３－（１）

11,183千円

一般財源 886千円 6,590千円 11,183千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項 令和5年度に募集した者を令和6年4月1日付けで委嘱。

地域おこし協力隊の受入れが可能な担当課に対して、当該事業の説明を行ったが、各担当課からの要望は無い
状況であった。シティセールス課において、地域おこし協力隊員の雇用体制にあたり、受入団体への委託雇用型
を導入し、市の魅力発信業務における地域おこし協力隊の募集を行った。その結果、令和６年４月１日より、株式
会社ＦＭ山陽小野田を受入団体とした地域おこし協力隊員１名を委嘱した。

地域おこし協力隊の受入について、各課の理解や協力が必要である。一堂に会しての説明会では、担当課が必
要とする詳細な部分までの協議は困難であることから、個別での協議を行っていく必要がある。

目標達成度
成果

D

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

募集ブース設置委託料 314千円 通信運搬費 26千円 印刷製本費

地域おこし協力隊業務委託料 100千円 普通旅費

292千円 機械器具借上料 246千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 シティセールス・移住定住の推進 移住・定住の推進

シティセールス課 事務事業番号 215020207

事業区分

政策的

地域おこし協力隊募集ブース設置負担金 506千円

スマイルエイジング

地域おこし協力隊業務委託料 5,488千円 地域おこし協力隊業務委託料 8,709千円

784千円 普通旅費 763千円

340千円

472千円

市内全域

重点プロジェクト

普通旅費

8,423千円

33.33%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大
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32501シティセールス課 2

4 25 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

9 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3250101023250101 課（局・室・所）・係・担当者 シティセールス課 観光振興係

1

きらら交流館は、「道の駅」、「海の駅」が
持つ業態イメージを活用し、当該施設
の最大の魅力である様々な海辺財産を
活かすため、新たな観光交流拠点『海
辺の駅　そらうみ』として、リニューアル
工事を行う。令和７年度から改修工事に
着手し、令和9年9月のリニューアル
オープンを目指す。

外構工事着工

活動3

改修工事完了

担当課としての事業精査をしており、コスト削減の余地がない事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

山陽小野田市きらら交流館条例

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が設置した施設であり、調査業務委託の結果、公設+指定管理方式の結論が出ている。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

焼野海岸・竜王山周辺施設との連携及び観光拠点施設として、交流人口の増加を図る事業であり有効である。

評価理由

市が設置した施設に関する事業

完了

100.00%

3

一部施設が更新時期を迎えており、施設のあり方を検討する必要がある。また、重点プロジェクトの交流の促進に寄与する施設である。

一部施設が更新時期を迎えており、施設のあり方を検討する必要がある。また、重点プロジェクトの交流の促進に寄与する施設である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

外構工事

外構工事完了

基本設計・実施設計

改修工事

活動

実施設計

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

きらら交流館は、「道の駅」、「海の駅」が持つ業態イメージを活用し、当該施設の最大の魅力である様々な海辺財産
を活かすため、新たな観光交流拠点『海辺の駅そらうみ』として、リニューアル工事を行う。
リニューアルオープン後の指定管理者を候補者として先行公募し、令和5年9月に富士商株式会社を指定管理候補
者として選定した。令和5年度から令和6年度にかけて基本設計及び実施設計を実施し、令和7年度から令和9年度に
かけて改修工事、外構工事を行い、令和9年9月のリニューアルオープンを目指す。

改修工事

中項目（基本施策）

観光・交流の振興 観光・交流資源の整備・充実

観光交流資源整備事業

重点プロジェクト

魅力の発信

R8

大項目（章）

産業・観光

実施計画名

きらら交流館再整備事業1 2

現状維持

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者は、施設の利用者及び指定管理者であり、リニューアルオープン後の管理運営において検討する。

5

事
業
概
要

きらら交流館

指定管理候補者を選定し、リニューアルオープン後の管理運営に関
する提案を改修工事に反映させる

交流人口の増加

改修工事着工

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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2 1 32

1 1

（単位：千円）

地域未来交付金（旧新しい地方経済・生活環境創生交付金）（50％　※R9も申請予定）、一般補助
施設整備事業債R7（充当率90%、交付税措置30%）、地域活性化事業債（充当率90%、交付税措置
30%）、一般事業債（充当率75％）

財
源
内
訳
／
割
合

50%

一般財源

その他

323,000千円17,700千円

国庫支出金

90％、75％

49,900千円50,450千円 226,501千円

582,601千円672,900千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署 特記事項

●リニューアルオープン　令和９年９月予定
◇債務負担行為（R7～R9）
　　・工事請負費（建築主体・機械設備工事、電気設備工事） 　・工事監理業務委託料　・設計意図
伝達業務委託料
◇債務負担行為（R8～R9）
　　・外構工事、アドバイザリー業務委託料、備品購入
※手数料・・・建築確認変更申請手数料、普通旅費・・・工場検査旅費

90％、75％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

45,825千円 636,550千円

356,100千円

合計

地方債

672,900千円

R5以前

設計意図伝達業
務委託料

9,746千円

3,000千円

5,620千円

45,825千円

1,618千円

消耗品費

アドバイザリー業
務委託料

50%

636,550千円

150千円

2,300千円

16,417千円

予算費目

・基本設計・実施設計②
　　※R5～R6債務負担

R6（決算額）

大事業 きらら交流館改修事業費

総務費

廃棄物処分業務
委託料

2,000千円

アドバイザリー業
務委託料

600千円

300千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

きらら交流館改修事業費

R11R8

・建築主体・機械設備工事、
電気設備工事
・工事監理業務、設計意図
伝達業務、アドバイザリー業
務

・建築主体・機械設備工事、
電気設備工事
・工事監理業務、設計意図
伝達業務
※R7～R9　債務負担

継続 臨時

・建築主体・機械設備工事、
電気設備工事
・工事監理業務、設計意図
伝達業務、アドバイザリー業
務
・外構工事、備品購入

R9

中事業

監理委託料

項 きらら交流館改修事業費総務管理費

一般

款

154,000千円備品購入費557千円

633,800千円

年度

659,000千円 工事請負費

アドバイザリー業
務委託料

年度 会計種別事業期間

設計委託料

手数料12,722千円

合計

手数料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

45,268千円 工事請負費

年度別
事業内容

4,100千円

6,900千円

手数料ほか

24,993千円

3,132千円

90％、75％

まちづくり基金

90％、75％

設計意図伝達業
務委託料

監理委託料300千円

普通旅費

277,850千円299,450千円

308,800千円

582,601千円

工事請負費 392,200千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

手数料

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

4 25 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

5

3 改修工事 活動

改修工事着工

2 基本設計・実施設計 活動

基本設計 実施設計

100.00% 100.00%

完了 完了

指定管理候補者選定募集要項作成 指定管理候補者選定

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 指定管理候補者の選定 活動 完了 完了

100.00%

0.60人 3,547千円

総経費 6,478千円 35,783千円

人工数 人件費 1.13人 6,478千円 0.74人 4,311千円

24,993千円

地方債

31,472千円 45,825千円

299,450千円

県支出金

国庫支出金 50％

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

628,300千円

アドバイザリー業務委託料 600千円

測量調査委託料 343千円

31,472千円 45,825千円

指定管理候補者を選定し、リニューアルオー
プン後の管理運営に関する提案を改修工事
に反映させる

交流人口の増加

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

きらら交流館は平成13年に建築されてから24年が経過し、設備などの老朽化
に加え、利用者ニーズとの乖離が生じていたことから、設備等のリニューアル
を図りつつ、素晴らしいロケーションを生かした「海辺の駅そらうみ」として改
修を行う。
改修にあたっては、改修後の指定管理者を候補者として選定（指定管理者
先行公募型）し、令和5年度から6年度に基本設計及び実施設計を完了させ
た。今後は、令和7年度に改修工事に着手、令和8年度に外構工事に着手
し、令和9年中のリニューアルオープンを予定している。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

設計委託料 18,400千円

8千円

観光交流資源整備事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 きらら交流館再整備事業 ３－（１）

628,300千円

一般財源 15,105千円

17,700千円

3,132千円

75％ 5,700千円 90％、75％

36,450千円

その他 まちづくり基金 10,667千円 まちづくり基金

90％、75％ 292,400千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項
設計業務委託先：①【選定方法】公募型プロポーザル　②【委託先】[名称]：株式会社NSP設計　[住所]：広島県
広島市中区東千田町二丁目9-57　③【委託期間】令和6年1月16日から令和7年3月31日まで

令和5年１２月に基本設計及び実施設計を一括発注としたプロポーザルを実施し、株式会社ＮＳＰ設計と設計業
務の契約を行った。令和6年度は実施設計に着手し、市、設計業者及び指定管理候補者とともに実施設計内容
の協議を重ね、指定管理候補者の管理運営に関する提案等を反映させた設計を作成することができた。

令和８年度は、令和7年度に着手した改修工事について、工事請負業者、建築住宅課、下水道課と綿密な連携
を取りながら業務を進めていくとともに、外構工事、備品の選定、リニューアルオープンに向けて、指定管理候補
者との協議、地元への説明等、確実に業務を進めていく必要がある。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

報償金 12千円 手数料 557千円 監理委託料

（繰越明許） 設計委託料

設計意図伝達業務委託料 4,100千円

小項目（基本事業）

産業・観光 観光・交流の振興 観光・交流資源の整備・充実

報償金

シティセールス課 事務事業番号 225010102

事業区分

政策的

手数料 300千円

スマイルエイジング

廃棄物処分業務委託料 2,000千円

45,268千円 工事請負費 614,400千円

6,900千円

12,709千円

きらら交流館

重点プロジェクト

アドバイザリー業務委託料

49,372千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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33002文化スポーツ推進課 2

5 30 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

10 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3300203063300203 課（局・室・所）・係・担当者 文化スポーツ推進課 文化会館

1

100％100％

成果3

725人

山口県警察音楽隊の出演料は無料であり、低コストで開催できる事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

市総合計画及び山陽小野田市文化芸術振興ビジョンに基づく事業である。

3

5

事業の優先度

3

3

市の文化振興を図るにあたり、有効な事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

文化振興を図る事業として市が行う事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

市の文化振興を図る事業であり、総合計画を進めるにあたっても有益な事業である。

評価理由

全ての市民を対象に芸術文化を鑑賞、体感できる機会を提供する事業である。

100％

1回

100.00%

12月開催

669人

5

市総合計画及び山陽小野田市文化芸術振興ビジョンに基づく事業である。

市民に芸術文化を鑑賞する機会を提供する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

アンケートによる満足度

99.00%

100％ 100％

99％

公演回数

725人

入場者数

活動

725人

92.27%

1回

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

県民と警察を結ぶ「音のかけ橋」として、地域の安全や交通安全に関する行事等で活躍する山口県警察音楽隊を、
不二輸送機ホールに招聘し、広く市民の方に聞いてもらう機会を提供することにより芸術文化によるまちづくりを推進
する。
令和6年度に不二輸送機ホール開館30周年記念事業として好評を得た事業であり、令和8年度についても開催する。

725人

スマエジ

中項目（基本施策）

芸術文化によるまちづくりの推進 芸術文化活動の推進

文化によるまちづくり推進事業

重点プロジェクト

文化・スポーツ

R8

1回 1回 1回

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

山口県警察音楽隊演奏会開催事業3 6

R10

1回

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

交流

成果 コスト

33

評価点

入場料は無料である。

3

事
業
概
要

市民他

山口県警察音楽隊によるコンサートの実施

市民に身近で音楽に触れる機会を提供することで、芸術文化によるま
ちづくりを推進する

725人

事中評価(Ｂ)
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～

2 1 24

1 1

（単位：千円）

465千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

465千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

453千円

465千円

465千円453千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

465千円

特記事項

※公演業務委託料内訳（司会33,000円、夫婦漫才演者33,000円）
※その他内訳（食糧費6,000円）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

448千円 465千円

465千円

合計

地方債

453千円

R6

広報物作成業務
委託料

文化会館実行委
員業務委託料

20千円

43千円

20千円

20千円

448千円

6千円

消耗品費

文化会館実行委
員業務委託料

17千円

広報物作成業務
委託料

39千円

465千円

43千円

66千円

43千円

消耗品費 20千円

53千円

予算費目

消耗品費

・演奏会の開催

R6（決算額）

大事業

12千円

文化振興費

総務費

広報物作成業務
委託料

41千円

消耗品費

6千円

20千円

文化会館実行委
員業務委託料

20千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

文化振興費

R11R8

・演奏会の開催・演奏会の開催 ・演奏会の開催

継続 臨時

・演奏会の開催

R9

中事業

公演業務委託料

項 文化振興費総務管理費

一般

款

66千円公演業務委託料66千円

257千円

年度

247千円 舞台業務委託料

公演業務委託料

年度 会計種別事業期間

舞台業務委託料

その他 その他

文化会館実行委
員業務委託料

合計

公演業務委託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

印刷製本費

9千円

271千円 舞台業務委託料

年度別
事業内容

53千円

66千円

その他

ふるさと支援基
金

448千円

34千円 印刷製本費 印刷製本費53千円

6千円

広報物作成業務
委託料

20千円

舞台業務委託料 257千円

465千円

20千円

舞台業務委託料 257千円

印刷製本費

広報物作成業務
委託料

無

R12R10

66千円公演業務委託料

53千円

その他

文化会館実行委
員業務委託料

政策的事業区分

交付税

印刷製本費

その他

消耗品費

目

6千円

総事業費

支
出
内
訳
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山口県警察音楽隊演奏会開催事業 

 

１ 開催趣旨 

  県民と警察を結ぶ「音のかけ橋」として、地域の安全や交通安全に関する行

事等で活躍する山口県警察音楽隊を不二輸送機ホールに招聘し、市民が身近な

場所で気軽に音楽に触れる機会を提供することにより、芸術文化によるまちづ

くりを推進する。 

 

２ 公演内容  

山口県警察音楽隊による迫力ある素晴らしい演奏とカラーガードの魅力ある

演出に加え、夫婦漫才や広報寸劇による地域安全や交通安全の啓発など、市民

に対し音楽に触れる機会の提供のみならず多様な効果を発信する定評ある公演。  

        

３ 入場料  

無料（山口県警察音楽隊の意向） 

※事前に不二輸送機ホール及び市民館にて入場整理券を配布 

 

４ 令和７年度の開催状況 

 （１）開催日時 令和７年１２月１３日（土） 開演１４時 終演１６時過ぎ 

 （２）入場者数 ６４７人／７４９席 

 （３）整理券配付状況 

    ・不二輸送機ホール １１／２２（土） ４２４枚を約２時間で完配 

    ・市民館 １１／２５（火）       １５０枚を約６時間で完配 

 （４）プログラム 

    【オープニングアクト】 

     須恵小学校金管バンド 

【１部】「太陽にほえろ！」メインテーマ、ムーンライトセレナーデ、「べ

らぼう」メインテーマ「Glorious Edo」、警察官ＯＢによる夫婦漫才、

ステージドリル「サウンド・インパルス 2025」 

【２部】Paradise Has No Border、勇気１００％（カラーガード演技）、

Xmas メドレー～童謡 Ver.～、銀河鉄道９９９（カラーガード演技）、テ

トリス、ジャパニーズ・グラフィティⅩ「時代劇絵巻」、マツケンサン

バⅡ（アンコール） 
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Ｒ７年度開催 山口県警察音楽隊ふれ愛コンサート 公演の様子 

〈オープニングアクト〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈第 1 部〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈第 2 部〉 
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33002文化スポーツ推進課 2

5 30 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

11 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3300202013300202 課（局・室・所）・係・担当者 文化スポーツ推進課 文化振興係

1

3

-

コスト削減の余地がない事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

本市が長年取り組んでいる「ガラスアートのまちづくり」に資する事業である。

3

3

事業の優先度

5

5

重点プロジェクト（文化・スポーツ振興事業）である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

重点プロジェクト（文化・スポーツ振興事業）である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

市の文化振興を図るにあたり、有効な手法である。

評価理由

本市の地域資源を活用したものであるため妥当である。

-

- -

-

-

-

3

重点プロジェクト（文化・スポーツ振興事業）である。

重点プロジェクト（文化・スポーツ振興事業）である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

入場者数
（本展・萩展・東京展）

-ガラス制作体験者数
・きららガラス未来館講座・体験者
数、自主事業参加者数
・市主催ガラス体験教室参加者数

活動

-

-

-

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

-

本市の特色の一つであるガラス文化を推進するため、平成１３年度から３年に１度開催している「現代ガラス展in山陽
小野田」を開催する。
ガラス作家・故竹内傳治の若手作家を育成したいという思いから、４５歳という年齢制限を設け、今では全国的な知名
度を誇る若手登竜門的コンペティションとなっている。
第10回展は、これまでの開催内容に工夫を凝らしながら、ガラス文化の魅力をさらに引き出し、交流人口の増加を図
るほか、第9回展にも開催した県立萩美術館・浦上記念館や東京・上野の森美術館を会場とした特別作品展等を開
催することにより、市内外へのガラス文化発信に加えて、本市の魅力を首都圏で広く発信する。

5,300人

スマエジ

中項目（基本施策）

芸術文化によるまちづくりの推進 芸術文化活動の推進

ガラス文化推進事業

重点プロジェクト

文化・スポーツ

R8

- 19,500人 -

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

現代ガラス展開催事業2 1

R10

-

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

交流

成果 コスト

33

評価点

入場料を徴収している。

3

事
業
概
要

全市民及びガラス文化に興味のある人

現代ガラス展の開催

ガラス文化の推進

-

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

2 1 24

1 1

（単位：千円）

3,000千円

ふるさと支援基金繰入金（企画課）　【R2年度～】

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

3,000千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

3,000千円

3,000千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

3,000千円

特記事項

(第9回展) 作品応募：61点
おのだサンパーク　3,748人来場　7/8-8/26（50日間）
県立萩美術館・浦上記念館　13,141人来場　9/16-12/3（79日間）
東京都・上野の森美術館　3/6～10（5日間）　2,527人
市負担金　R4　3,000千円、R5　8,600千円+補正2,500千円、
　　　　　　合計14,100千円（うち97,207円戻入）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

11,980千円

11,980千円

合計

地方債

3,000千円

R5以前

11,980千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 文化振興費

総務費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

文化振興費

R11R8

・第10回現代ガラス展in山陽
小野田の開催（市内・萩市・
東京都）

・第10回現代ガラス展in山陽
小野田に向けた準備

・第11回現代ガラス展in山陽
小野田に向けた準備

継続 臨時

R9

中事業

項 文化振興費総務管理費

一般

款

11,980千円

年度

3,000千円
現代ガラス展実
行委員会負担金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

現代ガラス展実
行委員会負担金

年度別
事業内容

ふるさと支援基
金

現代ガラス展実
行委員会負担金

3,000千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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33102文化スポーツ推進課 2

5 31 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

12 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3310201033310201 課（局・室・所）・係・担当者 文化スポーツ推進課 スポーツ振興係

1

100人100人

活動3

2回

経費負担については精査して実施する事業である

妥当性

目的の妥当性

3

スポーツによるまちづくりに該当する事業であり、市シティセールス推進指針に基づき市の魅力を市内外へ発信する事業でもあるため、市が積極的に実施すべきである。

3

3

事業の優先度

5

3

評価結果をもとに要求している

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

スポーツによるまちづくりを推進するためには、民間等の外部活用ではなく、市が実施主体となる必要がある。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

パラサイクリング連盟と連携して実施する事業である

評価理由

受益者はすべての市民であり、適切に設定された事業である。

100人

0回

0.00% 0.00%

0回

0.00%

3回

5

重点プロジェクト（文化・スポーツの振興）に該当する事業である。

重点プロジェクト（文化・スポーツの振興）に該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

交流事業参加者数

0.00%321.00%

100人 100人

321人

合宿の支援

2回

交流事業の開催

活動

2回

150.00%

1回

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

0回

東京パラリンピック、パリパラリンピックを通して、パラサイクリング日本ナショナルチームの応援を通じた市民の一体感
の醸成や障がい者スポーツへの理解促進等を進めてきた中で、今後においてもパラサイクリング連盟との連携を図る
ため業務委託としてパラサイクリング連盟に事業の実施を委託する。

2回

スマエジ

中項目（基本施策）

スポーツによるまちづくりの推進 スポーツ活動の推進

スポーツによるまちづくり推進事業

重点プロジェクト

文化・スポーツ

R8

1回 1回 1回

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

パラサイクリングのまちＰＲ事業1 3

現状維持

R10

1回

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

交流運動

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることが適当でない事業である。

3

事
業
概
要

市民に限らず、パラサイクリングや自転車に興味のある人

パラサイクリングに関する情報発信

パラサイクリング及びナショナルチームのファンの拡大、スポーツ振
興、地域の活性化、共生社会の意識情勢

2回

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

0回
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～

2 1 28

1 1

（単位：千円）

1,600千円

ふるさと支援基金繰入金（企画課）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

1,600千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

1,100千円

1,600千円

1,600千円1,100千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,600千円

山陽小野田市スポーツによるまちづくり推進計画、若者会議提案（Ｒ2.3）

特記事項

東京パラリンピック・パリパラリンピック後においても市民等がパラサイクリングを応援する機運を継続
し、パラスポーツの支援を通じて共生社会の推進に寄与する取組とする。

パラサイクリングチームの練習実施
小学校や幼稚園での交流事業・中学校での講演会の実施
市民との交流イベントの開催

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

576千円 1,000千円

1,000千円

合計

地方債

1,100千円

R5以前

576千円 1,000千円

予算費目

ナショナルチーム練習の実
施、市民との交流事業、パラ
サイクリングに関する情報発
信

R6（決算額）

大事業 スポーツ振興費

総務費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

スポーツ振興費

R11R8

ナショナルチーム練習の実
施、市民との交流事業、パラ
サイクリングに関する情報発
信

ナショナルチーム練習の実
施、市民との交流事業、パラ
サイクリングに関する情報発
信

ナショナルチーム練習の実
施、市民との交流事業、パラ
サイクリングに関する情報発
信

継続 臨時

ナショナルチーム練習の実施、
市民との交流事業、パラサイクリ
ングに関する情報発信

R9

中事業

消耗品費

項 スポーツ振興費総務管理費

一般

款

100千円消耗品費76千円

1,000千円

年度

1,000千円
スポーツ教室事
業委託料

年度 会計種別事業期間

スポーツ教室事
業委託料

合計

消耗品費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

500千円
スポーツ教室事
業委託料

年度別
事業内容

100千円

576千円
ふるさと支援基
金

ふるさと支援基
金

スポーツ教室事
業委託料

1,500千円

1,600千円

スポーツ教室事
業委託料

1,500千円

無

R12R10

100千円消耗品費

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

5 31 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

6

3 交流事業参加者数 成果

50人

734.00% 321.00%

100人100人

367人 321人

2 交流事業の開催 活動

1回 2回 2回 2回

300.00% 150.00% 150.00%

3回 3回 3回

1回 1回 1回

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 合宿の支援 活動

1回

1回 0 0回

100.00% 0.00%

0.15人 887千円

総経費 1,440千円 3,008千円

人工数 人件費 0.06人 344千円 0.07人 408千円

576千円

地方債

1,096千円 2,600千円 576千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

1,100千円

【補正】需用費 200千円

1,096千円 2,600千円 576千円

合宿の誘致、交流事業の開催

パラサイクリング及びナショナルチームのファン
の拡大、スポーツ振興、地域の活性化、共生
社会の意識情勢

事業期間 R3以前 R11以降 予算種別 継続

令和６年８月下旬に開幕するパリ・パラリンピックに向けて、パラサイクリング日
本ナショナルチームの応援を通じた市民の一体感の醸成や障がい者スポー
ツへの理解促進等を強力に進めるため、市内での合宿に対する支援、市民
との交流事業を実施する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

【補正】使用料 200千円

200千円

スポーツによるまちづくり推
進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

3 パラサイクリングのまちＰＲ事業 ３－（２）

1,100千円

一般財源 200千円 350千円

ふるさと支援基金 1,100千円その他 ふるさと支援基金 896千円 ふるさと支援基金 2,250千円 ふるさと支援基金

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

杉浦選手による講演会の開催、選手と園児・児童との交流事業の実施により「パラサイクリングのまち」としての情
報発信を行うことができた。
12/17　講演会、8/2　ねたろう保育園（27名）、10/15・12/17　高千帆小学校（117名）、10/15　出合小学校（56
名）、　12/16　小野田中学校（121人）

パリパラリンピック後における本市でのパラサイクリング日本代表チームの合宿の誘致、選手との交流事業の実施
について、継続して実施できる環境を調整する必要がある。特に合宿については、日本パラサイクリング連盟との
協議し、どのような取組ができるか検討する必要がある。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

委託料 500千円 スポーツ教室事業委託料 500千円 消耗品費 76千円 消耗品費

合宿誘致事業補助金 396千円 合宿誘致事業補助金 1,000千円 スポーツ教室事業委託料

小項目（基本事業）

教育・文化・スポーツ スポーツによるまちづくりの推進 スポーツ活動の推進

【補正】旅費

文化スポーツ推進課 スポーツ振興係 事務事業番号 231020103

事業区分

政策的

スマイルエイジング

500千円 スポーツ教室事業委託料 1,000千円

100千円

400千円

100千円

市民に限らず、パラサイクリングや自転車に興
味のある人

交流

重点プロジェクト

印刷製本費 50千円 【補正】報償費

消耗品費 100千円 消耗品費

運動

保険料 50千円

1,463千円

0.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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33102文化スポーツ推進課 2

5 31 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

13 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3310201063310201 課（局・室・所）・係・担当者 文化スポーツ推進課 地域クラブ推進室

1

休日の部活動の地域展開の受け皿とな
る実施主体の地域クラブ活動団体を増
やすとともに平日の部活動の地域展開
についても検討していく。また、運営し
ていく上で、団体数が増えるとともにコス
トも増幅する。

2回2回

活動3

3回

現時点（協議会の開催）については、国費等の充当はなく、コスト削減の余地がない事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

市要綱（山陽小野田市中学生の文化・スポーツ活動体制整備協議会設置要綱）により義務付けた事業である。

3

3

事業の優先度

5

5

新規事業ではあるが、芸術文化及びスポーツによるまちづくりの推進に効果が期待される事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

現時点（協議会の開催）については、民間委託などの外部の活用が適用しにくい事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

総合計画の施策（芸術文化及びスポーツによるまちづくりの推進）を進める効果が高い事業である。

評価理由

市内の中学生、保護者、学校関係者、文化・スポーツ団体が関わる事業で、住民ニーズが高い事業である。

2回

0クラブ

0% 0.00%

0クラブ

40.00%

4回

3

既に国や県は方針を示しており、本市において実施しなければ中学生に多大な悪影響（不安）を与える事業である。

総合計画の施策（芸術文化及びスポーツによるまちづくりの推進）に寄与する事業である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

指導者研修会の開催

0.00%0%

2回 2回

0回

休日の中学校部活動における地
域移行数

3回
中学生の文化・スポーツ活動体制
整備協議会の開催

成果

5回

80.00%

2クラブ

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

2回

令和6年11月に策定した「山陽小野田市中学生の文化スポーツ活動体制整備基本方針」に基づき、中学生の新たな
地域クラブ活動の実施に向けて、令和7年度においては実証事業の実施し、令和8年4月からの休日における学校部
活動の地域展開に向けて取組を進めてきた。また、令和７年６月から地域クラブ活動団体及び指導者を募集し、R7.7
月現在で5団体の地域クラブ活動団体が立ち上がった。
今後は、体制整備の検討については、引き続き協議会を開催することで、運営団体や実施主体について調整を図
る。また、実証事業の成果を参考に中学校部活動の地域展開を行い、団体数の増加や指導者の確保を進めていく。
なお、休日の部活動の地域展開を令和８年４月からとしていたが、令和８年度新体制発足後と変更した。

3回

スマエジ

中項目（基本施策）

スポーツによるまちづくりの推進 スポーツ活動の推進

スポーツによるまちづくり推進事業

重点プロジェクト

文化・スポーツ

R8

20クラブ 全クラブ 全クラブ

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

中学生の文化・スポーツ活動体制整備推進事業1 6

拡大

R10

全クラブ

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

運動

成果 コスト

35

評価点

協議会の開催については、受益者負担を求めることが適当でない事業である。

5

事
業
概
要

市内の中学生、保護者、学校関係者、文化・スポーツ団体

協議会の開催、地域団体による活動場所の提供、指導者派遣

文化・スポーツ活動を希望する中学生が取り残されることのないよう従
前の部活動と異なる体制整備が行われていること

5回

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

0回
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2 1 28

1 1

（単位：千円）

18,426千円

部活動の地域展開等推進事業補助金

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

5,512千円

国庫支出金

参加費 500千円 ※

5,512千円1,053千円

5,000千円 5,000千円

5,512千円

18,426千円6,553千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

18,426千円

7,914千円

5,000千円5,000千円

7,914千円 ※

山陽小野田市中学生の文化・スポーツ活動体制整備協議会設置要綱

特記事項

協議会（構成）：スポーツ協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ推進委員、
文化協会、中体連、中文連、校長会、PTA、学識経験者、教育委員会事務局、協創部

【令和8年度】
国及び県の補助　5,000千円見込
※財源内訳その他
・参加者負担金　2,000円/月×300人見込＝7,200千円
・ふるさと支援基金　714千円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

104千円 18,426千円

7,914千円

合計

地方債

6,553千円

R5以前

普通旅費

400千円

400千円

400千円

100千円

104千円

保険料

講師謝礼

18,426千円

400千円

7,300千円

400千円

保険料 400千円

714千円

予算費目

・協議会の開催

R6（決算額）

大事業 スポーツ振興費

総務費

委託料 100千円

講師謝礼

R7（予算額）

R13以降 予算種別

スポーツ振興費

R11R8

・休日の部活動の地域展開
の実践
・協議会の開催
（３回開催予定）

・休日の部活動の実証
・協議会の開催
（５回開催予定）

・休日の部活動の地域展開
の実践
・協議会の開催
（３回開催予定）

継続 臨時

・休日の部活動の地域展開
の実践
・協議会の開催
（３回開催予定）

R9

中事業

役務費

項 スポーツ振興費総務管理費

一般

款

7,300千円
地域クラブ活動
団体補助金

9,512千円

年度

5,150千円 報償金

地域クラブ活動
団体補助金

年度 会計種別事業期間

報償金

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

104千円 報償金

年度別
事業内容

400千円

903千円

※

104千円

普通旅費 消耗品費714千円

普通旅費

100千円

交付金

報償金 9,512千円

18,426千円

100千円

報償金 9,512千円

消耗品費

普通旅費

無

R12R10

7,300千円
地域クラブ活動
団体補助金

714千円

講師謝礼

政策的事業区分

交付税

消耗品費

保険料

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

5 31 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

7

3 指導者研修会の開催 活動

0.00%

2回2回

0回

2
中学生の文化・スポーツ活動体制整備協議会
の開催

活動

5回 4回

80.00%

4回

2クラブ

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 休日の中学校部活動における地域移行数 成果

20クラブ

0クラブ

0.00%

0.75人 4,433千円

総経費 1,225千円

人工数 人件費 0.20人 1,165千円

地方債

60千円 104千円

県支出金 交付金 5,000千円

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

6,553千円60千円 104千円

協議会の開催、地域団体による活動場所の提
供、指導者派遣

文化・スポーツ活動を希望する中学生が取り
残されることのないよう従前の部活動と異なる
体制整備が行われていること

事業期間 R6 R11以降 予算種別 新規

令和４年度にスポーツ庁及び文化庁から提言のあった「休日の部活動におけ
る地域展開（移行）」について、本市でも中学生年代の文化・スポーツ環境の
適切な整備を図るため、国や県の動向を踏まえながら、市教育委員会やス
ポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ、文化協会等と連携し、本市の実情
にあったスキームの構築を図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

スポーツによるまちづくり推
進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

10
中学生の文化・スポーツ活動体制整備推
進事業

6,553千円

一般財源 60千円

参加費 500千円

104千円 1,053千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

協議会を開催し、素案の検討等を行った。国や県のガイドラインに沿って、令和６年１１月に「山陽小野田市中学
生の文化スポーツ活動体制整備基本方針」を策定し、本市における文化芸術・スポーツ活動の環境整備に向け
た方向性を示した。

運営に係る財源の確保すること及び地域クラブ活動団体、指導者を増やすことなど体制を整備し、令和８年度か
ら休日の学校部活動を廃止し、地域クラブ活動へ展開（移行）する。

目標達成度
成果

D

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

役務費

報償金 60千円 報償金

普通旅費 400千円

小項目（基本事業）

教育・文化・スポーツ スポーツによるまちづくりの推進 スポーツ活動の推進

文化スポーツ推進課 スポーツ振興係 事務事業番号 231020110

事業区分

政策的

スマイルエイジング

委託料 100千円

104千円 報償金 5,150千円

903千円

市内の中学生、保護者、学校関係者、文化・ス
ポーツ団体

重点プロジェクト

運動

4,537千円

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大
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33101文化スポーツ推進課 2

5 31 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

14 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3310102033310102 課（局・室・所）・係・担当者 文化スポーツ推進課 スポーツ振興係

1

令和7年度から令和8年度にかけて改修
工事を実施するとともに、令和9年度か
らの供用開始に向けて、新たに必要と
なる物品の購入及び受益者負担の程
度の適当性を考慮した使用料の改正準
備を行う必要がある。

3

全額市債（緊急防災・減災事業債）で行う事業であり、実施設計においてコスト削減の検討を行うものとする。

妥当性

目的の妥当性

3

市体育施設条例第１条に基づき設置された施設の大規模改修事業である。

3

5

事業の優先度

5

3

大規模改修は新規事業としているが、トレーニング室の空調導入や照明のLED化など施策評価を反映した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

施設の管理・運営については、指定管理者制度が既に導入されている施設である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

市民体育館の利用者数が増す事業は、スポーツに取り組む環境づくりの形成に効果が高い事業である。

評価理由

体育施設利用者、観客、中・長期に避難を強いられた市民の方に、利用環境や機能向上のために行う事業である。

55,010人

70.53% 25.64%

15,078人

5

防災事業としての観点から、市民生活の安全確保のための事業である。

重点プロジェクト（まちの価値を創る）に該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

体育施設利用者数
（市民体育館）

成果

78,000人

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

市民体育館の利用環境向上のため、アリーナの空調設備新設やトイレの洋式化等を行う。
令和7年度から、アリーナ内特定天井の解消、アリーナへの空調設備の新設、館内トイレの洋式化、シャワー室の改修
を実施する。
また、これにより避難所としての環境整備・機能向上を併せて図る。
なお、工事により令和7年度冬から令和８年度末までの間はアリーナの利用を休止する。

中項目（基本施策）

スポーツによるまちづくりの推進 スポーツに取り組む環境づくり

体育施設維持整備事業

重点プロジェクト

文化・スポーツ

R8

58,800人 1,200人 78,000人

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

市民体育館整備事業2 3

現状維持

R10

78,000人

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

39

評価点

市体育施設条例に基づき体育施設利用者から使用料を徴収しており、受益者負担を適正に求めている施設である。

5

事
業
概
要

体育施設利用者、観客、高潮被害を除く中・長期の避難市民

アリーナの空調設備新設（キュービクルの更新を含む。）、トイレの洋
式化を含む改修、特定天井対策などの大規模改修の実施

市民体育館の利用環境向上を図るとともに、高潮被害を除く避難所と
しての環境整備・機能向上を図る。

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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2 1 29

1 1

（単位：千円）

※地方債（市民体育館整備事業債）／緊急防災・減災事業債（100％）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

330,400千円24,100千円

国庫支出金

367千円1,100千円

331,500千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署 特記事項

市民体育館整備事業　契約金額
・建築主体工事　240,240千円（ネット改修、トイレ・シャワー改修）
・機械設備工事　448,800千円　（輻射式パネル・空調改修・換気設備整備等）
・電気設備工事　78,947千円（高圧受電設備、空調設備電源等）

緊急防災・減災
事業債

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

24,145千円 498,167千円合計

地方債

331,500千円

R6

24,145千円 498,167千円

200千円

予算費目

実施設計

R6（決算額）

大事業 スポーツ施設費

総務費

R7（予算額）

R8 予算種別

スポーツ施設維持管理費

R11R8

＜大規模改修＞
特定天井解消
アリーナ空調設備の新設
キュービクルの更新
トイレの洋式化
シャワー室の改修

＜大規模改修＞
・特定天井対策
・アリーナ空調設備の新設
・キュービクルの更新
・トイレの洋式化
・シャワー室の改修

継続 臨時

R9

中事業

廃棄物処分業務
委託料

項 スポーツ施設費総務管理費

一般

款

497,867千円

年度

330,400千円 工事請負費

消耗品費

年度 会計種別事業期間

設計委託料

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

24,145千円 工事請負費

年度別
事業内容

100千円

1,000千円

45千円

緊急防災・減災
事業債

緊急防災・減災
事業債

消耗品 100千円

497,800千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

時間外勤務手当
（他課分）

目

総事業費

支
出
内
訳

60



R6年度　事務事業評価シート

5 31 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

8

3

2

75,000人 78,000人 78,000人

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
体育施設利用者数
（市民体育館）

成果

58,800人

50,675人 54,357人 55,010人

67.57% 70.53%

0.70人 4,138千円

総経費

人工数 人件費

地方債

24,145千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

2

支出内訳

331,500千円24,145千円

アリーナの空調設備新設（キュービクルの更新
を含む。）、トイレの洋式化を含む改修、特定
天井対策などの大規模改修の実施
市民体育館の利用環境向上を図るとともに、
高潮被害を除く避難所としての環境整備・機
能向上を図る

事業期間 R6 R11以降 予算種別 新規

市民体育館の利用環境向上のため、アリーナの空調設備新設やトイレの洋
式化等を行う。
令和６年度については実施設計を行う。
また、これにより避難所としての環境整備・機能向上を併せて図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

体育施設維持整備事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

5 市民体育館整備事業 ３－（２）

331,500千円

一般財源

24,100千円

45千円

緊急防災・減災事業債

1,100千円

その他

緊急防災・減災事業債 330,400千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

令和6年度においては、実施設計業務を行った。その中で特定天井対策の手法及び空調の熱源を比較検討し
た。検討の結果、特定天井対策は落下防止ネット、空調の熱源は都市ガスを採用した。

令和7年度から令和8年度にかけて改修工事を実施するとともに、令和9年度からの供用開始に向けて、新たに必
要となる物品の購入及び受益者負担の程度の適当性を考慮した使用料の改正準備を行う必要がある。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

廃棄物処分委託料

設計委託料

消耗品費 100千円

小項目（基本事業）

教育・文化・スポーツ スポーツによるまちづくりの推進 スポーツに取り組む環境づくり

文化スポーツ推進課 スポーツ振興係 事務事業番号 231010205

事業区分

政策的

スマイルエイジング

24,145千円 工事請負費 330,400千円

1,000千円

体育施設利用者、観客、高潮被害を除く中・
長期の避難市民

重点プロジェクト

28,283千円

69.69%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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31104地域活性化室 2

2 11 4

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

①

視点

事
業
概
要

中山間地域(旧山陽町)の住民

地域おこし協力隊の配置

中山間地域の活性化

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

33

評価点

市で行う行政サービスの負担であり適正である。

3

R8

１名活動 １名活動（５月末まで２名） ２名活動

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

地域おこし協力隊による中山間地域活性化事業1 1

現状維持

R10

２名活動

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

地域づくりの推進 中山間地域の活性化

中山間地域づくり推進事業

重点プロジェクト

地域づくり

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

　中山間地域では、住民の減少や高齢化に伴い、耕作放棄地の増大、集落機能の低下が著しい地域がある。地域資
源を活用した農林水産業の振興や生活環境の整備、地域住民の担い手となる人材を育成、確保していく中で、地域
課題を解決するための施策を推進し地域住民を主体とした持続可能な中山間地域を目指す。その手法として地域お
こし協力隊を配置する。

地域おこし協力隊の配置 活動

1名活動

評価項目

3

中山間地域づくり推進事業

評価理由

人口減少、集落機能低下等に対応した持続可能な地域社会づくりを目的としており、妥当である。

1名活動

100.00% 100.00%

1名活動

3

中山間地域は深刻な担い手不足等に至っている。

重点プロジェクト（重点施策２） 笑顔あふれるまち（1）地域づくりの推進に資する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市で行うべき行政サービスであり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

市で行うべき行政サービスであり、適正である。

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価との整合性は取れている。

中山間地域の活性化に向け特別交付税措置されるため、適正である。

1

川上地域の人材不足、担い手不足に引
き続き対応するため、地域の意向を踏
まえ新たな地域おこし協力隊員を増員
配置する。

3

15 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3110401013110401 課（局・室・所）・係・担当者 地域活性化室 地域活性化室

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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2 1 10

4 1

（単位：千円）

1,250千円

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

2,184千円
使用料及び賃借
料

1,066千円

その他

社会保険料

政策的事業区分

交付税

期末手当（会計
年度任用職員）

その他

勤勉手当（会計
年度任用職員）

目

会計年度任用職
員報酬

5,066千円

12,302千円

640千円

会計年度任用職
員報酬

5,066千円

期末手当（会計
年度任用職員）

地域協力活動支
援業務委託料

600千円

819千円

その他

4,464千円

427千円
地域協力活動支
援業務委託料

期末手当（会計
年度任用職員）

800千円

819千円

地域協力活動支
援業務委託料

360千円

会計年度任用職
員報酬

その他 その他

社会保険料

合計

地域協力活動支
援業務委託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

期末手当

737千円

2,051千円
会計年度任用職
員報酬

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

需用費

項 地域振興費総務管理費

一般

款

2,184千円
使用料及び賃借
料

600千円

2,956千円

年度

2,398千円
会計年度任用職
員報酬

使用料及び賃貸
料

R13以降 予算種別

地域おこし協力隊推進事業

R11R8

R4年度応募者でR5年度着
任した地域おこし協力隊1名
分の５月末までの活動費及
び、令和８年度中に着任予
定の川上地区地域おこし協
力隊の活動費１名分

R4年度応募者でR5年度着
任した地域おこし協力隊1名
分の活動費

地域おこし協力隊２名分の
活動費

継続 臨時

地域おこし協力隊２名分の活動
費

R9

中事業

700千円

1,316千円

1,200千円

勤勉手当（会計
年度任用職員）

896千円

1,066千円

予算費目

機械器具借上料

R4年度応募者でR5年度着
任した地域おこし協力隊1名
分の活動費

R6（決算額）

大事業

210千円

地域おこし協力隊推進事業費

総務費

期末手当（会計
年度任用職員）

500千円

勤勉手当（会計
年度任用職員）

760千円

420千円

社会保険料336千円

R7（予算額）

5,833千円

R5以前

地域協力活動支
援業務委託料

建物借上料

673千円

1,200千円

896千円

640千円

4,464千円

1,250千円

勤勉手当（会計
年度任用職員）

社会保険料80千円

勤勉手当 359千円

7,624千円

山口県中山間地域振興条例、山口県中山間地域づくりビジョン、山陽小野田市地域おこし協力隊
設置規則、山陽小野田市地域おこし協力隊募集要項、山陽小野田市中山間地域づくり推進指針

特記事項

特別交付税措置あり
・R7年度地域おこし協力隊一人当たり上限５５０万円（報償費350万円+活動費200万円）。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

4,464千円 7,624千円合計

地方債

12,302千円

12,302千円

12,302千円5,833千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

7,624千円5,833千円一般財源

その他

12,302千円

12,302千円

特別交付税の算定対象

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

2 11 4

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

機械器具借上料 241千円 修繕料

保険料 15千円 期末手当

7,877千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大

地域活性化室 地域活性化室 事務事業番号 211040101

事業区分

政策的

80千円 建物借上料 80千円

スマイルエイジング

勤勉手当 359千円 勤勉手当 420千円

2,051千円 会計年度任用職員報酬 2,398千円

600千円

629千円

259千円

中山間地域(旧山陽町)の住民

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

修繕料 6千円 地域協力活動支援業務委託料 500千円 地域協力活動支援業務委託料 600千円 地域協力活動支援業務委託料

燃料費 44千円 会計年度任用職員報酬 1,498千円 会計年度任用職員報酬

427千円 期末手当 500千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 地域づくりの推進 中山間地域の活性化

機械器具借上料

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項
特別交付税措置あり
・地域おこし協力隊一人当たり上限５２０万円（報償費３２0万円+活動費200万円；令和６年度）
・事業の承継に要する経費として上限100万円（任期２年目から任期終了後1年以内の起業又は事業伝承が対象）

令和５年６月１日付で川上地区に一名の地域おこし協力隊が着任して活動中である。地域活動やその運営に積極的に参加す
る他、地域資源であるゆめ市場川上の運営支援やゆめ農房川上の６次産品をSNSでPRしたり、コミュニティ新聞を月１回発行し
ている。他にも、令和６年度は、地域団体や県外事業者と連携して特産品（硬くならない餅）の開発・商品化の実現や、特産品
に係るイメージキャラクターを市内イラストレーターと連携して作成した。これらの隊員の諸活動は川上地域の活性化に大きく寄
与していると考えられる。

現在川上地区地域おこし協力隊員の任期が令和８年５月末までであるが、地域の人材不足、担い手不足に引き
続き対応するため、川上地域の意向を伺いながら新たな地域おこし協力隊員を増員配置する。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

拡充

5,833千円

一般財源 306千円 4,001千円 4,464千円 5,833千円

その他

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 677千円 その他 737千円

期末手当

389千円

中山間地域づくり推進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 地域おこし協力隊受入事業 ３－（１）

中山間地域のコミュニティーづくり、山口県との
連携、地域おこし協力隊の配置

中山間地域の活性化

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

中山間地域では、住民の減少や高齢化に伴い、耕作放棄地の増大、集落機
能の低下が著しい地域がある。地域資源を活用した農林水産業の振興や生
活環境の整備、地域住民の担い手となる人材を育成、確保していく中で、地
域課題を解決するための施策を推進し地域住民を主体とした持続可能な中
山間地域を目指す。その手法として地域おこし協力隊を配置する。
　なお、予算の内訳としては令和4年度に川上地域での地域おこし協力隊に
応募され、令和5年度に着任された方1名の活動費である。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

機械器具借上料 210千円

支出内訳

5,833千円

機械器具借上料 210千円

建物借上料 49千円 建物借上料

その他 1,625千円

306千円 4,001千円 4,464千円

県支出金

国庫支出金

地方債

306千円 4,001千円 4,464千円

0.59人 3,413千円

総経費 3,803千円 7,263千円

人工数 人件費 0.61人 3,497千円 0.56人 3,262千円

2名募集・活動 1名活動 1名活動

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 地域おこし協力隊の配置 活動

1名活動

1名応募 1名活動 1名活動

50.00% 100.00%

9

3

2

65



66



32602学校教育課 2

5 26 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

①

視点

事
業
概
要

小・中学校

ICT支援員の配置、運営支援体制の整備等

学校が端末を活用した授業ができる環境を整える。

80％

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

39

評価点

教育基本法により、市が全額を負担する必要があり、適正である。

5

R8

2名 2名 2名

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

GIGAスクール推進事業12 4

拡大

R10

2名

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

学校教育の推進 教育環境の向上

学校ICT環境整備事業
DX・GX

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

　児童生徒に１人１台ずつ整備したタブレット端末を活用して、効果的な授業ができるようＩＣＴ支援員を配置し、学校
からの質問や機器の故障に対応可能な環境を整備する。また、Ｗｉ－Ｆｉ環境のない生活保護世帯及び就学援助対象
世帯のインターネットにかかる通信料を負担します。
　1人１台端末環境による学びが本格化し、学校における端末活用は日常化の段階に移行しており、今後は子供の学
びのＤＸを実現していくための支援基盤を構築をすることが重要と考えます。
　令和2年度に整備した１人１台端末は故障端末の増加や、バッテリーの耐用年数が迫っているため、補助要件であ
る県の共同調達により、生徒分（予備機含む）のみ更新します。調達数は納品が年度末となることを想定し、令和9年
度の児童生徒見込数とします。また、R２年度、４年度に整備した有償ソフトのライセンス期間が満了するため更新しま
す。

80％

ICT支援員配置人数

80％
週３回以上クラウドを利用した家庭
学習を行う児童生徒の割合
（アンケートは3学期に実施）

活動

80％

65.88%

2名

評価項目

5

第二次総合計画の重点プロジェクト「情報機器を活用した効果的な授業づくり」を行うものである。

評価理由

小・中学校の児童生徒、教職員が対象であり、妥当である。

2名

100.00% 100.00%

2名

52.70％

5

第二次総合計画の重点プロジェクトに掲げるICT環境整備事業である。

第二次総合計画の重点プロジェクトに掲げる「情報機器を活用した効果的な授業づくり」を行うものであり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が主体的に行う事業であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

市が設置している学校であり、妥当である。

3

5

事業の優先度

5

3

整合性がある。

国の基金を活用した県の補助金を最大限に活用し、本市の財政負担を軽減するものであり、適正である。

1

機器更新や通信環境の安定的な運用、
家庭と学校の双方に対するサポート、並
びに、児童生徒及び教員への活用研
修の実施など、ICT教育の基盤強化に
引き続き取り組んでいきます。

3

80％

16 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3260212043260212 課（局・室・所）・係・担当者 学校教育課 学務・指導係

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価
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10 2・3 2

1 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

10,528千円人材派遣委託料

977千円

機械器具借上料

政策的事業区分

交付税

システム利用料

修繕料

目

通信運搬費(校
内LAN,ﾙｰﾀｰ)

15,480千円

43,130千円

通信運搬費(校
内LAN,ﾙｰﾀｰ)

15,480千円

システム保守委
託料

修繕料

10,528千円

16,326千円

ふるさと支援基
金

39,020千円

6,171千円 人材派遣委託料
システム保守委
託料

12,145千円

人材派遣委託料

911千円

2/3

通信運搬費

合計

人材派遣委託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

機械器具費

18,810千円 機械器具費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

通信運搬費

項 教育振興費小・中学校費

一般

款

10,528千円人材派遣委託料12,164千円

92,895千円

年度

148,005千円 機械器具費

通信運搬費

R13以降 予算種別

小・中学校教育振興費（単独）

R11R8

同左
※端末の更新（中学校）
※有償ソフトの更新

同左
※端末の更新（小学校）

同左

継続 臨時

同左
※無線管理サーバー更新

R9

中事業

10,528千円

15,480千円

4,000千円

システム利用料 12,145千円

977千円

予算費目

修繕料

ＩＣＴ支援員の配置、運営支
援体制の整備、学校及び
Wi-Fi環境のない家庭への
インターネットにかかる通信
費の負担

R6（決算額）

大事業

102千円

小・中学校教育振興費

教育費

修繕料 4,000千円

システム保守委
託料

657千円

システム保守委
託料

R7（予算額）

179,516千円

R5以前

修繕料

システム保守委
託料

4,000千円

4,000千円

12,145千円

1,880千円1/3

40,900千円

システム利用料

機械器具借上料657千円

調査委託料 2,996千円

135,959千円

山口県公立学校情報機器整備事業費補助金交付要綱

特記事項

・R6 国庫補助を利用しネットワークアセスメントを実施　補助率 1/3　補助上限1,000千円/校
・R7 国庫補助を利用し端末更新　補助率 2/3 補助基準額 5.5万円/台（小学校）
・R8 国庫補助を利用し端末更新　補助率 2/3 補助基準額 5.5万円/台（中学校）
【12月補正】債務負担：授業支援ソフト
【R8当初】債務負担：フィルタリングソフト

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

40,900千円 135,959千円

30,000千円

合計

地方債

43,130千円

43,130千円

43,130千円179,516千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

ふるさと支援基
金

30,000千円

44,029千円50,846千円

98,670千円 61,930千円2/3

一般財源

その他

43,130千円

43,130千円

文部科学省：公立学校情報機器整備費補助金、県：山口県公立学校情報機器整備補助金
総務省：デジタル活用推進事業債
R4,R5：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

5 26 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

10

3

2
週３回以上クラウドを利用した家庭学習を行う児
童生徒の割合
（アンケートは3学期に実施）

成果

50％ 70％ 80％ 80％

72.8％ 66.71% 65.88%

36.4％ 46.70％ 52.70％

2名 2名 2名

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 ICT支援員配置人数 活動

2名

2名 2名 2名

100％ 100.00%

0.88人 5,202千円

総経費 71,470千円 44,379千円

人工数 人件費 0.70人 4,013千円 0.73人 4,253千円

地方債

57,296千円 1/2 2,783千円 1/3

67,457千円 40,126千円 40,900千円

県支出金 2/3 98,670千円

国庫支出金 1/2,1/3,10/10 1,880千円

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

12

修繕料 102千円

支出内訳

179,516千円

システム保守委託料 657千円

ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ料 23,701千円 システム保守委託料

67,457千円 40,126千円 40,900千円

ICT支援員の配置、運営支援体制の整備等

学校が端末を活用した授業ができる環境を整
える。

事業期間 R3以前 R11以降 予算種別 継続

児童生徒に１人１台ずつ整備したタブレット端末を活用して、効果的な授業
ができるようＩＣＴ支援員を配置し、学校からの質問や機器の故障に対応可能
な環境を整備する。また、学校及びＷｉ－Ｆｉ環境のない家庭のインターネット
にかかる通信料を負担します。
1人１台端末環境による学びが本格化し、学校における端末活用は日常化の
段階に移行しており、今後は子供の学びのＤＸを実現していくための支援基
盤を構築をすることが重要と考えます。そのため、県を中心に県内市町と緊
密に連携しながら、ＧＩＧＡスクール運営支援センターの機能強化を図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

工事委託料 1,485千円

機械器具費

5,547千円

学校ICT環境整備事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

9 GIGAスクール推進事業 ２－（２）

179,516千円

一般財源 10,161千円 37,343千円

ふるさと支援基金 30,000千円

39,020千円 50,846千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項
【９月補正】令和６年度に補助金を活用し、実施したネットワークアセスメントの結果、ネットワークの帯域不足、一
部機器の性能不足が判明したため、ネットワーク機器、通信回線の更改をする。（公立学校情報機器活用支援体
制整備費補助金：補助率 1/3　補助上限2,400千円/校）

Ｗｉ－Ｆｉ環境のない家庭にモバイルルーターを貸し付けることで、オンラインでつながり、学びを保障することができた。また、
フィルタリングソフトを強化することで、有害サイトや有害情報へのアクセスを防ぐこと等が可能となり、有害サイトや有害情報へ
のアクセスやチャットを使った子ども同士のトラブルを未然に防止する教育環境を整備した。ＩＣＴ支援員を活用して、学校の
ポータルサイトやＨＰが充実するとともに教員のＩＣＴ 活用能力の向上が図られた。

令和８年度に中学校の１人１台端末を更新する。
R２年度に端末と同時に導入した有償ライセンス（AIドリル、学習支援ソフト、無線アクセスポイントを管理するソフト等）が令和７
年度末をもってライセンス期間が満了するため、１２月補正で債務負担を設定し令和８年度に更新する。また、令和４年度に臨
時交付金を活用し、導入したフィルタリングソフトのライセンス期間が令和８年７月末をもって満了するため、令和８年度に更新
する。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

手数料 113千円 手数料 42千円 人材派遣委託料 12,164千円 通信運搬費

通信運搬費 23,902千円 通信運搬費 20,443千円 通信運搬費

6,171千円 人材派遣委託料 10,528千円

小項目（基本事業）

教育・文化・スポーツ 学校教育の推進 教育環境の向上

機械器具費

学校教育課 学務・指導係 事務事業番号 226021209

事業区分

政策的

657千円

スマイルエイジング

調査委託料 2,996千円 修繕料 4,000千円

18,810千円 機械器具費 148,005千円

16,326千円

657千円

13,437千円

小・中学校

重点プロジェクト

デジタル化

システム保守委託料 438千円 システム保守委託料

人材派遣委託料 15,067千円 人材派遣委託料

機械器具費 2,751千円

46,102千円

100％

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大

69



70



32602学校教育課 2

5 26 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

17 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3260212113260212 課（局・室・所）・係・担当者 学校教育課 学務・指導係

1

3

80％

県主導の共同調達での導入を予定しており、妥当である。

妥当性

目的の妥当性

3

市が設置している学校であり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

整合性がある。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が主体的に行う事業であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

第二次総合計画の重点プロジェクト「情報機器を活用した効果的な授業づくり」を行うものである。

評価理由

中学校の生徒、教職員が対象であり、妥当である。

3

第二次総合計画の重点プロジェクトに掲げるICT環境整備事業である。

第二次総合計画の重点プロジェクトに掲げる「情報機器を活用した効果的な授業づくり」を行うものであり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

スタディポケットの導入校

週１回以上スタディポケットを授業
や家庭学習で使用している生徒
の割合（アンケートは3学期に実
施）

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

生成AIの活用が当たり前となる時代に、子どもたちには「生成AIを使いこなす力」と「人間ならではの感性」の両方を身
につける必要があります。そのため、授業や家庭学習において、自ら問いを立てて探究を進め、思考を広げ、深める
ツールとして生成AIを主体的に活用し、出力結果を吟味する経験を重ねることが求められます。こうした観点から、本
市は県施策と連携し、学習用に特化した生成AIを全中学校に導入し、個人情報保護等に係るリスクを低減して、安
全・安心な環境での活用を推進していきます。

70％

中項目（基本施策）

学校教育の推進 教育環境の向上

学校ICT環境整備事業
DX・GX

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

6校 6校

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

生成AIを活用した新しい学び推進事業12 11

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

教育基本法により、市が全額を負担する必要があり、適正である。

3

事
業
概
要

中学校生徒、教職員

生成AI・学習アシスタントアプリの導入

生成AI活用した授業ができる環境を整える。

事中評価(Ｂ)

71



～

10 3 2

1 2

（単位：千円）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

国庫支出金

1,947千円 1,947千円

1,947千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署 特記事項

令和７年度、県予算により生成AI・学習アシスタントアプリの導入
県事業名「生成AIを活用した家庭と学校の学びの好循環創出事業」

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

1,947千円合計

地方債

R8

1,947千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 中学校教育振興費

教育費

R7（予算額）

R9 予算種別

中学校教育振興費（単独）

R11R8

生成AI・学習アシスタントア
プリの活用

生成AI・学習アシスタントア
プリの導入

新規 臨時

生成AI・学習アシスタントア
プリの活用

R9

中事業

項 教育振興費中学校費

一般

款

1,947千円

年度

システム共同利
用負担金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

1,947千円

システム共同利
用負担金

1,947千円

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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30901教育総務課 2

2 9 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

天井の高さ６ｍを超えまたは天井水平投影面積が２００㎡以上ある多
目的ホール等

非構造部材の撤去・落下防止対策・照明器具のLED化

災害時の児童生徒・教職員、避難住民の安全確保及び施設機能の
質的向上

事中評価(Ｂ)

33

評価点

受益者負担を求めることは適当でない。

5

R8

2校完了 2校完了

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

学校施設の非構造部材の耐震化事業3 1

R10

2校完了

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

防災対策の充実 防災体制等の充実

建築物の耐震強化事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

児童生徒の安全を確保するとともに、災害時に避難所として使用できなくなる事態を防ぐため、小・中学校の多目的
ホール等における吊り天井の撤去等の耐震化工事を行う。あわせて、照明器具について、LED化を行う。
令和8年度は小学校2校を対象として実施設計を行う。

実施設計書の作成

2校完了

非構造部材の耐震対策工事

活動

評価項目

3

学校施設の整備であり、総合計画を進める効果がある。

評価理由

市が所有管理する施設であり、妥当である。

3

地震時に天井が落下し怪我をするなど、事故を防止する観点から優先度は高い。

市の施設を整備するものであり、妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

学校施設の整備は市が行っており、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

市の施設の耐震化であり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

学校施設の耐震化であり、効果がある。

国の財源を充当する。また、LED化とセットで行うことからコスト効率はよい。

1

3

2校完了

18 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3090103013090103 課（局・室・所）・係・担当者 教育総務課 学校施設係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

10 2 3

1 4・1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

4,800千円実施設計委託料

小野田中学校

政策的事業区分

交付税

目

委託料

74,800千円

23,332千円

35,000千円

委託料

75%

工事請負費

3,600千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 学校建設費小学校費

一般

款

4,800千円実施設計委託料

4,800千円

年度

実施設計委託料

R13以降 予算種別

小・中学校施設改良補修事業費

R11R8

・耐震化実施設計 同左

新規 臨時

・耐震化実施設計
・耐震化工事

R9

中事業

赤崎小学校 35,000千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 小学校建設費

教育費

R7（予算額）

R8

工事請負費

1/3

35,000千円

35,000千円

高千帆小学校

高泊小学校

4,800千円

特記事項

75％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

4,800千円

38,600千円

合計

地方債

23,332千円1/3

74,800千円

38,600千円

12,868千円

74,800千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

75％

1,200千円一般財源

その他

12,868千円

74,800千円

学校教育施設等整備事業債（単独）（充当率：75％、交付税措置：なし）
【令和9年度（予定）】学校施設環境改善交付金（防災機能強化））1/3、学校教育施設等整備事業
債（補助）（充当率：75％、交付税措置：30％）

財
源
内
訳
／
割
合

75
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32602教育総務課 2

5 26 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

19 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3260205053260205 課（局・室・所）・係・担当者 教育総務課 学校施設係

1

今後おおむね１００％充足することがで
きるよう、取り組んでいく。

3

50%

公共施設等適正管理推進事業債を充当する。

妥当性

目的の妥当性

3

学校教育法、学校保健安全法により、学校の設置者である市が関与することになっており、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

児童生徒が快適な学校生活をおくるための改修であり合致している。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

学校施設の整備は市が行っており、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

児童生徒が快適な学校生活をおくるための改修であり効果が高い

評価理由

市が所有管理する施設であり、妥当である。

１４器

116.67% 41.67%

1器

74.00%

37％

5

学校教育法、学校保健安全法により、設置者である市が施設の維持管理をする必要があるため、妥当である。

教育環境を良好な状態に維持する必要があり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

洋式化改修便器数

50%

洋式化率

活動

50％

74.00%

１２器

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

37％

家庭では洋式トイレが一般化しており、和式トイレの使用に不慣れな小・中学生や和式トイレの使用が困難な避難住
民等の負担軽減を図るため、トイレの洋式化を進める。

50%

中項目（基本施策）

学校教育の推進 教育環境の向上

学校施設整備事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

24器 24器 24器

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

学校和式トイレ洋式化事業5 5

拡大

R10

24器

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

37

評価点

教育基本法により、市が全額負担する必要があり、適正である。

5

事
業
概
要

和式トイレ

洋式トイレに改修する。

児童生徒や避難住民が清潔で使いやすいトイレにする。

50%

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

83



～

10 2・3 3

1 4・1

（単位：千円）

8,880千円

公共施設等適正管理推進事業債

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

7,800千円

980千円

3,800千円

国庫支出金

90％

980千円1,080千円 980千円

8,880千円8,880千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

8,880千円

7,900千円

特記事項

中学生市議会提案事業
R7年度以降は洋式化率が50％を下回る学校を中心とした14校に各2器ずつ、計24器を設置してい
く。

※今後おおむね100％充足することができるよう取り組んでいく。
（現在、現地調査や洋式化器数の検討等を行っている。）

90％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

4,361千円 8,880千円

7,900千円

合計

地方債

8,880千円

R5以前

・厚狭小1器

4,361千円

・赤崎小2器

8,880千円

予算費目

・本山小2器

・学校トイレの洋式化

R6（決算額）

大事業 小・中学校建設費

教育費

・須恵小5器

・厚狭小4器

R7（予算額）

R13以降 予算種別

小・中学校施設改良補修事業費

R11R8

同左同左 同左

継続 臨時

同左

R9

中事業

・高千帆小5器

項 学校建設費小・中学校費

一般

款

8,880千円

年度

8,880千円 工事請負費

年度 会計種別事業期間

工事請負費

・ほか3校5器

・ほか2校6器

合計

・高千帆小2器

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

・須恵小2器

4,361千円 工事請負費

年度別
事業内容

561千円

公共施設等適正
管理推進事業

90％

・小野田小4器

7,900千円

工事請負費 8,880千円

8,880千円

工事請負費

90％

8,880千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

84



R6年度　事務事業評価シート

5 26 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

11

3

2 洋式化率 活動

50% 50% 50% 50%

66.00% 70.00% 74.00%

33% 35% 37%

１２器 １２器 １２器

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 洋式化改修便器数 活動

２４器

１４器 １４器 １４器

116.67% 116.67%

0.10人 591千円

総経費 3,077千円 5,400千円

人工数 人件費 0.05人 287千円 0.25人 1,456千円

地方債

2,790千円 3,944千円 4,361千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

5

・本山小2器

支出内訳

8,880千円

・有帆小2器 ・厚狭小1器

2,790千円 3,944千円 4,361千円

洋式トイレに改修する。

児童生徒や避難住民が清潔で使いやすいトイ
レにする。

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

家庭では洋式トイレが一般化しており、和式トイレの使用に不慣れな小・中学
生や和式トイレの使用が困難な避難住民等の負担軽減を図るため、トイレの
洋式化を進めます。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

・ほか3校5器 ・ほか3校5器

・須恵小2器

学校施設整備事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

5 学校和式トイレ洋式化事業

8,880千円

一般財源 2,790千円 444千円

3,800千円

561千円

90％ 3,500千円 90％

1,080千円

その他

90％ 7,800千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項
令和6年度末の洋式化率36.8％は、期中において実施した赤崎小学校のバリアフリートイレの設置分（洋式便
器：1器）を含めた割合である。

各小中学校の屋内運動場のトイレについては、令和5年度までに全て洋式化しており、令和6年度は、これまで本
格的に整備を進められていなかった校舎トイレの洋式化に取り組んだ。令和6年度末時点で洋式化率は36.8％と
なったものの、全国平均（令和5年9月1日現在　小中学校68.3％）及び県平均（令和5年9月1日現在　小中学校
47.2％）と比較すると低い水準である。

学校施設のトイレ洋式化については、令和12年度までの概ね5か年で100％の充足を目指すよう、令和7年5月に
方針決定したところである。しかしながら、依然として洋式便器の数が極めて少ない学校が複数あることから、本
事務事業により、令和７年度において、年間整備器数を従来の12器から24器にするよう予算化に努め、また、令
和8年度も同程度の器数の洋式化を図る。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

・高千帆中3器 ・小野田中2器 ・高千帆小2器 ・24器

工事請負費 2,790千円 工事請負費 3,944千円 工事請負費

小項目（基本事業）

教育・文化・スポーツ 学校教育の推進 教育環境の向上

・高千帆小1器

教育総務課 学校施設係 事務事業番号 226020505

事業区分

政策的

スマイルエイジング

・赤崎小2器

4,361千円 工事請負費 8,880千円

和式トイレ

重点プロジェクト

・竜王中3器 ・小野田小2器

・小野田中4器 ・厚狭小2器

・埴生中4器

4,952千円

116.67%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大
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32602教育総務課 2

5 26 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

20 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3260205223260205 課（局・室・所）・係・担当者 教育総務課 学校施設係

1

3

中学校3校

競争入札や複数の事業者から見積を徴し業者選定を行う。

妥当性

目的の妥当性

3

学校教育法、学校保健安全法により、学校の設置者である市が関与することになっており、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

学校設備の維持管理であり効果がある。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が設置した学校施設を整備するものであり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

スポットクーラーや扇風機等、その他の手法と比較し効果が高い。

評価理由

市が所有管理する施設であり、妥当である。

3

全国的に記録的な暑さが続く中、学校教職員だけでなく、児童生徒からも改善の要望が上がっていることから優先度は高い。

教育環境を良好な状態に維持する必要があり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施設計

中学校完了

エアコン設置

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

近年、夏季の気温が上昇傾向にあるため、小・中学校におけるエアコン未設置の特別教室にエアコンを設置すること
で、教育環境の改善を図る。
令和8年度は中学校を対象として実施設計を行う。

中項目（基本施策）

学校教育の推進 教育環境の向上

学校施設整備事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

中学校完了

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

特別教室空調設備設置事業5 22

R10

小学校完了

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者負担を求めることは適当でない。

5

事
業
概
要

小・中学校特別教室

エアコン設置

教育環境の改善

事中評価(Ｂ)

88



～

10 2・3 3

1 4

（単位：千円）

177,000千円

学校教育施設等整備事業債（単独）（充当率：75％、交付税措置：なし）
【令和9年度（予定）】学校施設環境改善交付金（大規模改造））1/3、学校教育施設等整備事業債
（補助）（充当率：75％、交付税措置：30％）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

30,300千円

国庫支出金

75％

2,001千円 28,000千円

168,000千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

56,000千円1/3

177,000千円

90,700千円

特記事項

中学生市議会提案事業

※学校施設環境改善交付金については補助率1/3となっているが、補助単価が定められていること
から、実際に交付される補助額は、補助率1/3を下回る可能性がある。

75％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

7,901千円

84,000千円

合計

地方債

R8

1/3

7,901千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 小・中学校建設費

教育費

R7（予算額）

R12 予算種別

小・中学校施設改良補修事業費

R11R8

実施設計（中学校）
・中学校特別教室エアコン
設置
・実施設計（小学校）

新規 臨時

・中学校特別教室エアコン
設置

R9

中事業

項 学校建設費小・中学校

一般

款

168,000千円・中学校3校

7,901千円

年度

実施設計委託料

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

5,900千円

工事請負費

168,000千円

56,000千円

工事請負費

75％

実施設計委託料

無

R12R10

168,000千円・中学校3校

9,000千円

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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94



95



32801社会教育課 2

5 28 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

児童、地域住民

コーディネーターによる企画運営、安全管理員による児童の活動補
助

児童の放課後の安心安全な居場所の確保

事中評価(Ｂ)

35

評価点

保険料及び材料費は受益者負担としており適正である

3

R8

176 176

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

放課後子ども体験教室事業2 2

R10

176

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

交流

成果 コスト

スマエジ

中項目（基本施策）

次世代の学校・地域創生の推進 学校・家庭・地域の連携の推進

地域学校協働活動推進事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

社会教育課、小学校、地域交流センター等が連携して取り組む中で、地域の方の参画を得て、放課後の子どもの居
場所をつくるとともに、子どもたちが勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動を取り組むことにより、地域社
会の中で、子どもたちを見守り、育んでいく環境づくりを推進する。
体験活動の内容については、各教室に配置している校区コーディネーターが企画運営し、地域住民が安全管理員と
して、児童の活動を補助する。

4400(275)

安全管理員の登録者数

110

実施回数

4400(275)

参加者数（子ども登録数）

活動

評価項目

5

地域ぐるみで子ども達の豊かな心の育成に努めており、有効な手法である

評価理由

市内全地区の全児童を対象としており、妥当である

110

3

放課後の児童の多様な居場所づくりのために必要な事業である

総合計画の施策に沿う事業である

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

本事業の推進は、市が主体で実施すべきであり、適正である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

社会教育法に放課後の学習その他の活動の機会の提供をすることが定められている

3

3

事業の優先度

5

5

整合性がある

全校区を業務委託した場合と比較し、コスト削減に努めている

1

110

活動3

4400(275)

21 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3280102023280102 課（局・室・所）・係・担当者 社会教育課 社会教育係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

1

（単位：千円）

12千円

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

2,376千円
コーディネー
ター委託料

825千円

その他

消耗品

政策的事業区分

交付税

消耗品費

その他

保険料

目

報償金 4,400千円

8,832千円

462千円

報償金 4,400千円

講師謝礼

保険料

その他

オート事業会計
繰入、参加料

講師謝礼898千円

12千円

講師謝礼

85千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 社会教育総務費社会教育費

一般

款

2,376千円
コーディネー
ター委託料

4,400千円

年度

報償金

コーディネー
ター委託料

R13以降 予算種別

社会教育一般管理費

R11R8

放課後子ども体験教室の実
施

放課後子ども体験教室の実
施

新規 臨時

放課後子ども体験教室の実施

R9

中事業

825千円

2,376千円

672千円

通信運搬費 85千円

825千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 社会教育管理業務

教育費

通信運搬費

R7（予算額）

R8

保険料

660千円

672千円

85千円

462千円

12千円

通信運搬費

消耗品

9,256千円

特記事項

放課後の子どもたちの居場所づくりと多様な体験機会の提供を目的として実施する事業。
R7年度まで、山陽地区の４校区で行ってきた放課後子ども教室を、児童館の廃止に伴い小野田地
区において拡大して実施する。

※R8年度財源内訳／小型自動車競走事業特別会計繰入金、参加料

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

9,256千円

9,256千円

合計

地方債

8,832千円

770千円770千円 参加料

8,062千円

8,832千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

参加料

一般財源

その他

8,062千円

8,832千円

財
源
内
訳
／
割
合
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放課後子ども体験教室について 
社会教育課 

【目的】 
山陽地区で実施してきた「放課後子ども教室」について、小野田地区の児童館

の廃止に伴い、令和８年度以降、市内全域の小学校区を対象に実施する。実施に
あたっては、社会教育課、小学校、地域交流センター等が連携して取り組む中
で、地域の方の参画を得て、放課後の子どもの居場所をつくるとともに、子ども
たちが勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動を取り組むことによ
り、地域社会の中で、子どもたちを見守り、育んでいく環境づくりを推進する。 

【運営体制】 
〇統括コーディネーター 

社会教育課に会計年度任用職員を配置 
役割／教室運営に対する指導・助言 

〇校区コーディネーター：各教室に１名配置 
元教職員や元保育士、地域学校協働活動推進員などから選任 
役割／教室の企画、運営、講師との調整 

〇安全管理員：各教室に 10～15 名程度を登録 
地域の方、保護者などを予定 
役割／子どもの見守り、教室の運営サポート 

〇ボランティア 
中高生などを予定 

 役割／教室の運営サポート 
【活動時間・場所】※①又は② 

〇活動時間 ①水曜日の放課後 14：30～16：30 
②土曜日の午前中 10：00～12：00

〇活動場所 ①学校の余裕教室（特別教室や多目的ホール等） 
②地域交流センター

【活動内容】 
〇地域の方や生涯学習クラブを講師に招いた体験活動 

 卓球、グラウンドゴルフ、茶道、料理、ハンドベル等の講座 
〇地域資源を生かした学び・体験活動 

 寝太郎太鼓、吉部田和太鼓、古式行事、カブトガニ教室等 
〇外部講師等による体験活動等 

ニュースポーツ、留学生との交流、プログラミング、手話、盲導犬体験等
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【教室の流れ】 ※水曜日（放課後）の場合 

14：00 教室準備、スタッフミーティング 

      ・スタッフによる当日の役割確認 

           ・講師との打ち合わせ 

           ・会場準備 

14：30 児童下校 

      ・スタッフが学校から教室実施場所まで送迎 

     放課後子ども教室スタート 

      ・出欠、体調確認・本日の内容説明・活動開始 

16：30 放課後子ども教室終了 

      ・終わりのあいさつ 

      ・解散／保護者による迎え 

          スタッフによる児童クラブへの送迎 
 
【実績（令和６年度）】 

校 区 厚 狭 厚 陽 埴 生 出 合 

開始年度 平成２０年度 平成２０年度 平成２２年度 平成２３年度 

実施日／ 

時間 

土曜日／ 

10：00～12：00 

水曜日／ 

14：30～16：30 

水曜日／ 

14：30～16：30 

水曜日／ 

14：30～16：30 

実施会場 厚狭地区複合施設 厚陽小中校武道場 
埴生地域交流 

センター 

出合地域交流 

センター 

対象児童 小１～小６ 小１～小６ 小１～小３ 小１～小６ 

児童登録数

／参加数 

３２人 

３４３人 

１９人 

２５８人 

２６人 

３７２人 

１９人 

２４９人 

安全管理員

登録数／ 

参加数 

１３人 

６４人 

１２人 

７２人 

１１人 

１４８人 

１５人 

１３８人 
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【次年度の開催案】 
校 区 開催日 時間 会  場 

有帆 水曜日 14：30～16：30 地域交流センター 

高千帆 土曜日 10：00～12：00 地域交流センター 

高泊 水曜日 14：30～16：30 小学校・余裕教室 

小野田 水曜日 14：30～16：30 小学校・余裕教室 

須恵 水曜日 14：30～16：30 小学校・余裕教室 

赤崎 水曜日 14：30～16：30 小学校・余裕教室 

本山 土曜日 10：00～12：00 地域交流センター 

厚狭 土曜日 10：00～12：00 地域交流センター 

厚陽 水曜日 14：30～16：30 小学校・余裕教室 

出合 水曜日 14：30～16：30 地域交流センター 

埴生 水曜日 14：30～16：30 地域交流センター 

 
【歳出予算要求内訳】 

費 目 金 額 内   訳 

報償費 5,225 千円 
安全管理員謝金 1,000 円×2.5 時間×10 人×11 校区×16 回 

講師謝礼    75,000 円×11 校区 

消耗品費 898 千円 

教室運営消耗品（名札ケース、救急用品等） 

1 校区 62,200 円×７校区 

児童材料費  1,200 円×35 人×11 校区 

食糧費 11 千円 飲料代  1,000 円×11 校区 

通信運搬費 85 千円 切手代  110 円×２回×35 人×11 校区 

手数料 1 千円 保険加入手数料  80 円×9 か月 

保険料 660 千円 

校区コーディネーター  2,000 円×11 人 

安全管理員       2,000 円×15 人×11 校区 

児童           800 円×35 人×11 校区 

委託費 2,376 千円 コーディネーター業務  1,500 円×144 時間×11 校区 

※統括コーディネーターは、会計年度任用職員を配置 
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32602学校給食センター 2

5 26 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

22 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3260209133260209 課（局・室・所）・係・担当者 学校給食センター

1

3

県の補助金を活用しコストの効率を十分考慮する、

妥当性

目的の妥当性

3

栄養水準の確保や地産地消の推進など、「給食の質の向上」に向けた取組として、市が補填すべき

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価において、効果の高い事業である

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が学校給食を実施する事業であり、妥当である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

保護者負担の軽減であり、有効である

評価理由

給食を喫食する児童の保護者を対象としており、妥当である

3

子育て支援の観点から、優先度は高い

学校給食費の保護者負担の軽減

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

学校給食提供数
小学校

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

小学校の学校給食費については、県の補助金等を活用し、保護者負担を0円とします。引き続き、安心・安全な学校
給食の提供に努めます。

中項目（基本施策）

学校教育の推進 教育環境の向上

学校給食事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

510,720食

大項目（章）

教育・文化・スポーツ

実施計画名

学校給食実施事業（小学生負担軽減）9 13

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

37

評価点

学校給食法に基づき、保護者から給食費を徴収することが可能だが、目的の趣旨を考慮し適正である

5

事
業
概
要

給食を実施する公立の小学校（義務教育学校前期課程及び特別支
援学校小学部を含む）

学校給食費を補助する

学校給食の保護者負担の軽減を図る

事中評価(Ｂ)
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10 6 2

1

（単位：千円）

重点支援地方交付金
市町村給食費負担軽減交付金

財
源
内
訳
／
割
合

重点支援地方交
付金

一般財源

その他

国庫支出金

152,152千円
市町村給食費負
担軽減交付金

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署 特記事項

歳出：小学生2,660人*１食350円*192日
歳入：小学生2,660人*5,200円*11ヵ月

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

178,752千円合計

地方債

R8

178,752千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 給食費

教育費

R7（予算額）

R8 予算種別

学校給食費管理費（臨時）

R11R8

・小学生給食費補填

新規 臨時

R9

中事業

項 給食費保健体育費

一般

款

178,752千円

年度

賄材料費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

26,600千円

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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1 学校給食費改定額（※1 食あたり単価） 

２ 保護者負担のイメージ図 

３ 賄材料費の財源内訳 

178,752 152,152 26,600 0 

113,588 0 31,23７ 82,351 

28,843 0 0 28,843 

321,183 ※１  152,152 ※2 57,837 111,194 

令和7年度 令和8年度 財源内訳 令和7年度 令和8年度 財源内訳

賄材料費
330円

賄材料費
380円

保護者負担額
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31004生活安全課 2

2 10 4

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

23 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3100402023100402 課（局・室・所）・係・担当者 生活安全課 空き家対策室

1

3

空家等対策に要する最小限のコストであり、妥当である。

妥当性

目的の妥当性

3

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づくものであり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価とも整合しており、妥当である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されており、妥当である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づくものであり、妥当である。

評価理由

地域の活性化に資するものであり、妥当である。

0

3

今後も増加することが予想される空家等への対策は喫緊の課題であり、妥当である。

空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進することが目的であり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

区域内の空き家の活用数 成果

-

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

空家法改正（Ｒ5）により市が重点的に空家等の活用を図るエリアを「空家等活用促進区域」として定めることが可能と
なった。中心市街地や地域再生の拠点など、地域の拠点となる区域において空家等が集積すると、当該地域の本来
的機能を低下させてしまうおそれがあるため、空家等の分布や活用の状況等からみて、空家等の活用が必要と認め
る区域を空家等活用促進区域として定め、空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進する。

中項目（基本施策）

防犯・交通安全・空家等・消費者保護対策の推進 空家等対策の推進

空家等利活用事業

重点プロジェクト

安全・安心

R8

1 1 2

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

空家等活用促進区域活性化事業2 2

R10

2

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

37

評価点

地域住民が受益者であり、妥当である。

5

事
業
概
要

空家等活用促進区域内の空家等

区域内の空家等の所有者に対し、誘導用途に供するために必要な
措置を講じることを要請する。

空家等の活用を通じて、地域における経済的社会的活動を促進す
る。

事中評価(Ｂ)
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2 1 13

21 1

（単位：千円）

4,000千円

空き家対策総合支援事業

財
源
内
訳
／
割
合

補助対象経費の
1/2

一般財源

その他

2,000千円

国庫支出金

1,000千円1,153千円 2,000千円

4,000千円2,153千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

2,000千円
補助対象経費の
1/2

4,000千円

空家等跡地活用促進事業補助金交付要綱

特記事項

○空家等跡地活用促進事業
@2,000,000円×1件＝2,000,000円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,000千円合計

地方債

2,153千円

R7

補助対象経費の
1/2

補助対象経費の
1/2

2,000千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 空家対策事業費

総務費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

空家対策事業費

R11R8

・空き家の活用の要請
・補助金交付

・空家等促進区域の設定
・空き家の活用の要請
・補助金交付
・先進地視察

・同左

継続 臨時

・同左

R9

中事業

普通旅費

項 空家対策費総務管理費

一般

款

2,000千円

年度

2,000千円
空家等跡地活用
促進事業

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

空家等跡地活用
促進事業

年度別
事業内容

153千円

1,000千円1,000千円

空家等跡地活用
促進事業

4,000千円

4,000千円

2,000千円

空家等跡地活用
促進事業

4,000千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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30202高齢福祉課 2

1 2 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

24 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3020205053020205 課（局・室・所）・係・担当者 高齢福祉課

1

3

対象者条件及び上限額の設定により、助成額を抑制に努めている

妥当性

目的の妥当性

3

補助金交付規則に規定し、要綱を制定予定

3

3

事業の優先度

5

5

新規事業で、効果が期待できる事業

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が行うべき事業である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

総合計画を進める効果が期待できる事業

評価理由

対象者は、65歳以上の住民税非課税高齢者で、医師が補聴器の必要性を認めるものとした

-

- 0.00%

0

3

令和6年3月議会において「加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成制度の創設を求める」請願が採択されたことに伴う事業

住民ニーズが高い事業である（令和6年3月議会「加齢性難聴者の補聴器購入に公費助成制度の創設を求める」請願採択）

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

助成金交付人数 活動

-

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

難聴は、認知症の危険因子としての影響が大きいという報告があり、難聴への早期介入が認知症予防として有効であ
ることが分かっている。また、補聴器の使用が認知機能低下の抑制に効果があることもわかっていることから、本市で
は、認知症予防の取組の一つとして、難聴の早期発見及び中等度難聴者の補聴器の使用を進めたいと考えている。
一方で、補聴器の購入については、経済的に困難な方もおられると考えられることから、補聴器の購入助成制度を創
設する。

中項目（基本施策）

高齢者福祉の充実 高齢になっても住みよい地域づくり

高齢者の居住、生活環境の整備事業（一般会計分①）

重点プロジェクト

R8

92 50 50

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

加齢性難聴者補聴器購入助成事業5 5

R10

50

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

助成金の交付には上限額を設け、購入者にも一定額の負担が発生する

3

事
業
概
要

65歳以上の住民税非課税高齢者で、医師が補聴器の必要性を認め
るもの

助成金の交付

補聴器購入費の負担軽減により、難聴への早期介入を促すことで認
知症機能低下を抑制する

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

3 1 3

1 2

（単位：千円）

1,500千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

1,500千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

2,760千円

1,500千円

1,500千円2,760千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,500千円

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

1,500千円

1,500千円

合計

地方債

2,760千円

R7

1,500千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 高齢者福祉費

民生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

高齢者福祉費（単独）

R11R8

対象者への助成金の交付対象者への助成金の交付 対象者への助成金の交付

継続 臨時

対象者への助成金の交付

R9

中事業

項 高齢者福祉費社会福祉費

一般

款

1,500千円

年度

2,760千円
加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

年度別
事業内容

ふるさと支援基
金

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

1,500千円

1,500千円

加齢性難聴者補聴
器購入費助成金

1,500千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

認定こども園設立者

施設整備費の一部助成

認定こども園の健全運営、教育・保育環境の改善、待機児童の解消

事中評価(Ｂ)

33

評価点

国要綱により、事業者の負担割合が定められている

5

R8

1

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

認定こども園整備助成事業1 16

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

　認定こども園の整備、また認定こども園に移行するための施設整備に対して助成を行うことで、認定こども園の健全
な運営や安心安全な教育・保育の提供に繋げ、加えて定員の確保、待機児童の解消を図ることを目的とする事業

整備施設数 活動

評価項目

3

国庫の財源があり、補助事業として事業者へ支出するため、手段は有効である。

評価理由

質の高い教育・保育を提供する認定こども園を対象としたものであり妥当

3

認定こども園に移行するための施設整備に補助するものであり、待機児童の解消を図るため優先度は高い

教育・保育環境を整えることで安全な教育・保育を確保するものであり、教育・児童福祉施設の充実に資するため妥当

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

幼稚園を運営する学校法人が整備を行い、市が補助する

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第４条第１号に基づく教育・保育を行うために不可欠なもの

3

3

事業の優先度

5

5

効果が期待される事業

補助基準の範囲内で補助するもの

1

3

25 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101163010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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3 2 1

12 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

11,264千円

4,500千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 児童福祉総務費児童福祉費

一般

款

16,896千円

年度

認定こども園施
設整備補助金

R8 予算種別

児童福祉総務費

R11R8

第二るんびに認定こども園
創設

新規 臨時

R9

中事業
予算費目

R6（決算額）

大事業 児童福祉総務費

民生費

R7（予算額）

R8

16,896千円

山陽小野田市補助金交付規則

特記事項

負担割合　国1/2　市1/4　事業者1/4
※総事業費　22,528千円　国11,264千円、市5,632千円、事業者5,632千円
令和６年度、令和７年度はなし
令和８年度　第二るんびに幼稚園が改修を実施し、令和９年度から幼稚園型認定こども園へ

80％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

16,896千円合計

地方債

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,132千円1/4一般財源

その他

就学前教育・保育施設整備交付金（こども家庭庁）
一般補助施設整備事業債（市の負担額の80％を充当、交付税措置無）

財
源
内
訳
／
割
合

1/2
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

視点

事
業
概
要

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていな
い０歳６か月～満３歳未満の未就園児。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度の認可を受けた事業所
に事業を委託して実施する。

こどもの良質な成育環境を整備し、子育て施策の充実を図る。

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

37

評価点

保護者負担がある

5

R8

- 516 516

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）5 7

R10

516

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

多様な子育て支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き
方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間の利用可能枠の中で、就労要件を問わ
ず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業（「こども誰でも通園制度」)を実施する。

乳児等通園支援事業（こども誰で
も通園制度)年間利用延べ人数

活動

評価項目

5

子ども政策には有効的

評価理由

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない０歳６か月～満３歳未満の未就園児が対象

-

-

3

国の政策として優先的に取り組む事業である。

こども誰でも通園制度を利用する保護者の子育て負担の軽減を行う

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市内全域の対象児童に実施される

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

子育て支援対策として、国・市が行う事業

3

3

事業の優先度

5

5

国の政策とし合致している

国・県の財源充当ある

1

令和７年度の試行的実施（１０月開始）
を踏まえ、実施園数を増やしていく。

3

26 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010105073010105 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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3 2 2

4 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

1/8

有

R12R10

42千円通信運搬費

38千円

政策的事業区分

交付税

通信運搬費

印刷製本費

目

乳児等通園支援
事業委託料

13,277千円

13,377千円

10,032千円

乳児等通園支援
事業委託料

13,277千円

消耗品費

印刷製本費

42千円

1,050千円

通信運搬費 消耗品費42千円

消耗品費

7,513千円6,485千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

委託料

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

負担金、補助金
及び交付金

項 児童措置費児童福祉費

一般

款

42千円通信運搬費

8,319千円

年度

7,614千円
乳児等通園支援
事業委託料
こども誰でも通園制度実
施施設ＩＣＴ化推進事業
費補助金

R13以降 予算種別

多様な子育て支援事業費

R11R8

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

継続 臨時

乳児等通園支援事業（こど
も誰でも通園制度）

R9

中事業

38千円

1,800千円

20千円

38千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 多様な子育て支援事業費

民生費

消耗品費 38千円

印刷製本費 20千円

R7（予算額）

8,764千円

R7

印刷製本費

3/4

20千円

20千円

3/4・2/3

10,219千円

山陽小野田市乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）実施要綱
山陽小野田市こども誰でも通園制度実施施設ＩＣＴ化推進事業費補助金交付要綱

特記事項

令和７年度は試行実施し、令和８年度からの本格実施。
〇こども誰でも通園制度実施施設ICT化推進事業費補助金
【補助割合】国1/2、市1/4、事業者1/4
　希望12園　補助基準額　200,000円　国市合計150,000円*12園＝1,800千円
【財源割合】　国2/3、市1/3　国100,000円、市50,000円

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

10,219千円合計

地方債

10,032千円3/4

13,377千円

1,672千円1,672千円

1,673千円

13,377千円

1/8

8,764千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,654千円2,279千円

1/81,052千円

1/8、1/3

1/8

一般財源

その他

1,673千円

1/8

13,377千円

子どものための教育・保育給付交付金

財
源
内
訳
／
割
合

3/4、2/3
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30102子育て支援課 2

1 1 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

事
業
概
要

小学校就学前の乳幼児、ひとり親家庭の父・母及び１８歳未満の児童

対象者に受給者証を交付し、医療費自己負担部分を助成する

子育て世帯、ひとり親家庭の医療費自己負担の軽減

対象者に支給

事中評価(Ｂ)

37

評価点

乳幼児医療費助成は所得制限を撤廃した。ひとり親家庭医療費助成は所得要件による受給制限がある。

5

R8

2,248人 2,192人 2,150人

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事業4 1

現状維持

R10

2,100人

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 切れ目のない寄り添った子育て支援体制の充実

乳幼児・子ども医療費等助成事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

1,019人

乳幼児医療費助成：小学校就学前の乳幼児の医療費（保険適用）自己負担分を助成する。父母の市民税所得割額
の合計が136,700円を超える世帯は、単市助成分で助成する。
ひとり親家庭医療費助成：18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)の
自己負担分を助成する。ただし、市民税所得割が非課税の世帯に限る。

対象者に支給

乳幼児医療費助成の受給者数

対象者に支給
ひとり親家庭医療費助成の受給
者数

活動

対象者に支給

―

2,375人

評価項目

3

総合計画を進める効果が高い事業

評価理由

乳幼児又はひとり親家庭を対象とする制度であり妥当。

2,207人

92.92% 85.40%

1,920人

―

1,103人

5

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱に基づいて実施する事業。

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱に基づいて対象者の保健の向上を目的とするものであり妥当。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

行政機関以外が実施主体になりえない事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

行政機関以外が実施主体になりえない事業。

3

5

事業の優先度

5

3

施策評価において次年度の取組と合致した事業

県の財源を充当する想定となっている。

1

3

対象者に支給

27 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010204013010204 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援係

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

3 2 2

3 1

（単位：千円）

124千円

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

44,000千円
ひとり親家庭医
療助成費

10,104千円

その他

印刷製本費

政策的事業区分

交付税

手数料

その他

帳票類印刷・封
入等委託料

目

乳幼児医療助成
費

90,000千円

146,225千円

451千円

乳幼児医療助成
費

90,000千円

手数料

通信運搬費

10,104千円

44,000千円

その他

36,710千円 高額療養費

70,491千円

高額療養費、ふるさと
支援基金繰入

1/2

8,629千円 手数料 手数料10,104千円

124千円

通信運搬費

451千円

1/2

20,000千円

乳幼児医療助成
費

消耗品費 その他

印刷製本費

38,374千円

合計

ひとり親家庭医
療助成費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

手数料

35千円

82,175千円
乳幼児医療助成
費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

ひとり親家庭医
療助成費

項 児童措置費児童福祉費

一般

款

44,000千円
ひとり親家庭医
療助成費

53,565千円

90,000千円

年度

90,000千円
乳幼児医療助成
費

ひとり親家庭医
療助成費

R13以降 予算種別

福祉医療助成事業費

R11R8

継続 経常

R9

中事業

564千円

44,000千円

564千円

帳票類印刷・封
入等委託料

982千円

10,104千円

予算費目

帳票類印刷・封
入等委託料

R6（決算額）

大事業

548千円

福祉医療助成事業費

民生費

通信運搬費 864千円

帳票類印刷・封
入等委託料

132千円

549千円

印刷製本費451千円

R7（予算額）

146,100千円

R5以前

通信運搬費

印刷製本費

982千円

564千円

982千円

451千円

145,575千円

124千円

帳票類印刷・封
入等委託料

印刷製本費235千円

通信運搬費 388千円

146,225千円

山口県福祉医療費助成事業補助金交付要綱、山口県補助金等交付規則
山陽小野田市乳幼児医療費助成助成規則、山陽小野田市ひとり親家庭医療費助成規則

特記事項

平成28年8月以降、乳幼児の所得制限を撤廃した。
消耗品費、印刷製本費、役務費は、「子ども医療費助成事業」の事業費を含んでいる。予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

145,575千円 146,225千円

4,000千円

合計

地方債

146,225千円

4,000千円

43,245千円43,245千円

4,000千円 高額療養費

98,980千円

146,225千円146,100千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

高額療養費、ふるさと
支援基金繰入

34,000千円 高額療養費

78,980千円68,855千円

43,245千円 1/243,245千円1/2

一般財源

その他

98,980千円

1/2

146,225千円

山口県福祉医療費助成事業補助金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

手数料 6,542千円 手数料

通信運搬費 395千円 通信運搬費

乳幼児医療助成費 81,513千円

147,939千円

94.90%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 子育て支援係 事務事業番号 201020401

事業区分

政策的

53,565千円 ひとり親家庭医療助成費 44,000千円

スマイルエイジング

手数料 8,629千円 手数料 10,104千円

35千円 消耗品費等 132千円

451千円

7,256千円

475千円

小学校就学前の乳幼児、ひとり親家庭の父・
母及び１８歳未満の児童

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

印刷製本費 245千円 印刷製本費 231千円 印刷製本費 235千円 印刷製本費

消耗品費 92千円 消耗品費 33千円 消耗品費

388千円 通信運搬費 864千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 子育ての不安と負担の軽減

乳幼児医療助成費

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

市内在住の小学校入学前までの乳幼児について、保護者の所得によらず、医療費助成の対象とし、子育て支援
の一助となった。また、18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母及び児童に対して、医療費(保険適用)
の自己負担分を助成することにより、ひとり親家庭への支援への一助となった。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

146,100千円

一般財源 81,839千円 83,765千円

高額療養費・ふるさと支援基金 34,000千円

70,491千円 68,855千円

その他 高額療養費・ふるさと支援基金 12,347千円 高額療養費・ふるさと支援基金 22,427千円 高額療養費・ふるさと支援基金

経常 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

帳票類印刷・封入等委託料 548千円

通信運搬費

91,573千円

乳幼児・子ども医療費等助
成事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1
福祉医療（乳幼児・ひとり親家庭）助成事
業

２－（１）

対象者に受給者証を交付し、医療費自己負担
部分を助成する

子育て世帯、ひとり親家庭の医療費自己負担
の軽減

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

乳幼児医療費助成：小学校就学前の乳幼児の医療費（保険適用）自己負担
分を助成する。父母の市民税所得割額の合計が136,700円を超える世帯は、
単市助成分で助成する。
ひとり親家庭医療費助成：18歳未満の児童を養育するひとり親家庭の父・母
及び児童に対して、医療費(保険適用)の自己負担分を助成する。ただし、市
民税所得割が非課税の世帯に限る。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

乳幼児医療助成費 82,175千円

支出内訳

146,100千円

乳幼児医療助成費 90,000千円

ひとり親家庭医療助成費 44,229千円 ひとり親家庭医療助成費 48,986千円 ひとり親家庭医療助成費

帳票類印刷・封入等委託料 549千円

133,016千円 148,554千円 145,575千円

県支出金 1/2 38,830千円 1/2 42,362千円 1/2 38,374千円 1/2 43,245千円

国庫支出金

36,710千円

地方債

133,016千円 148,554千円 145,575千円

0.40人 2,364千円

総経費 136,456千円 151,467千円

人工数 人件費 0.60人 3,440千円 0.50人 2,913千円

2,649人 2,472人 2,375人

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 乳幼児医療費助成の受給者数 活動

2,248人

2,524人 2,346人 2,207人

95.30% 92.90%

対象者に支給 対象者に支給 対象者に支給 対象者に支給

― ― ―

965人 1,017人 1,103人

12

3

2 ひとり親家庭医療費助成の受給者数 活動
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

公立保育所

再編計画に基づき再編整備する

公立保育所の環境改善及び運営の効率化を実現する

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

37

評価点

公の施設の再編整備であり、受益者負担を求めるべきものではない

5

R8

減少 減少 減少

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

小野田地区公立保育所整備事業1 6

現状維持

R10

減少

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

公立保育所再編基本計画に基づき、公立保育所の再編整備を行う。
小野田地区の日の出保育園は、現在の120名と同じ規模で、購入した既存園舎北側土地に建て替える。

待機児童数（厚生労働省基準）
3月末現在

成果

減少

評価項目

5

公立保育所の環境改善であり、総合計画を進める効果が見込めるもの

評価理由

公立保育所に通う児童であり妥当

減少 減少

5

施設の老朽化、各施設の定員に対する入所児童の不均衡の課題の解消を図るもの

公立保育所が抱える課題を解消するため再編整備を行うもので、児童福祉の充実に資するため妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

公立保育所の環境改善及び課題解決のための事業であり、市が主体となることが適当

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

公立保育所の再編整備であり妥当

3

5

事業の優先度

5

3

事務事業評価において効果が高いと評価した事業

必要最低限の費用負担に努めている

1

令和９年度の新園舎供用開始に向け
て、整備を進めていく。

3

28 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101063010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援課

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

3 2 4

12 2

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

17,904千円
家屋調査委託料
（事後）

政策的事業区分

交付税

監理委託料

その他

設計意図伝達業
務委託料

目

工事請負費（外
構２期）

未定

162,320千円

工事請負費（解
体・改修）

154,586千円

7,200千円

60,900千円

1,000千円 まちづくり

75,295千円

50%、80%

企業版ふるさと
納税

50%、80%

12,727千円 外構実施設計
工事請負費（外
構２期）

10,439千円

1,899千円

園舎解体・改修工
事実施設計費

821千円

820,300千円

工事請負費（建
築・機械）

その他

消耗品費

合計

実施設計業務委
託

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

家屋調査委託料

23千円

523,400千円
工事請負費（建
築・機械）

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

工事請負費（電
気）

項 保育所等児童福祉費

一般

款

未定
工事請負費（外
構１期）

17,523千円

795,270千円

年度

413,900千円
工事請負費（建
築・機械）

工事請負費（電
気）

R10 予算種別

小野田地区公立保育所整備事業

R11R8

・工事監理・設計意図伝達・
建築工事（建築・機械・電
気）・解体・改修実施設計・
手数料等

・工事監理・設計意図伝達・
建築工事（建築・機械・電
気）・外構実施設計

・外構２期工事・事後家屋調
査

継続 臨時

・外構１期工事・イントラ・電
話工事・園舎解体・改修工
事・外構２期工事

R9

中事業

10,270千円

90,600千円

未定

予算費目

手数料

・設計意図伝達・建築工事
（建築・機械）・迂回路整備
工事・実施設計（建築・継
続）・事前家屋調査

R6（決算額）

大事業

494千円

公立保育所再編整備事業

民生費

監理委託料 5,100千円

手数料 59千円

手数料38千円

R7（予算額）

487,197千円

R5以前

工事委託料（イ
ントラ・電話）

【繰越】工事請負
費（造成工事）

6,155千円

未定

7,673千円

61千円

576,695千円

備品購入費

消耗品費18,756千円

工事請負費（迂
回路整備工事）

3,772千円

915,454千円

特記事項

公立保育所再編基本計画（平成29年策定、令和3年改訂）に基づいて、購入した日の出保育園に
隣接する北側土地に、定員120人規模の保育所を建て替える。
令和8年度は,建築主体・機械工事及び電気設備工事の最終年度となり、新園舎が完成予定。外構
については、令和７年度の外構実施設計に基づき、工事に着手する予定（予算については、補正
予算対応）。新園舎は令和9年秋の供用開始予定。その後、現園舎の解体、園庭整備等を行い、令
和10年秋に全ての整備が完了予定。

50%、80%、90％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

576,695千円 915,454千円

123,600千円

50,000千円

合計

地方債

17,904千円

38,720千円

162,320千円487,197千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

500,400千円

国庫支出金

80%

45,154千円50,097千円一般財源

その他

437,100千円

17,904千円

17,904千円

施設整備事業債（建設工事費の50％に充当、70％の交付税措置）
社会福祉施設整備事業債（事業費の80％に充当、交付税措置なし）
脱炭素化推進事業債（電気工事の太陽光設置事業費に90％充当　50％交付税措置）

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

備品購入費

消耗品費 5千円 消耗品費

584,380千円

-

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 事務事業番号 201010106

事業区分

政策的

18,756千円 消耗品費 38千円

スマイルエイジング

工事請負費（迂回通路整備工事） 3,772千円 監理委託料 5,100千円

523,400千円 工事請負費（建築・機械） 413,900千円

60,900千円

17千円

55千円

公立保育所

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

設計委託料（基本設計） 2,100千円 実施設計業務委託（水路・造成） 3,594千円 実施設計業務委託 17,523千円 工事請負費（電気）

測量調査委託料 3,410千円 地質調査委託料 9,823千円 工事請負費（建築・機械）

12,727千円 外構実施設計 7,200千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

【繰越】設計委託料（基本設計）

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

令和６年度は、令和５年度から繰越をした造成工事を完了させ、事前家屋調査や迂回路整備工事も完了させ
た。なお、本格的な建設工事を令和９年１月までの３カ年で契約を締結し、工事に着手した。今後も、計画的に事
業を進め、小野田地区公立保育所の環境改善を図る。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

487,197千円

一般財源 3,415千円 10,908千円

500,400千円

75,295千円

80％ 10,700千円 50%、80%

50,097千円

その他 まちづくり魅力基金 2,100千円 企業版ふるさと納税

50%、80% 437,100千円

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 23千円

家屋調査委託料

8,119千円

保育所等運営支援事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

6 小野田地区公立保育所整備事業 ２－（１）

再編計画に基づき再編整備する

公立保育所の環境改善及び運営の効率化を
実現する

事業期間 R2 R9以降 予算種別 継続

公立保育所再編基本計画に基づき、公立保育所の再編整備を行う。
小野田地区の日の出保育園は、現在の120名と同じ規模で、購入した既存園
舎北側土地に建て替える。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

手数料 494千円

支出内訳

487,197千円

手数料 59千円

【繰越】工事請負費（造成工事）

5,515千円 21,608千円 576,695千円

県支出金

国庫支出金

1,000千円

地方債

5,515千円 21,608千円 576,695千円

1.30人 7,685千円

総経費 8,955千円 28,890千円

人工数 人件費 0.60人 3,440千円 1.25人 7,282千円

減少 減少 減少

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
待機児童数（厚生労働省基準）
3月末現在

成果

減少

減少 減少 減少

- -

13

3

2
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

事
業
概
要

公立保育所の園児

お昼ご飯における主食の提供

こどもの衛生管理、安定した栄養補給や食育の機会創出、保護者の
負担軽減を図る。

事中評価(Ｂ)

33

評価点

実費相当額は保護者負担としている。

3

R8

80％ 85％

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

公立保育所運営事業（主食提供分）1 24

R10

90％

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

食事

成果 コスト

スマエジ

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

保育所等運営支援事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

こどもの衛生管理、安定した栄養補給や食育の機会創出、そして保護者の負担軽減のため、令和８年度より公立保
育所３園において、３歳以上の園児においても主食を提供する。
各園で炊飯することで食中毒等のリスクを減らせるとともに、温かいご飯を提供することで、こどもたちの食が進み、こど
もたちの健やかな成長に寄与できる。

保護者アンケートの満足度 成果

評価項目

3

副食提供と同様、目的達成に適した手法である。

評価理由

対象者は在園児であり妥当である。

3

働く子育て家庭への支援や安心安全な食の提供に繋がり、優先度は高い。

働く子育て家庭への支援及び安全安心な食の提供によりこどもたちの健やかな成長に寄与できる。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

在園児に対してのサービス提供であり、市が実施することが適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

子育て支援に関する事業は自治体が積極的に関与すべき事業である。

3

5

事業の優先度

5

3

公立保育園として取り組むべき事業である。

実費相当額は保護者負担としている。

1

3

29 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010101243010101 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 子育て支援課

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価
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～

3 2 4

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

賄材料費 1,600千円

1,600千円

賄材料費 1,600千円

主食費負担額

5千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 保育所費児童福祉費

一般

款

1,600千円

年度

賄材料費

備品購入費

R13以降 予算種別

日の出・厚陽・ねたろう運営費

R11R8

公立保育園３園における３
歳児以上に提供する主食代
（米代）及び備品購入費等

同左

新規 臨時

公立保育園３園における３
歳児以上に提供する主食代
（米代）

R9

中事業

434千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 日の出・厚陽・ねたろう運営費

民生費

R7（予算額）

R8

2,039千円

山陽小野田市立保育所の主食費及び副食費徴収規則（改正予定）

特記事項

（歳出）
◆米代　（10ｋｇあたり8，000円で計算）※増加分
・日の出保育園　　米代　640,000円（800kg）　・厚陽保育園　　 米代  280,000円（350ｋｇ）
・ねたろう保育園　 米代  680,000円（850ｋｇ）
（歳入）
　園児（3歳以上）からは月額1,000円の主食費徴収予定（R8 3歳以上の園児数　1600人換算）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,039千円

1,600千円

合計

地方債

1,600千円

1,600千円1,600千円 主食費負担額

1,600千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

主食費負担額

439千円一般財源

その他

1,600千円

財
源
内
訳
／
割
合
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

30 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010104013010104 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

1

令和８年度から、受け入れ定員・時間の
拡充等を検討する中で、更なる児童の
健全育成を図っていきたい。

3

国・県の財源充当がある

妥当性

目的の妥当性

3

第二次総合計画、市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、働く子育て家庭の支援に取り組むこととされている

3

5

事業の優先度

5

3

評価が期待ができる事業である

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

民間事業者に委託

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

効果が見込める有効な手段である。

評価理由

就労等により保護者が昼間に家庭にいない市内在住の児童であり妥当

99％

99.00% 99.00%

99％

5

就労等により保護者が昼間に家庭にいない児童の健全育成であり、優先的に取り組む必要がある

就労等により保護者が昼間に家庭にいない児童の健全な育成を図ることは、働く子育て家庭を支援するものであり妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

受入率(児童クラブ受入児童数÷
申込児童数)

活動

100%

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

市内１１小学校区において、小学校の空き教室等を利用し、児童クラブ事業を実施している。平日は放課後から午後
５時まで開所。土曜日及び長期休暇期間は午前８時３０分から午後５時まで開所。なお、午後５時から６時まで１時間
の延長保育あり。また、平成３０年度から、土曜日及び長期休暇期間は、午前８時から８時３０分まで30分の朝の延長
保育を開始した。

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

児童クラブ運営事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R8

100% 100% 100%

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

放課後児童対策事業（放課後児童クラブ）4 1

拡大

R10

100%

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

保育料を徴収している

3

事
業
概
要

就労等により保護者が昼間に家庭にいない小学生

放課後及び長期休暇期間に児童を預かる

児童の健全育成と保護者の就労支援

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大
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～

3 2 6

1 1

（単位：千円）

208,789千円

子ども・子育て支援交付金（こども政策課）

財
源
内
訳
／
割
合

1/3

一般財源

その他

62,919千円

1/3

国庫支出金

児童クラブ保育
料

19,530千円
児童クラブ保育
料

1/3 56,851千円45,359千円

45,359千円 1/356,851千円

1/3

1/3

59,785千円

199,389千円

1/3

155,607千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

62,917千円1/3

208,789千円

20,036千円

62,917千円59,784千円

20,036千円
児童クラブ保育
料

特記事項

令和８年度
・保育業務委託料　170,164千円※プロポーザル分

　〃　　　 　10,289千円（第2厚狭児童クラブ）
・施設管理委託料　10,136千円※プロポーザル分

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

147,487千円 190,589千円

20,036千円

合計

地方債

155,607千円

R5以前

1/342,414千円1/3

147,487千円

1/3

190,589千円

10,136千円

予算費目

児童クラブ運営費等

R6（決算額）

大事業 児童クラブ運営費

民生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

児童クラブ運営費

R11R8

同左同左 同左

継続 経常

同左

R9

中事業

項 児童クラブ費児童福祉費

一般

款

10,503千円施設管理委託料

180,453千円

年度

155,607千円 保育業務委託料

施設管理委託料

年度 会計種別事業期間

保育業務委託料

42,414千円

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

147,487千円 保育業務委託料

年度別
事業内容

1/3

20,244千円
児童クラブ保育
料

42,415千円

児童クラブ保育
料

1/3 1/3

56,851千円45,359千円

保育業務委託料 197,892千円

199,389千円

59,784千円

保育業務委託料 188,886千円

無

R12R10

10,897千円施設管理委託料

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

1/3
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

14

3

2

100％ 100％ 100％

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 受入率(児童クラブ受入児童数÷申込児童数) 活動

100％

91% 98% 99%

91.00% 99.00%

0.70人 3,799千円

総経費 114,464千円 5,821千円

人工数 人件費 0.55人 2,731千円 0.55人 2,796千円

20,244千円

地方債

30,716千円 1/3 1,008千円 1/3

111,733千円 3,025千円 151,543千円

46,750千円

県支出金 1/3 30,716千円 1/3 1,008千円 1/3 43,766千円 1/3 46,750千円

国庫支出金 1/3 43,766千円 1/3

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

通信運搬費 306千円

支出内訳

159,780千円

通信運搬費 378千円

庁用器具費 223千円 送迎業務委託料 202千円 帳票類印刷・封入等委託料

その他 858千円

111,733千円 3,025千円 151,543千円

放課後及び長期休暇期間に児童を預かる

児童の健全育成と保護者の就労支援

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

市内１１小学校区において、小学校の空き教室等を利用し、児童クラブ事業
を実施している。平日は放課後から午後５時まで開所。土曜日及び長期休暇
期間は午前８時３０分から午後５時まで開所。なお、午後５時から６時まで１時
間の延長保育あり。また、平成３０年度から、土曜日及び長期休暇期間は、午
前８時から８時３０分まで30分の朝の延長保育を開始した。

事
業
概
要

経常 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 291千円 その他 486千円 その他 751千円

送迎業務委託料

214千円

児童クラブ運営事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 放課後児童対策事業（放課後児童クラブ） ２－（１）

159,780千円

一般財源 1/3 30,718千円 1/3 1,009千円 1/3

保育料 19,530千円

43,767千円 1/3 46,750千円

その他 保育料 19,583千円 保育料

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

各小学校区において、児童クラブの入所希望に応じた受け入れ体制を整え、安全な保育を実施することができ
た。

令和８年度から、受け入れ定員・時間の拡充等を検討する中で、更なる児童の健全育成を図っていきたい。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

建物借上料 7,627千円 警備委託料 383千円 光熱水費 2,167千円 光熱水費

保育業務委託料 101,823千円 光熱水費 1,183千円 保育業務委託料

205千円 送迎業務委託料 480千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

修繕料

子育て支援課 保育係 事務事業番号 201010401

事業区分

政策的

244千円 帳票類印刷・封入等委託料 244千円

スマイルエイジング

警備委託料 383千円 警備委託料 383千円

147,487千円 保育業務委託料 155,607千円

1,830千円

246千円

311千円

就労等により保護者が昼間に家庭にいない小
学生

重点プロジェクト

警備委託料 383千円 庁用器具費

光熱水費 1,096千円 通信運搬費

通信運搬費 290千円

155,342千円

98.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 拡大
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30101子育て支援課 2

1 1 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

児童クラブ室

施設整備

児童の健全育成と保護者の就労支援、待機児童の解消

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

37

評価点

保育料の負担がある

5

R8

3クラブ 2クラブ １クラブ

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

児童クラブ施設整備等事業4 2

現状維持

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

児童クラブ運営事業

重点プロジェクト

子育て・学び

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

　核家族化や共働き世帯の増加に加え、平成２７年度以降の児童クラブ対象児童の拡大により、児童クラブの需要が
増加している中、児童を安全に保育できる環境を整えるため、施設の老朽化に伴う修繕や周辺整備、備品整備等を
行う事業である。令和8年度は、本山児童クラブの法面改修による環境整備及び出合児童クラブの教室変更に伴う環
境整備を実施する。

施設整備したクラブ数 活動

2クラブ

評価項目

5

設備等は耐用年数を経過しているため更新

評価理由

就労家庭の子育て支援であり妥当

2クラブ

100.00% 33.00%

１クラブ

3

待機児童の解消は優先して取り組む必要がある

児童クラブの受け入れ態勢を整えることで、働く子育て家庭の支援を行うものであり妥当

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

児童クラブ事業自体は民間に委託している。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

児童福祉法３４条の8に改正により市町村の関与が規定されている

3

3

事業の優先度

5

5

効果が高い事業

国1/3、県1/3補助あり

1

引き続き、児童クラブの環境整備をする
中で、児童の健全育成を図る。

3

31 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3010104023010104 課（局・室・所）・係・担当者 子育て支援課 保育係

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

3 2 6

1 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

施設維持
管理

事業区分

交付税

（出合）修繕料

目

1,200千円

機械器具費 1,200千円

222千円

1,364千円

125千円

80%

1/3

130千円 （須恵）修繕料 403千円

1/3

467千円740千円

3,200千円

（高泊）修繕料

124千円

合計

（須恵）機械器具
費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

（高泊）機械器具
費

97千円
（赤崎）機械器具
費

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

（高千帆）機械器
具費

項 児童クラブ費児童福祉費

一般

款

146千円

3,630千円

年度

1,430千円
（本山）工事請負
費

（出合）機械器具
費

R13以降 予算種別

児童クラブ運営費

R11R8

本山児童クラブ法面擁壁工
事
出合児童クラブ改修

（赤崎児童クラブ）エアコン
更新
（須恵児童クラブ）照明更新
（高千帆児童クラブ）エアコ
ン更新

継続 臨時

須恵児童クラブ事務室エア
コン更新

R9

中事業

1,452千円

予算費目

（須恵児童クラブ）エアコン
設置　（高泊児童クラブ）エ
アコン更新、雨漏り修繕

R6（決算額）

大事業 児童クラブ運営費

民生費

R7（予算額）

3,016千円

R5以前

124千円1/3

373千円

1/3

5,485千円

山陽小野田市児童クラブ条例

特記事項

本山児童クラブ法面の擁壁改修　　　　3,630千円
　（こども・子育て支援事業債90％充当　3,200千円、一般財源　430千円）
出合児童クラブ改修
床改修 　403千円　（国1/3　134千円、県1/3　134千円　一般財源　135千円）
エアコン設置　　1,452千円　（国1/3　333千円、県1/3　333千円　一般財源　786千円）
※一つの事業の補助基準額が1,000千円なので、エアコン設置の補助額は国・県333千円）

　計　　1,855千円　（国1/3　467千円、県1/3　467千円　一般財源　921千円）

90％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

373千円 5,485千円合計

地方債

1,200千円

1,200千円3,016千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

1,351千円436千円

740千円 467千円1/3

一般財源

その他

1,100千円

子ども・子育て支援交付金（こども家庭庁）
地域子ども・子育て支援交付金（山口県こども政策課）
こども・子育て支援事業債（事業費の90％充当、50％交付税措置）

財
源
内
訳
／
割
合

1/3
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R6年度　事務事業評価シート

1 1 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

（須恵）機械器具費

（須恵）修繕料

1,555千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

子育て支援課 保育係 事務事業番号 201010402

事業区分

施設維持
管理

スマイルエイジング

97千円 （赤崎）機械器具費 1,430千円

1,364千円

1,320千円

326千円

児童クラブ室

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

（有帆）機械器具費 974千円 （高泊）機械器具費 1,331千円 （須恵）機械器具費 146千円 （高千帆）機械器具費

（厚陽）工事請負費 446千円 （本山）機械器具費 1,048千円 （高泊）修繕料

130千円 （須恵）修繕料 222千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 子育て支援の充実 働く子育て家庭の支援

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

児童クラブ室の環境整備や備品を整えることで、安心して児童の保育を実施することが可能となり、児童の健
全育成に繋がっている。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

3,016千円

一般財源 474千円 1,809千円 125千円 436千円

その他

80% 1,100千円

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

（高泊）機械器具費

児童クラブ運営事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 児童クラブ施設整備等事業 ２－（１）

施設整備

児童の健全育成と保護者の就労支援、待機児
童の解消

事業期間 R1以前 R9以降 予算種別 継続

　核家族化や共働き世帯の増加に加え、平成２７年度以降の児童クラブ対象
児童の拡大により、児童クラブの需要が増加している中、児童を安全に保育
できる環境を整えるため、施設の老朽化に伴う修繕や周辺整備、備品整備
等を行う事業である。令和６年度は、高泊児童クラブのエアコンを更新し、須
恵児童クラブの静養室にエアコンを設置する。また、雨漏りしている高泊児童
クラブの屋根を修繕する。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

支出内訳

3,016千円1,420千円 4,025千円 373千円

740千円

県支出金 1/3 473千円 1/3 1,108千円 1/3 124千円 1/3 740千円

国庫支出金 1/3 124千円 1/3

地方債

473千円 1/3 1,108千円 1/3

1,420千円 4,025千円 373千円

0.20人 1,182千円

総経費 2,280千円 4,608千円

人工数 人件費 0.15人 860千円 0.10人 583千円

２クラブ ３クラブ 2クラブ

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 施設整備したクラブ数 活動

３クラブ

２クラブ ３クラブ 2クラブ

100.00% 100.00%

15

3

2
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30701健康増進課 2

1 7 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

32 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3070102073070102 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

全ての市民にサービスが提供されるため、効率的である。

妥当性

目的の妥当性

3

宇部・山陽小野田・美祢広域救急医療対策協議会を経由して、各医療機関へ支払っており妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

救急医療体制の確保には必要である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

宇部・小野田医療圏において、有効的に実施されている。

評価理由

救急医療を必要とする市民

3

宇部・山陽小野田・美祢広域救急医療対策協議会で決定

総合計画の基本施策に該当し、妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

救急搬送件数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

本事業は、宇部小野田医療圏における二次救急体制の維持・強化を目的として、輪番病院への支援を「出務日に応
じた固定額」に加え「救急受入1件につき5,000円の出来高払い」を併用する仕組みに抜本的に見直すもので、これに
より、病院の積極的な受入を促進し、患者の搬送先確保を円滑化していく。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

地域医療体制の充実 医療体制の維持・充実

地域医療推進事業

重点プロジェクト

R8

5,500 5,500

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

二次救急医療体制支援事業（臨時分）2 7

R10

5,500

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

適正な保険診療による受益者負担金を求めている。

3

事
業
概
要

救急告示病院

かかった経費を各市の人口割で負担する

広域での二次救急医療を確保し、地域医療の充実に資する

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 1

1 2

（単位：千円）

7,103千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

7,103千円

国庫支出金

7,103千円 7,103千円

7,103千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

7,103千円

特記事項

本市負担額のうち、輪番補助金分（8,778千円）については経常的経費で要求しており、インセン
ティブ分（7,103千円）については臨時的経費で要求

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

7,103千円合計

地方債

R8

7,103千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 保健衛生総務費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

保健衛生一般管理費

R11R8

救急搬送を受け入れた救急
告示病院に対する負担金

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 保健衛生総務費保健衛生費

一般

款

7,103千円

年度

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

7,103千円

7,103千円

二次救急医療対策事
業運営費地元負担金

7,103千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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二次救急医療体制支援事業（臨時分） 

 

１．現状と課題 

宇部・山陽小野田・美祢で構成する 3 市の医療圏においては、救急告示病院群（輪番病

院７病院、サポート病院５病院）による「輪番制」及び「サポート体制」を構築し、365

日 24 時間切れ目のない二次救急医療体制を運用している。しかしながら、現行の運用に

おいては、以下の制度的課題が顕在している。 

・特定病院への負担集中 

医師不足や病床逼迫により、特定の輪番病院への負担が集中している。 

・現行制度（固定費中心）の限界 

現行の補助金制度は「待機」に対する固定費支払いが中心であり、救急車を積極的

に受け入れるインセンティブ（動機づけ）が機能していない。 

 

２．制度改定の概要（令和 8 年度～） 

救急車の「たらい回し」を防ぎ、積極的な受入を促すため、現行の「固定費中心」から

「実績重視」の補助金体系へ移行する。 

（１）補助金体系の見直し 

区分 現行制度 改定後（R8～） 変更点・積算根拠 

輪番補助金 

（33,984 千円） 

出 番 日 に 応

じ た 定 額 払

い 

現行通り継続 平日（242 日）73,320 円/日、 

土曜（50 日）109,980 円/日、 

休日（73 日）146,640 円/日 

サポート補助金 

（5,100 千円） 

実 績 に 応 じ

た割合払い 

廃止 サポート体制（バックアップ機能）自体

は維持するが、サポート体制の指定日

のみを評価対象とする本補助金は廃止

し、下記のインセンティブ（実績払い）

へ財源を再配分する。 

受入インセンテ

ィブ 

（27,500 千円） 

なし 救急車受入件数

に応じた実績払

い 

【単価設定】 5,000 円／件 

サポート体制の指定日にかかわらず、

救急車を受け入れた実績に対して直接

対価を支払うことで、積極的な受入を

促進する。 

 

３．予算（案） 

制度改定により、救急受入実績に応じた支払いが追加されるため、事業費総額および本

市負担金が大幅に増加する。 

（１）事業費総額の試算 
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総額見込： 61,484 千円（現行 39,084 千円から約 1.6 倍の増額） 

内訳 金額（概算） 積算内容 

輪番補助金（固定費） 33,984 千円 現行実績ベース 

受入インセンティブ 27,500 千円 5,000 円×5,500 件（見込） 

R6 実績をベースに算出 

合計 61,484 千円 

（２）本市（山陽小野田市）負担見込

・負担見込額： 15,881 千円

うち、輪番補助金分 8,778 千円は例年通り経常的経費で要求

受入インセンティブ分 7,103 千円について、臨時で要求 

※負担割合は現行（約 25.8%）と同等で試算。（58,273 人/225,621 人）

４．インセンティブにより期待される効果 

（１）「断らない救急」の実現（受入件数の確保） 

１件あたり 5,000 円のインセンティブを付与することで、病院経営上のメリット

を創出し、サポート病院や輪番外病院も含めた地域全体で、年間約 5,500 件の救急

搬送を安定的に受け入れる体制を整える。 

（２）医師・医療機関のモチベーション維持

実績に基づいた対価を支払うことで、疲弊する救急現場のモチベーションを維持

し、救急医療体制の崩壊を防ぐ。 

（３）予算配分の最適化

 現行の「サポート補助金」は、サポート体制の指定日のみを評価対象としており、

指定日以外にも恒常的に救急受入を行う現場の実態と乖離している。そこで「サポ

ート補助金」を廃止し、すべての受入実績を評価するインセンティブへ財源を再配

分する。指定日の有無にかかわらず「受け入れた分だけ報われる」公平性を担保し、

マンパワー不足の中でも効率的な受入を促す。
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30601健康増進課 2

1 6 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

②

①

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

33 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060104013060104 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康増進係

1

相談支援体制は、一定数の相談件数
があり整ってきている。支援は4段階ある
とされ、令和7年度立ち上げる家族勉強
会を令和8年度以降は、家族が円滑に
支援に結び付けられるよう連携体制を
整え、次段階である本人支援への意向
ができるよう基盤をつくる。その後、本人
支援や居場所づくり、社会参加へと段
階的な拡充を目指す。

1212

活動3

随時

生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援事業費等補助金1/2

妥当性

目的の妥当性

3

利用者の安全確保や人権保護の観点から自治体関与が妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

ひきこもりは社会的・経済的な課題でもあり、行政評価との整合性はとれている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

事業の性質上、市が行うべき事業である

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

ひきこもり相談支援体制を整えることは、当事者の自立につながる。

評価理由

ひきこもり本人や家族を対象としており妥当である。

12

16/38件 4/7件

256件

3

ひきこもり支援ステーションとして必須事業である。

生活困窮者自立支援法を根拠としたひきこもり支援ステーション事業に基づき実施する。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

家族勉強会

0.00%

12

相談件数（実数/延数）（健康増進
課対応分）

随時

相談件数（延数）（委託事業所分）

活動

随時

随時

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

71件

社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生活上の困難を抱え、家族を含む他者との交流が限定
的な状態であり、かつ、支援を必要とする本人及びその家族、支援者が、地域の中で相談できる体制を整備する。支
援には家族支援、本人支援、居場所づくり、社会参加の４段階があり、まずは家族が本人への対応方法を学ぶ機会
を提供することで、家族支援を行う。

随時

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域ぐるみの健康づくりの充実

ひきこもり対策事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

ひきこもり対策事業4 1

現状維持

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることは適切ではない

5

事
業
概
要

ひきこもり状態にある者やその家族等

面接相談、家庭訪問等により相談体制、支援体制を確保する

ひきこもり状態にある者の自立支援やその家族等の負担軽減

随時

事中評価(Ｂ) 拡充 拡大

0
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～

4 1 1

5 1

（単位：千円）

2,478千円

生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
1/2

財
源
内
訳
／
割
合

1/2

一般財源

その他

1,239千円

国庫支出金

1,240千円1,151千円 1,239千円

2,478千円2,302千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,239千円1/2

2,478千円

ひきこもり対策推進事業

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,075千円 2,478千円合計

地方債

2,302千円

R5以前

1/21,036千円1/2

2,075千円

1/2

講師謝礼 20千円

2,478千円

53千円

1千円

予算費目

通信運搬費

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知
普及啓発講演、研修受講

R6（決算額）

大事業

1千円

健康づくり事業費

衛生費

講師謝礼 20千円

通信運搬費 1千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

健康づくり事業費

R11R8

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知
普及啓発講演
研修受講

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

継続 臨時

ひきこもり相談対応
ひきこもり相談支援等の委
託
相談窓口の周知

R9

中事業

消耗品費

項 保健衛生総務費保健衛生

一般

款

53千円消耗品費40千円

2,424千円

年度

2,174千円
ひきこもり相談支
援事業委託料

消耗品費

年度 会計種別事業期間

ひきこもり相談支
援事業委託料

合計

負担金

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

消耗品費

1,976千円
ひきこもり相談支
援事業委託料

年度別
事業内容

40千円

67千円

1,039千円

38千円 負担金 通信運搬費1千円

1,238千円1,151千円

ひきこもり相談支
援事業委託料

2,424千円

2,478千円

1,239千円

ひきこもり相談支
援事業委託料

2,424千円

通信運搬費

無

R12R10

53千円消耗品費

1千円

政策的事業区分

交付税

通信運搬費

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

1 6 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

重点プロジェクト

報償費

通信運搬費 1千円 通信運搬費

知守

2,962千円

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持

健康増進課 健康増進係 事務事業番号 206010401

事業区分

政策的

スマイルエイジング

講師謝礼 20千円 講師謝礼 20千円

1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料 2,075千円

67千円

20千円

29千円

ひきこもり状態にある者やその家族等

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

消耗品費 29千円 消耗品費 30千円 負担金 40千円 消耗品費

ひきこもり相談支援事業委託料 1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料 1,976千円 ひきこもり相談支援事業委託料

38千円 負担金 40千円

小項目（基本事業）

子育て・福祉・医療・健康 健康づくりの推進 地域ぐるみの健康づくりの充実

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

相談窓口の周知により、相談につながるケースは増えている。相談だけでなく、当事者の居場所や関係機関とつ
ながるケースもある。

ひきこもり家族が継続的な支援を受けられるよう、令和7年度から市内で家族支援事業を立ち上げた。今後も相
談窓口の周知を継続し、利用しやすい体制づくりに努めるとともに、対応する職員のスキルアップを目指す。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

拡充

2,203千円

一般財源 1,003千円 1,028千円 1,039千円 1,102千円

その他

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

消耗品費

ひきこもり対策事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 ひきこもり支援事業

面接相談、家庭訪問等により相談体制を確保
する

ひきこもり状態にある者やその家族等の負担
軽減

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

ひきこもり状態にある者（半年以上、学校や会社に行かず、家族以外との接
点がもてない状態で、その主な原因が精神疾患とは考えにくい者）やその家
族が、地域の中で相談できる体制を整備する。

事
業
概
要

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

4

通信運搬費 1千円

支出内訳

2,203千円

通信運搬費 1千円

2,006千円 2,055千円 2,075千円

1,101千円

県支出金

国庫支出金 1/2 1,036千円 1/2

地方債

1,003千円 1/2 1,027千円 1/2

2,006千円 2,055千円 2,075千円

0.15人 887千円

総経費 3,210千円 4,053千円

人工数 人件費 0.21人 1,204千円 0.35人 1,998千円

随時 随時 随時

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 相談件数（実数/延数）（健康増進課対応分） 活動

随時

6/35件 10/28件 16/38件

随時 随時 随時 随時

127件 198件 256件

16

3

2 相談件数（延数）（委託事業所分） 活動
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【３３】ひきこもり対策事業                        

 

１ 目的 

  社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や様々な生活上の困難を

抱え、家族を含む他者との交流が限定的な状態であり、かつ、支援を必要とす

る本人および家族が地域の中で相談できるよう支援する。 

 

２ 実施主体 

  山陽小野田市 

 

３ 事業内容 
①相談支援事業 

健康増進課、ふらっとコミュニティひだまりに相談窓口を設置 
窓口周知・市広報、市ホームページの掲載、市公式 SNS での配信 

・公的機関等に相談窓口を掲載したカードの設置 
・医療機関や公的機関、職域にチラシの設置 
・ケアマネジャーや民生委員等にチラシの配布 

 ②家族会開催事業 
ふらっとコミュニティひだまり（月４回）および厚狭地域交流センター 

（月１回）で実施 
 ③居場所づくり事業 
   ふらっとコミュニティひだまりで、月曜日から土曜日まで利用可能 
 ④訪問事業 
   健康増進課保健師、ふらっとコミュニティ職員が実施 
 ⑤連絡協議会・ネットワークづくり事業 

  ・ふらっとコミュニティとのケースおよび地域課題の共有 

・庁内連携情報交換会の実施（年 1 回） 

・生活困窮者自立支援調整会議への参加（随時） 

 

４ 予算 

歳出  2,478 千円 

・消耗品費 53 千円 ・通信運搬費 1 千円 ・委託料 2,424 千円 

 

歳入  2,478 千円 

・生活困窮者自立支援相談支援事業費等負担金及び生活困窮者就労準備支援

事業費等補助金（補助率１／２）  1,238 千円 

・一般財源 1,240 千円 

 

５ 委託先 

  ＮＰＯ法人ふらっとコミュニティひだまり(宇部市海南町) 
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30602健康増進課 2

1 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

34 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202043060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

引き続き定期予防接種を実施していく。

3

現行想定される事業費であり、コスト削減は困難である。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

3

3

事業の優先度

5

5

行政評価により効果があると判断した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

936件

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施している。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

帯状疱疹ワクチンの接種数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

帯状疱疹ワクチンの接種については、免疫向上を目的とし、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、
同法に基づく定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン）2 4

現状維持

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

B型疾病については自己負担あり

3

事
業
概
要

65歳以上の高齢者として、５年間の経過措置で、5歳年齢ごとに位置
づける。

医師会等医療機関と委託契約し、定期予防接種事業を実施

免疫水準の維持、接種機会の安定的な確保

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

33,557千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

33,557千円

国庫支出金

33,557千円25,088千円 33,557千円

33,557千円25,088千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

33,557千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
B類疾病→概ね事業費の３割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

33,557千円合計

地方債

25,088千円

R7

33,557千円

383千円

34千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

同左
定期予防接種（帯状疱疹ワ
クチン）の実施

同左

継続 臨時

同左

R9

中事業

通信運搬費

項 予防費保健衛生費

一般

款

383千円通信運搬費

33,140千円

年度

24,674千円 予防接種委託料

通信運搬費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

予防接種委託料

年度別
事業内容

31千円

383千円

消耗品費 消耗品費34千円

予防接種委託料 33,140千円

33,557千円

予防接種委託料 33,140千円

消耗品費

有

R12R10

383千円通信運搬費

34千円

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳
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定期予防接種事業（帯状疱疹ワクチン） 

１．概要 

  帯状疱疹ワクチンの接種については、免疫向上を目的とし、帯状疱疹を予防接種法の

B 類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる。 

（１）対象者 

    R8 年度中に 65，70、75、80、85、90、95、100 歳になる者 

（２）ワクチン接種単価及び回数 

ワクチン 接種単価 市負担額 自己負担額 

生ワクチン 

１回接種 
8,860 円 6,200 円 2,660 円 

不活化ワクチン 

２回接種 
22,060 円 15,440 円 6,620 円 

※全て税込価格     

 

２．予算（案） 

対象人数   4,500 人 

接種率    30％（R7 実績より） 

  ワクチン割合 生ワクチン：不活化ワクチン＝３：７（R7 実績より） 

（予算要求額（案）） 

 消耗品費   33,193 円 

 通信運搬費  382,500 円 

予防接種委託料 

（生ワク）4,500 回×0.3×0.3×1≒400 回 

400 回×6,200 円＝2,480,000 円 

（不活化）4,500 回×0.3×0.7×2≒1,900 回 

1,900 回×15,440 円＝29,336,000 円 

※生活保護 

30 回（おおむね全体対象者の 0.5％※成人用肺炎球菌参考）×2 

＝60 回 

60 回×22,060 円＝1,323,600 円 

                     計 33,555,293 円 
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30602健康増進課 2

0 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

35 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202063060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

県医師会と県内市町の広域で協議をして実施しており、山口県内統一単価で実施している。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

新生児や乳児のRSウイルスの感染・重症化を防ぐ効果が期待できる。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

RSウイルスワクチンの接種数 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

RSウイルスワクチンの接種については、新生児や乳児の感染・重症化を防ぐことを目的とし、RSウイルスを予防接種法
のA類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（RSウイルスワクチン）2 6

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

A類疾病に基づく定期予防接種のため無料。

3

事
業
概
要

令和8年度中に妊娠28週～妊娠36週となる妊婦

医療機関と委託契約し実施

新生児及び乳児におけるRSウイルスを原因とする下気道疾患の予防

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

9,635千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

9,635千円

国庫支出金

9,635千円 9,635千円

9,635千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

9,635千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
A類疾病→概ね事業費の９割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

9,635千円合計

地方債

R8

9,635千円

301千円

6千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

定期予防接種費（RSウイル
スワクチン）の実施

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 予防費保健衛生費

一般

款

301千円予防接種助成金

9,328千円

年度

予防接種委託料

予防接種助成金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

消耗品費6千円

予防接種委託料 9,328千円

9,635千円

予防接種委託料 9,328千円

消耗品費

有

R12R10

301千円予防接種助成金

6千円

政策的事業区分

交付税

消耗品費

目

総事業費

支
出
内
訳
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定期予防接種事業（RS ウイルスワクチン） 

 

１．概要 

乳児期早期の重篤な肺炎等を防ぐため、妊婦を対象とした「母子免疫ワクチン」を予

防接種法に基づく定期接種（A 類疾病）として導入する。 

（１）開始時期：令和 8年（2026 年）4月 1 日 

（２）位置づけ：A 類疾病（集団予防・重篤化予防に重点）  

（３）使用ワクチン：組換え RS ウイルスワクチン（ファイザー社：アブリスボ）  

（４）接種対象者：令和 8年度中に妊娠 28 週～妊娠 36 週となる妊婦  

（５）接種回数：妊娠毎に 1回（筋肉内注射）  

 

２．導入の効果と安全性 

（１）有効性 

   生後 180 日以内の重症 RSV 関連下気道感染症に対し、28 週～31 週で 88.5%、32

週～36 週で 76.5%の有効性が確認されている。 

（２）安全性 

重篤な副反応の懸念は示されていないが、妊娠高血圧症候群についてはわずかな

増加傾向（有意差なし）が見られたため、予診票等でリスク確認を行うなどの対応

をとる。 

接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象

となる。（被接種者である妊婦本人及び出生した乳児の双方が対象。） 

 

３．予算（案） 

 消耗品費    5,599 円 

予防接種委託料 310 回×30,090 円＝9,327,900 円 

予防接種助成金  10 回×30,090 円＝  300,900 円 

                  計 9,634,399 円 
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30602健康増進課 2

0 6 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

36 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3060202073060202 課（局・室・所）・係・担当者 健康増進課 健康管理係

1

3

県医師会と県内市町の広域で協議をして実施しており、山口県内統一単価で実施している。

妥当性

目的の妥当性

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

高齢者のインフルエンザウイルスの感染・重症化を防ぐ効果が期待できる。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

5

予防接種率の向上を図ることで、健康寿命の延伸にもつながる。

評価理由

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

3

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき実施する事業であり妥当である。

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱に基づき、免疫を向上するための事業であり妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

75歳以上インフルエンザワクチン
の接種数

活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

高用量インフルエンザワクチンの接種については、標準量の４倍の抗原を含み、発症や重症化予防効果に優れてお
り、特に75歳以上で高い有効性と費用対効果が認めらている。このことから、令和8年10月から標準量ワクチンとの選
択を可能とした上で、75歳以上の者を対象として高用量ワクチンを定期接種として実施することとなる。

知守

スマエジ

中項目（基本施策）

健康づくりの推進 地域保健サービスの充実

予防接種事業

重点プロジェクト

R8

随時 随時

大項目（章）

子育て・福祉・医療・健康

実施計画名

定期予防接種事業（75歳以上インフルエンザワクチン）2 7

R10

随時

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

B型疾病については自己負担あり

3

事
業
概
要

75歳以上の高齢者

医師会等医療機関と委託契約し、定期予防接種事業を実施

免疫水準の維持、接種機会の安定的な確保

事中評価(Ｂ)
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～

4 1 2

1 1

（単位：千円）

44,562千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

44,562千円

国庫支出金

44,562千円 44,562千円

44,562千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

44,562千円

予防接種法、山陽小野田市定期予防接種実施要綱

特記事項

※普通交付税算入有
B類疾病→概ね事業費の３割程度算入。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

44,562千円合計

地方債

R8

44,562千円

31千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 感染症予防費

衛生費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

予防接種費

R11R8

定期予防接種事業（75歳以
上インフルエンザワクチン）
の実施

同左

新規 臨時

同左

R9

中事業

項 予防費保健衛生費

一般

款

31千円消耗品費

44,531千円

年度

予防接種委託料

消耗品費

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

予防接種委託料 44,531千円

44,562千円

予防接種委託料 44,531千円

有

R12R10

31千円消耗品費

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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定期予防接種事業（75 歳以上インフルエンザワクチン） 

 

１．概要 

高齢者のインフルエンザ定期接種において、従来の「標準量ワクチン」に加え、より

効果が高いとされる「高用量ワクチン」を選択可能とする。 

（１）開始時期：令和 8年（2026 年）10 月 1 日  

（２）位置づけ：B 類疾病（個人の発病・重症化予防に重点）※現行通り  

（３）使用ワクチン 

・標準量インフルエンザ HA ワクチン（現行） 

・高用量インフルエンザ HA ワクチン（新規追加）  

（４）高用量ワクチンの推奨対象：75 歳以上の者 

【理由】75 歳以上において、より高い有効性と優れた費用対効果が認めら

れているため。 

（５）接種回数：毎年度 1回 

 

２．高用量ワクチンの特徴（標準量との違い） 

抗原量 標準量の 4倍の抗原を含む。 

有効性 標準量ワクチンと比較して、インフルエンザによる入院や発症の予防効果が優

れている。年齢が高いほど、相対的な有効性が高い傾向がある。 

安全性 接種部位の痛みや腫れ（局所反応）の頻度は標準量より高い傾向があるが、重

篤な有害事象に差はない。 

 

３．予算（案） 

  対象人数   12,223 人（75 歳以上【参考】R7.11.1 時点） 

  接種率    60％（過去実績より） 

  ワクチン割合 標準量：高用量＝２：８（帯状疱疹ワクチン接種実績より） 

（予算要求額（案）） 

   消耗品費  30,173 円 

   予防接種委託料 

     【標準量】（4,950 円-1,490 円）×1,467 人＝5,075,820 円   

     【高用量】（9,520 円-2,860 円）×5,867 人＝39,074,220 円 

      ※生活保護 

       40 人（概ね全体対象者の 0.5％※成人用肺炎球菌参考） 

       9,520 円×40 人＝380,800 円 

計 44,561,013 円 
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31305環境課 2

2 13 5

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

事
業
概
要

小野田浄化センターの整備

施設整備方針検討の結果を基に整備を行う。

経年劣化が顕著な小野田浄化センターを整備し、し尿及び浄化槽汚
泥の安定処理を目的とする。

処理場耐震診断

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

35

評価点

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、適正である。

5

R8

試験投入事前調整 試験投入、仮設管工事 下水投入実施

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

小野田浄化センター施設整備事業3 10

現状維持

R10

下水投入実施

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

自然環境の保全・循環型社会の形成 一般廃棄物処理の推進

一般廃棄物（し尿等）処理事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

処理場耐震診断

小野田浄化センター（し尿処理施設）の老朽化に伴い、手法として総合的に優れている下水道との共同処理を行う「し
尿受入施設」の整備を進めることで、し尿の安定的な処理の継続を図る。
令和8年度は、投入後の処理の安定性を確保するため、し尿及び浄化槽汚泥を小野田水処理センターに試験投入を
行うとともに、投入を開始するための仮設管敷設工事を実施する。

処理場耐震診断

小野田浄化センター整備事業
（環境課主体事業）

小野田浄化センター整備事業
（下水道課主体事業）

活動

基本設計（繰越）

100.00%

評価項目

5

計画通りに事業は進捗しており、一般廃棄物処理の推進に寄与する事業である。

評価理由

し尿及び浄化槽汚泥を処理し、市民の生活を衛生面から支える事業であり、妥当である。

100.00%

試験投入事前調整

100.00%

基本設計（繰越）

3

一般廃棄物の安定処理に向けて必要な事業であるため、優先度は高い。

老朽化したし尿処理施設を整備し、し尿及び浄化槽汚泥を安定的に処理することから、妥当である。

評価結果

3

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づく、し尿及び浄化槽汚泥の処分であり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

し尿と下水の共同処理を行う新しい事業であり、スケールメリットによる経費削減が期待できる。

一般廃棄物処理事業債の充当を想定している。

1

3

37 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3130503103130503 課（局・室・所）・係・担当者 環境課 環境課

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価
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～

4 2 3

3 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

分析業務委託料

目

し尿処理負担金 30,000千円

30,000千円

し尿処理負担金 30,000千円

100千円

600千円

42千円

し尿処理負担金 716千円

し尿処理負担金

81,300千円

普通旅費

合計

し尿処理負担金

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

25千円 設計委託料

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

分析業務委託料

項 し尿処理費清掃費

一般

款

17千円

100,000千円

年度

8,773千円 工事請負費

監理委託料

R13以降 予算種別

小野田地区一般廃棄物（し尿等）処理事業費

R11R8

○試験投入
○仮設管敷設工事

○試験投入
○仮設管設計業務

○下水投入実施

継続 臨時

○下水投入実施

R9

中事業

250千円

8,470千円

予算費目

同左

R6（決算額）

大事業 し尿処理費

衛生費

R7（予算額）

9,473千円

R5以前

42千円 109,436千円

特記事項

下水投入開始後は、投入量に応じた下水道使用料相当額や水処理センターの維持管理費増加分
に相応する負担額を下水道事業会計へ負担金として支払う想定としている。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

42千円 109,436千円合計

地方債

30,000千円

30,000千円

30,000千円9,473千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

28,136千円2,973千円一般財源

その他

6,500千円

30,000千円

30,000千円

一般廃棄物処理事業債（施設（単独分））：充当率75％

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

2 13 5

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

17

3

2
小野田浄化センター整備事業
（下水道課主体事業）

活動

下水道事業計画、都市計画変更 基本設計 基本設計（繰越）

100.00% 100.00%

基本設計 基本設計（繰越）

ダイオキシン等分析調査 高分子焼却炉解体

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
小野田浄化センター整備事業
（環境課主体事業）

活動

試験投入

高分子焼却炉解体

0.20人 1,182千円

総経費 4,348千円 44,305千円

人工数 人件費 0.38人 2,179千円 0.30人 1,720千円

地方債

2,169千円 42,585千円 42千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

3

支出内訳

9,473千円2,169千円 42,585千円 42千円

施設整備方針検討の結果を基に整備を行う。

経年劣化が顕著な小野田浄化センターを整
備し、し尿及び浄化槽汚泥の安定処理を目的
とする。

事業期間 R4 R10以降 予算種別 継続

小野田浄化センター（し尿処理施設）の老朽化に伴い、手法として総合的に
優れている下水道との共同処理を行う「し尿受入施設」の整備を進めること
で、し尿の安定的な処理の継続を図る。この事業は下水道課との共同事業に
なるとともに、予算についても下水道会計での計上が必要であることから、施
設整備及び維持管理に係る費用をし尿処理負担金として下水道会計に支払
うものとする。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

71千円

一般廃棄物（し尿等）処理事
業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

10 小野田浄化センター施設整備事業

9,473千円

一般財源 2,169千円 6,885千円 42千円

35,700千円

2,973千円

その他

6,500千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

下水との共同処理に向けた方針についての調整を進めることができた。

安定な処理の実施に向けて、試験投入を行うとともに、送水のための仮設管整備を進める。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

普通旅費 142千円 普通旅費 103千円 し尿処理負担金 17千円 分析業務委託料

し尿処理負担金 1,721千円 し尿処理負担金 普通旅費

し尿処理負担金 100千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 自然環境の保全・循環型社会の形成 一般廃棄物処理の推進

伐採委託料

環境課 環境課 事務事業番号 213050310

事業区分

政策的

スマイルエイジング

25千円 設計委託料 8,773千円

600千円

39,991千円

2,420千円

小野田浄化センターの整備

重点プロジェクト

通行料 8千円 工事請負費

分析委託料 298千円 設計委託料

設計委託料（債務負担行為）

1,224千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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小野田浄化センター施設整備事業 

１ 事業概要 
し尿処理施設である小野田浄化センターの老朽化が著しく、施設更新の必要があ 

るため、下水と共同処理を行う「し尿受入施設」の整備を進めているが、「上下水道

耐震化計画の策定について（令和６年９月２４日付国土交通省通知）」に伴い、下水

処理場の耐震化検討を要することとなったことから、その結果を踏まえた「し尿受

入施設」の整備方針とするため、その間、並行して既存施設から実証的に下水投入

するための仮設管を敷設する。 

２ 年次計画（仮設管敷設） 
R7 年度 設計業務、試験投入 
R8 年度 敷設工事、試験投入 
R9 年度 下水投入開始 

３ 仮設管敷設予定場所 
右図のとおり 

４ R8 年度事業費 
工事請負費 100,000 千円 
監理委託料 8,470 千円 
分析業務委託料 716 千円 
し尿処理負担金 250 千円（下水道事業債償還利息相当額） 

【特定財源】一般廃棄物処理事業債（施設（単独分））充当率 75％ 

５ 現処理施設の概要 

名称 小野田浄化センター 小野田水処理センター 
処理対象 し尿、浄化槽汚泥 下水 

予算 一般会計 下水道事業会計 
建築面積 ９７２㎡ １，７１４㎡ 
平均搬入量 約８５㎥／日 約９，０００㎥／日 
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31306農林水産課 2

2 13 6

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

38 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3130603023130603 課（局・室・所）・係・担当者 農林水産課 耕地係

1

600602

活動3

638

国50%、県25％、市25％の補助事業であり、適正である。

妥当性

目的の妥当性

3

農業の多面的機能維持・発揮のための制度であり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

事務事業評価において、効果が高いと評価した事業であり、有効である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

国50%、県25％、市25％の補助事業であり、適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

設定した目標を達成できる見込みがあり、達成することで、総合計画を進める効果が高い事業であり、有効である。

評価理由

農業の多面的機能維持・発揮のための制度であり、妥当である。

600

18

100.00% -

-

-

639

3

国・県の主要事業の実施に伴う事業であり、市が実施しなければ事業効果に著しい影響が生じる事業であり、有効である。

農業の多面的機能維持・発揮のための制度であり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

長寿命化活動農用地面積(ha)

-95.50%

629 600

601

取組活動組織数

638
農地維持・共同活動農用地面積
(ha)

活動

670

95.40%

18

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

-

担い手に集中している水路農道等の維持管理、補修を地域全体で実施することにより、担い手の負担を軽減し、耕作
放棄地の発生を防止する。また、農業用施設の更新を行うことで作業環境を改善する。令和5年度末に１組織が活動
を終了し、平成30年度に活動を休止した1組織が活動を再開した。今後は活動農用地面積を維持していくことが目標
となる。

638

中項目（基本施策）

自然環境の保全・循環型社会の形成 森林・里山環境の保全

農地環境保全事業

重点プロジェクト

R8

18 18 18

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

多面的機能推進事業3 2

現状維持

R10

18

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

国50%、県25％、市25％の補助事業であり、適正である。

5

事
業
概
要

地域環境を守るための活動組織

農用地、水路、農道等の維持管理活動に対し交付金を交付する。

地域環境を守るための意識の高揚、耕作放棄地の解消、担い手への
農地集積

639

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

-
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～

6 1 4

1 3

（単位：千円）

54,707千円

日本型直接支払交付金
山口県美祢農林水産事務所　農村整備部　農地活用課

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

13,581千円

0.75、1.0

国庫支出金

0.25 13,582千円13,652千円

41,331千円 0.75、1.041,125千円

0.25

0.75、1.0

13,581千円

54,707千円

0.25

54,983千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

54,707千円

41,126千円41,126千円

山陽小野田市多面的機能支払制度補助金交付要綱

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

49,499千円 54,707千円合計

地方債

54,983千円

R5以前

燃料費 95千円

49,499千円

燃料費 75千円

54,707千円

95千円

156千円

95千円

132千円

予算費目

償還金

多面的機能支払交付金の
補助金の交付（18組織）

R6（決算額）

大事業

8千円

農地総務費

農林水産業費

燃料費 95千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

多面的機能支払制度

R11R8

多面的機能支払交付金の
補助金の交付（18組織）

多面的機能支払交付金の
補助金の交付（18組織）

多面的機能支払交付金の
補助金の交付（18組織）

継続 臨時

多面的機能支払交付金の
補助金の交付（18組織）

R9

中事業

消耗品費

項 農地総務費農業費

一般

款

156千円消耗品費128千円

54,324千円

年度

54,600千円
多面的機能支払
制度補助金

消耗品費

年度 会計種別事業期間

多面的機能支払
制度補助金

37,201千円

合計

消耗品費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

システム利用料

49,156千円
多面的機能支払
制度補助金

年度別
事業内容

132千円

156千円

0.25

8千円

12,290千円

返還金

0.75、1.0

132千円 システム利用料 システム利用料132千円

燃料費

0.75、1.0

多面的機能支払
制度補助金

54,324千円

54,707千円

多面的機能支払
制度補助金

54,324千円

システム利用料

燃料費

有

R12R10

156千円消耗品費

132千円

政策的事業区分

交付税

システム利用料

目

総事業費

支
出
内
訳

0.25
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R6年度　事務事業評価シート

2 13 6

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

18

3 長寿命化活動農用地面積(ha) 活動

644

100.00% 100.00% 95.50%

602629

477 644 601

477

2 農地維持・共同活動農用地面積(ha) 活動

600 685 670 639

100.00% 100.00% 95.40%

600 685 639

18 19 18

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 取組活動組織数 活動

18

18 19 18

100.00% 100.00%

0.62人 2,987千円

総経費 45,877千円 54,005千円

人工数 人件費 0.40人 2,294千円 0.50人 2,505千円

8千円

地方債

43,583千円 51,500千円 49,499千円

県支出金 3/4,10/10 32,781千円 3/4,10/10 38,720千円 0.75、1.0 37,201千円 0.75、1.0 41,331千円

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

3

償還金 8千円

支出内訳

54,983千円43,583千円 51,500千円 49,499千円

農用地、水路、農道等の維持管理活動に対し
交付金を交付する。

地域環境を守るための意識の高揚、耕作放棄
地の解消、担い手への農地集積

事業期間 R3以前 R11以降 予算種別 継続

担い手に集中している水路農道等の維持管理、補修を地域全体で実施する
ことにより、担い手の負担を軽減し、耕作放棄地の発生を防止する。また、農
業用施設の更新を行うことで作業環境を改善する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

システム利用料

農地環境保全事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 多面的機能推進事業

54,983千円

一般財源 0.25 10,802千円 0.25 12,780千円 0.25 12,290千円 0.25 13,652千円

その他 返還金

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

この事業により、農地の草刈や農業施設の老朽化に伴う修繕に対応することができ、農地の適切な維持管理が
着実に行われ、日々の管理作業も円滑に実施されている。

前年度に比べ、活動組織による田畑の保全管理が減少しいる。農業従事者の高齢化や農業振興地域の除外に
より、対象面積が減少していくことが懸念される。そのため、地域計画等を活用し、活動組織の維持や新規地区
の事業参加を推進して行く。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

燃料費 80千円 燃料費 90千円 消耗品費 128千円 消耗品費

消耗品費 171千円 消耗品費 161千円 多面的機能支払制度補助金

132千円 システム利用料 132千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 自然環境の保全・循環型社会の形成 森林・里山環境の保全

農林水産課 耕地係 事務事業番号 213060302

事業区分

政策的

スマイルエイジング

燃料費 75千円 燃料費 95千円

49,156千円 多面的機能支払制度補助金 54,600千円

156千円

51,117千円

132千円

地域環境を守るための活動組織

重点プロジェクト

多面的機能支払制度補助金 43,200千円 補助金

システム利用料 132千円 システム利用料

52,486千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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多面的機能支払交付金実績及び来年度要望（R4年度～R8年度）

年度 組織数 取組面積 交付額

総額 国（1/2） 県（1/4） 市（1/4）

R4年度 18 60,040 ａ 43,200,411 円 21,600,205 円 10,800,102 円 10,800,104 円

R5年度 19 68,511 ａ 51,117,450 円 25,558,725 円 12,779,362 円 12,779,363 円

R6年度 18 63,932 ａ 49,156,365 円 24,578,182 円 12,289,091 円 12,289,092 円

R7年度 18 63,929 ａ 54,599,602 円 27,299,801 円 13,649,900 円 13,649,901 円

R8年度 18 63,755 ａ 54,323,290 円 27,161,645 円 13,580,822 円 13,580,823 円
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31902商工労働課 1

3 19 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

39 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3190201093190201 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 公共交通対策室

1

3

30%

市内で乗合事業の許可を有している唯一の事業所と契約している。

妥当性

目的の妥当性

3

地域公共交通計画等に基づき公共交通の利便性向上を図る事業であり妥当である。

3

5

事業の優先度

5

3

行政評価と整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

「公共交通維持」の観点から市が主体となって行う事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

持続可能な地域公共交通網の形成に必要な事業である。

評価理由

該当する地域の市民が対象であり妥当である。

6.4人

106.67% 91.42%

6.4人

103.33%

30％

3

地域公共交通計画等に基づき公共交通の利便性向上を図る事業である。

総合計画の施策に沿った生活交通充実のための事業であり妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

一日当たり乗車人数

30%

一日当たり稼働率

成果

30％

100.00%

6人

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

31％

令和４年度に策定した地域公共交通計画に基づき、R4.10月のバスのダイヤ改正に合わせ、「高畑・高泊循環線」のう
ち「高泊地区路線」を廃止するとともに、同エリアを対象に、タクシー会社によるデマンド型交通を導入した。
※デマンドタクシーは、R4.10月からR5.9月まで実証運行を実施し、その後本格運行（R5.10～）に移行した。
※R6当初予算編成時にR7債務負担行為を設定（R7～R9）。

30％

中項目（基本施策）

道路・交通網及び港湾施設の充実 持続可能な地域公共交通網の形成

地域交通推進事業
DX・GX

重点プロジェクト

R8

7人 8人 9人

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

高泊地区デマンド型交通運営事業1 9

現状維持

R10

10人

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

利用者は運賃を負担する。

5

事
業
概
要

交通不便者

高泊地区内に設定した停留所から、目的地をつなぐ運送サービスを
実施。

生活交通の維持、地域公共交通の利用促進

30％

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

7 1 1

1 3

（単位：千円）

6,255千円

特定財源「その他」は、運行事業者が地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金（国土交通省）
を受けて、市に支出し、市が歳入するものである。

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

5,855千円

国庫支出金

デマンド交通運
行維持費補助金

500千円
デマンド型交通
維持費補助金

5,855千円5,788千円 5,855千円

6,255千円6,288千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

6,255千円

400千円400千円
デマンド型交通
維持費補助金

地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱

特記事項

委託期間はR6.10月～R9.9月までの3年間。予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

5,928千円 6,255千円

400千円

合計

地方債

6,288千円

R5以前

5,928千円 6,255千円

55千円

予算費目

高泊地区デマンド型交通の
運行

R6（決算額）

大事業 商工総務費

商工費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

地域公共交通活性化事業

R11R8

高泊地区デマンド型交通の
運行

高泊地区デマンド型交通の
運行

高泊地区デマンド型交通の
運行

継続 経常

高泊地区デマンド型交通の運
行

R9

中事業

印刷製本費

項 商工総務費商工費

一般

款

55千円印刷製本費

6,200千円

年度

6,200千円
デマンド型交通
運行業務委託料

印刷製本費

年度 会計種別事業期間

デマンド型交通
運行業務委託料

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

5,928千円
デマンド型交通
運行業務委託料

年度別
事業内容

88千円

358千円
デマンド交通運
行維持費補助金

5,570千円

デマンド交通運
行維持費補助金

デマンド型交通
運行業務委託料

6,200千円

6,255千円

デマンド型交通
運行業務委託料

6,200千円

有

R12R10

55千円印刷製本費

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

3 19 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

19

3 一日当たり稼働率 成果

60%

38.33％ 51.67% 100.00%

30％30％

23％ 31％ 30％

60％

2 一日当たり乗車人数 成果

16人 16人 6人 7人

30.00％ 43.12% 106.67%

4.8人 6.9人 6.4人

73日 142日 143日

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 デマンド型交通運行日数（実証運行分） 活動

142日

70日 137日 141日

95.89％ 98.60%

0.09人 362千円

総経費 4,177千円 6,408千円

人工数 人件費 0.16人 917千円 0.16人 728千円

358千円

地方債

3,260千円 5,680千円 5,928千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

6,288千円

消耗品費 6千円

3,260千円 5,680千円 5,928千円

高泊地区内に設定した停留所から、目的地を
つなぐ運送サービスを実施。

生活交通の維持、地域公共交通の利用促進

事業期間 R4 R10以降 予算種別 継続

令和４年度に策定した地域公共交通計画に基づき、R4.10月のバスのダイヤ
改正に合わせ、「高畑・高泊循環線」のうち「高泊地区路線」を廃止するととも
に、同エリアを対象に、タクシー会社によるデマンド型交通を導入する。
※デマンドタクシーは、R4.10月からR5.9月まで実証運行を実施し、その後本
格運行（R5.10～）に移行する。
※R6当初予算に合わせ、R7債務負担行為を設定する（R7～R9）。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

地域交通推進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

19 高泊地区デマンド型交通運営事業

6,288千円

一般財源 3,260千円 5,680千円

デマンド交通運行維持費補助金 500千円

5,570千円 5,788千円

その他 デマンド交通運行維持費補助金

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

高泊地区におけるデマンド型交通は、令和４年10月から令和５年９月までの実証運行をへて、令和５年１０月より
本格運行しており、マイカーを自由に利用できない方の交通手段として機能している。

対象自治会等への広報活動を行うとともに、事業者との意見交換等を実施し、サービスの維持及び向上を目指
す。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

運行業務委託料 運行業務委託料 運行業務委託料 運行業務委託料

デマンド型交通 2,885千円 デマンド型交通 5,680千円 デマンド型交通

印刷製本費 88千円

小項目（基本事業）

都市基盤 道路・交通網及び港湾施設の充実 持続可能な地域公共交通網の形成

商工労働課 公共交通対策室 事務事業番号 219020119

事業区分

政策的

スマイルエイジング

5,928千円 デマンド型交通 6,200千円

交通不便者

重点プロジェクト

デジタル化

作成委託料

停留所看板 234千円

印刷製本費 135千円

6,290千円

96.48%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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３９ 高泊地区デマンド型交通運営事業       【経済部商工労働課】 

１ 目  的 

・マイカーを自由に利用できない方の日常生活（買い物、通院等）における移動

手段の確保 

・既存のコミュニティバス高畑・高泊循環線ではカバーできない周辺地区（西の

郷、上の郷、青葉台等）への移動手段確保 

・既存のコミュニティバス高畑・高泊循環線ではアクセスできない目的地（国道

190 号沿線の商業施設、医療機関等）への移動手段確保 

 

２ 事業主体  山陽小野田市 

 

３ 運行主体  小野田第一交通株式会社 

（道路運送法第４条における一般乗合旅客自動車運送事業許可取得事業者） 

 

４ 運行期間  実証運行  令和４年 10 月１日～令和５年９月 30 日 

        本格運行  令和５年 10 月～ 

 

５ 対象エリア 

  コミュニティバス「高畑・高泊循環線」の高泊地区沿線とその周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乗り場（居住地）２６箇所    乗り場（目的地）１９箇所 
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６ サービス内容 

（１）運行形態  予約乗合（デマンド）型 ※ミーティングポイント方式 

（２）運 行 日  月・水・金曜日（年末年始 12/29～1/3、祝日は運休） 

（３）運行便数 

 14 便／日（上下各７便） 

［上り］８時台、９時台、10 時台、11 時台、12 時台、13 時台、14 時台 

［下り］９時台、10 時台、11 時台、12 時台、13 時台、14 時台、15 時台 

（４）乗降地点への送迎時刻（目安） 

便名 8 時便 9 時便 10 時便 11 時便 12 時便 13 時便 14 時便 15 時便 

運行開始

時  刻 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

迎え 

時刻 

8:00 

～8:15 

9:00 

～9:15 

10:00 

～10:15 

11:00 

～11:15 

12:00 

～12:15 

13:00 

～13:15 

14:00 

～14:15 

15:00 

～15:15 

送り 

時刻 

8:15 

～8:30 

9:15 

～9:30 

10:15 

～10:30 

11:15 

～11:30 

12:15 

～12:30 

13:15 

～13:30 

14:15 

～14:30 

15:15 

～15:30 

 ※８時便は上りのみ、15 時便は下りのみ設定。 

（５）運行車両 

・運行事業者所有のセダンタクシー車両（複数）で運行 

・便ごとの予約者数が、基本車両の乗車定員を上回る場

合は、追加車両（セダンタクシー車両）を運行 

（６）運賃  １乗車 300 円（１名１回あたり） 

＜割引等＞ 

・1 歳未満は無料 

・1 歳以上小学生以下は 150 円 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

方、及びこれらの方を介助する方は 150 円 

＜回数券＞ 

・300 円×11 枚綴り（販売価格：3,000 円） 

・150 円×11 枚綴り（販売価格：1,500 円） 

（７）予約受付時間、各便の予約締切時間 

・24 時間 365 日体制で予約受付を実施 

・各便の予約締切は運行開始の 30 分前に設定 

 

７ 令和８年度予算額 

  ６，２５５千円（デマンド型交通運行業務委託料：６，２００千円） 

         （印刷製本費：５５千円） 
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31902商工労働課 2

3 19 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

40 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3190201113190201 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 公共交通対策室

1

3

協議会にて承認を受けた事業計画に基づき実施する事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく事業であり妥当である。

3

5

事業の優先度

5

5

行政評価と整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

「公共交通維持」の観点から市が主体となって行う事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

行政だけでなく、事業者や関係団体等と一体となって復旧に向けて検討を進めることが必要であり、公共交通協議会を実施主体とした手法は有効である。

評価理由

ＪＲ美祢線利用者を対象とした事業であり妥当である。

3

被災から２年が経過し、迅速な復旧を望む声が強まっていることから、優先的に取り組む必要がある。

総合計画の施策に沿った生活交通充実のための事業であり妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

地域公共交通計画の策定

利便増進実施計画の策定

成果

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

令和5年6月末の大雨により被災し、運休となっているJR美祢線について、復旧についての具体的な検討を行うため、
沿線市、県、JR西日本、その他関係団体と協働して法定協議会である美祢線沿線地域公共交通協議会を設置し、地
域公共交通計画等を策定する。

策定

中項目（基本施策）

道路・交通網及び港湾施設の充実 持続可能な地域公共交通網の形成

地域交通推進事業

重点プロジェクト

R8

策定着手 策定

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

美祢線沿線地域公共交通推進事業1 11

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者負担を求めることは、適当でない。

3

事
業
概
要

美祢線沿線地域公共交通協議会

美祢線沿線地域公共交通協議会への負担金

美祢線の復旧に向けた検討を行う

事中評価(Ｂ)
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～

7 1 1

1 1

（単位：千円）

1,300千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

1,300千円

国庫支出金

182千円 1,300千円

1,300千円182千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

1,300千円

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,912千円

2,912千円

合計

地方債

182千円

R7

2,912千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 商工総務費

商工費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

商工総務費

R11R8

美祢線沿線地域公共交通
協議会負担金の交付

美祢線沿線地域公共交通
協議会負担金の交付

美祢線沿線地域公共交通
協議会負担金の交付

継続 臨時

美祢線沿線地域公共交通協議
会負担金の交付

R9

中事業

項 商工総務費商工費

一般

款

2,912千円

年度

182千円
美祢線沿線地域公共
交通協議会負担金

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

美祢線沿線地域公共
交通協議会負担金

年度別
事業内容

まちづくり魅力基
金

美祢線沿線地域公共
交通協議会負担金

1,300千円

1,300千円

美祢線沿線地域公共
交通協議会負担金

1,300千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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４０ 美祢線沿線地域公共交通推進事業      【経済部商工労働課】 

 

１．概要 

 令和７年１０月に設立された法定協議会において、美祢線のＢＲＴによる復旧を

目指して、地域公共交通利便増進実施計画の策定等に向けた協議を行う。 

 また、協議会の中にＪＲ美祢線利用促進協議会の役割を継承する「利用促進部会」

を設置し、美祢線の利用促進策（各種支援制度等）を検討、実施する。 

 

２．令和８年度予算額 

 負担金 ２，９１２千円 

 

３．事業内容 

（１）地域公共交通利便増進実施計画の策定（１，６１２千円） 

ＢＲＴ整備に向け、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保を図るため

の事業実施計画を策定 

［策定主体］美祢線沿線地域公共交通協議会 

［計画内容］実施区域や事業の内容・実施主体、実施期間 等 

 

（２）美祢線沿線地域公共交通協議会の運営（３２５千円） 

利便増進実施計画の策定に向け、関係者による協議を実施 

［協議会委員］２３名 

・会 長 副知事 

・副会長 美祢市長、長門市長、山陽小野田市長 

・委 員 鉄道・バス・タクシー事業者、公安委員会、道路管理者、各地域利 

用者団体、学識経験者、国 

 

（３）利用促進部会（９７５千円） 

  美祢線沿線地域公共交通協議会に設置された利用促進部会において、ＢＲＴ化

を見据えた利用促進についての協議を行い、効果的な取組を展開する。 
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32201商工労働課 2

4 22 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

41 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3220101023220101 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 企業立地推進室

1

企業団地の完売に向け、引き続き県と
連携して企業誘致に努める。

3

一度支払っていただいた税を還元する。

妥当性

目的の妥当性

3

設備投資等を行った企業への奨励措置として市工場設置奨励条例に定めている。

3

3

事業の優先度

5

3

行政評価との整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

設備投資等を行った企業への奨励措置として市工場設置奨励条例に定めている。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

近年企業団地への進出が続いており、企業誘致の推進を図る事業として有効である。

評価理由

設備投資等を行った企業への奨励措置として条例により対象を明確に定めており、受益者は妥当である。

11件

－ －

0件

5

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

奨励金交付件数 活動

できるだけ多く

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

厳しい都市間競争の中で企業誘致を進めるため、工場設置奨励条例による優遇措置（工場設置奨励金、雇用奨励
金、用地取得奨励金、従業員住宅新設奨励金）を特典とし、企業誘致活動を展開する。

中項目（基本施策）

企業立地の推進 企業誘致の推進

企業誘致推進事業

重点プロジェクト

地域経済

R8

できるだけ多く できるだけ多く できるだけ多く

大項目（章）

産業・観光

実施計画名

工場設置奨励金等交付事業1 2

現状維持

R10

できるだけ多く

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

設備投資や雇用といった負担に対する奨励措置である。

3

事
業
概
要

（市内、市外）企業

企業からの申請に基づき、奨励金を交付する

企業誘致の推進

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

7 1 2

1 3

（単位：千円）

225,976千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

225,976千円

国庫支出金

330,612千円207,394千円 429,983千円

429,983千円207,394千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

225,976千円

山陽小野田市工場設置奨励条例、山陽小野田市工場設置奨励条例施行規則

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

263,611千円 330,612千円合計

地方債

207,394千円

R5以前

263,611千円 330,612千円

142,048千円

1,000千円

予算費目

・各奨励金の交付

R6（決算額）

大事業 商工振興費

商工費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

工場設置奨励条例事業

R11R8

・各奨励金の交付・各奨励金の交付 ・各奨励金の交付

継続 臨時

・各奨励金の交付

R9

中事業

工場設置奨励金

項 商工振興費商工費

一般

款

222,762千円工場設置奨励金30,021千円

185,564千円

年度

181,915千円 用地取得奨励金

工場設置奨励金

年度 会計種別事業期間

用地取得奨励金

合計

工場設置奨励金

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

従業員住宅新設
奨励金

232,639千円 用地取得奨励金

年度別
事業内容

1,200千円

24,279千円

263,611千円

951千円 雇用奨励金 雇用奨励金3,000千円

工場設置奨励金 224,976千円

429,983千円

用地取得奨励金 206,221千円

無

R12R10

1,000千円雇用奨励金

政策的事業区分

交付税

雇用奨励金

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

4 22 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

20

3

2

できるだけ多く できるだけ多く できるだけ多く

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 奨励金交付件数 活動

できるだけ多く

13件 12件 11件

－ －

0.20人 1,182千円

総経費 206,433千円 93,753千円

人工数 人件費 0.20人 1,147千円 0.20人 1,165千円

地方債

205,286千円 92,588千円 263,605千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

207,394千円205,286千円 92,588千円 263,605千円

企業からの申請に基づき、奨励金を交付する

企業誘致の推進

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

厳しい都市間競争の中で企業誘致を進めるため、工場設置奨励条例による
優遇措置（工場設置奨励金、雇用奨励金、用地取得奨励金、従業員住宅新
設奨励金）を特典とし、企業誘致活動を展開する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

従業員住宅新設奨励金

企業誘致推進事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

3 工場設置奨励金等交付事業 ３－（４）

207,394千円

一般財源 205,286千円 92,588千円 263,605千円 207,394千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

企業団地への進出に伴う工場等の新設に加え既存企業の設備投資も一定数あり、交付件数は多くなっている。
奨励金の交付により企業の進出や設備投資の促進につながっている。

近年企業団地への進出が続いており、引き続き早期完売に向けて、優遇制度を積極的にＰＲし、県と協調して企
業誘致を進める必要がある。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

工場設置奨励金 36,897千円 工場設置奨励金 28,739千円 工場設置奨励金 30,015千円 工場設置奨励金

用地取得奨励金 167,415千円 用地取得奨励金 62,554千円 用地取得奨励金

951千円 雇用奨励金 1,200千円

小項目（基本事業）

産業・観光 企業立地の推進 企業誘致の推進

商工労働課 企業立地推進室 事務事業番号 222010103

事業区分

政策的

スマイルエイジング

232,639千円 用地取得奨励金 181,915千円

24,279千円

1,095千円

200千円

（市内、市外）企業

重点プロジェクト

従業員住宅新設奨励金

従業員住宅新設奨励金 974千円 雇用奨励金

264,787千円

－

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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４１ 工場設置奨励金等交付事業         【経済部商工労働課】 

 

１．事業概要 

 厳しい都市間競争の中、本市への企業誘致を積極的に進めるため、工場設置奨励条例に

基づく優遇措置（各種奨励金）を効果的に活用し、市内産業の振興と安定した雇用の創出

を図る。 

 

２．令和８年度予算額 

総額：３３０，６１２千円 

【内訳】 

項目 件数 予算額（千円） 

工場設置奨励金 ９件  １４２，０４８  

雇用奨励金  ４件  ３，０００  

用地取得奨励金  ２件  １８５，５６４  

従業員住宅新設奨励金 －  ０  

合計 １５件  ３３０，６１２  

  ※従業員住宅新設奨励金は、令和８年度予算において該当なし。 

 

３．事業内容 

項目 内容 

工場設置奨励金 
対象工場に係る固定資産税総額の一部相当額を３年間交付

（各年度１億円限度） 

雇用奨励金 
本市住民を常用雇用した場合１人につき２０万円を交付

（帰市就職者はさらに２０万円加算） 

用地取得奨励金 
小野田・楠企業団地に土地を取得し工場を設置した場合、

土地取得価格の４０％ 

（限度額なし）を交付（※山口県も同額を交付） 

従業員住宅新設奨励金 住宅に係る固定資産税相当額分を３年間交付 

 

４．対象業種 

対象範囲 業種 

準工業地域、工業地

域、工業専用地域 

製造業、ガス業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、情報

処理・提供サービス業、自然科学研究所 

小野田・楠企業団地 

小野田・楠企業団地に限り、製造業、電気、ガス・熱供

給、水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、学術

研究、専門・技術サービス業 
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４１ 工場設置奨励金等交付事業         【経済部商工労働課】 

 

５．主な対象要件 

（１）本市に工場を有しない者が工場適地に工場を設置する場合 

（２）本市に工場を有する者が既存工場の生産活動を継続し、かつ、常時使用する従業員 

として、新たに操業開始時に１０人以上（中小企業者５人以上）雇用 

（３）投下固定資産総額が３億円以上（中小企業者５，０００万円以上）の工場設置 

 

６．交付実績                            

 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

工場設置奨励金 7件 28,739 7件 30,021 5件 24,279

雇用奨励金 1件 200 － 0 1件 1,200

用地取得奨励金 1件 62,554 2件 232,639 2件 181,915

従業員住宅新設奨励金 3件 1,095 2件 951 － 0

12件 92,588 11件 263,611 8件 207,394

令和５年度 令和６年度 令和７年度年度
項目
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32301商工労働課 2

4 23 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

②

⑤

視点

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価

42 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3230101023230101 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 商工労働係

1

旧セメント町商店街周辺地区につい
て、空家等活用促進区域が設定された
ことから、解体とリフォームの補助金をあ
わせて周知することで活用促進を図る。

3

5店舗

コスト削減の余地はない。

妥当性

目的の妥当性

3

本市の商業振興及び商店街の活性化を図ることを目的として補助金交付要綱を制定している。

3

5

事業の優先度

5

3

行政評価との整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市内の産業振興を図る事業であり、市が実施する。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

空き店舗の解消につながっており商業振興を推進する事業として有効である。

評価理由

要綱の中で市が指定する地域において、空き店舗を活用して事業をしようとする者を設定している。

0件

0.00%

0件

8店舗

5

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

補助事業利用者

5店舗
空き店舗数（小野田駅前商店街、
厚狭商店街）

活動

5店舗

－

4件

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

-

市内の指定地区において、空き店舗を活用して事業をする者（既存事業者、新規起業者等）に対して、当該店舗に
おいて事業を開始するための「リニューアルの費用」の一部を補助する。
【指定地区】小野田駅前商店街周辺、厚狭商店街周辺、旧セメント町商店街周辺、理科大周辺

5店舗

中項目（基本施策）

商工業の振興 商業振興支援の充実

既存商店街振興事業

重点プロジェクト

地域経済

R8

3件 3件 3件

大項目（章）

産業・観光

実施計画名

空き店舗等利活用支援事業1 2

現状維持

R10

3件

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

空き店舗をリニューアルするための負担に対する補助である。

3

事
業
概
要

空き店舗を改修し、事業を始める者

店舗等のリニューアルに対する補助金交付

事業者に対して、事業開始時の負担軽減を図る。商業振興、地域経
済の増進

5店舗

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

7 1 2

1 1

（単位：千円）

2,000千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

2,000千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

2,000千円

2,000千円

2,000千円2,000千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

2,000千円

山陽小野田市空き店舗等リニューアル補助金交付要綱

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

2,000千円

2,000千円

合計

地方債

2,000千円

R5以前

2,000千円

予算費目

空き店舗等リニューアル補
助金の交付

R6（決算額）

大事業 商工振興費

商工費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

商工振興費

R11R8

空き店舗等リニューアル補
助金の交付

空き店舗等リニューアル補
助金の交付

空き店舗等リニューアル補
助金の交付

継続 臨時

空き店舗等リニューアル補助金
の交付

R9

中事業

項 商工振興費商工費

一般

款

2,000千円

年度

2,000千円
空き店舗等リ
ニューアル補助金

年度 会計種別事業期間

空き店舗等リ
ニューアル補助金

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

空き店舗等リ
ニューアル補助金

年度別
事業内容

ふるさと支援基
金

空き店舗等リ
ニューアル補助金

2,000千円

2,000千円

空き店舗等リ
ニューアル補助金

2,000千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

4 23 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

21

3

2 空き店舗数（小野田駅前商店街、厚狭商店街） 成果

7店舗 6店舗 5店舗 5店舗

－ － －

10店舗 12店舗 8店舗

2件 3件 4件

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 補助事業利用者 活動

4件

2件 1件 0件

100.00% 0.00%

0.02人 118千円

総経費 1,115千円 617千円

人工数 人件費 0.02人 115千円 0.02人 117千円

地方債

1,000千円 500千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

1

支出内訳

2,000千円1,000千円 500千円

店舗等のリニューアルに対する補助を行う。

事業者に対して、事業開始時の負担軽減を図
る。商業振興、地域経済の増進

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

市内の指定地区において、空き店舗を活用して事業をする者（既存事業者、
新規起業者等）に対して、当該店舗において事業を開始するための「リ
ニューアルの費用」の一部を補助する。
令和6年度より、指定地区の一部（旧セメント町商店街周辺）について、補助
金の上限額の引き上げを行い、中心市街地の活性化を図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

既存商店街振興事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 空き店舗等利活用支援事業 ３－（４）

2,000千円

一般財源

ふるさと支援基金 2,000千円その他 ふるさと支援基金 1,000千円 ふるさと支援基金 500千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

令和６年度より、旧セメント町商店街周辺について対象区域の拡大と補助上限額の引き上げを実施し、商工会議
所と連携して周知に努めた。相談は増加したが、交付には至らなかった。補助金を活用したものではないが、空
き店舗を活用した開店が4件あったことと、店舗の除却が2件あったことから前年度よりも空き店舗数が減少した。

旧セメント町商店街周辺については、令和６年度末に設定された空家等活用促進区域と同一区域とし、関係団
体等と連携して補助制度の周知に努める。

目標達成度
成果

D

R8年度に向けた方向性

拡充

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

リニューアル補助金 リニューアル補助金 リニューアル補助金 リニューアル補助金

空き店舗等 1,000千円 空き店舗等 500千円 空き店舗等

小項目（基本事業）

産業・観光 商工業の振興 商業振興支援の充実

商工労働課 商工労働係 事務事業番号 223010102

事業区分

政策的

スマイルエイジング

空き店舗等 2,000千円

空き店舗を改修し、事業を始める者

重点プロジェクト

118千円

33.33%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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４２ 空き店舗等利活用支援事業 【経済部商工労働課】 

１．概要 

 商業の振興及び商店街の活性化を図るため、市内の指定地区に存在する空き店舗

等をリフォームして事業を開始するものに対して補助金を交付します。 

２．令和８年度予算額 

２，０００千円 

３．事業内容 

市内の指定地区内の「３か月以上使用されていない空き店舗」もしくは「６か月 

以上使用されていない空き家」をリフォームして事業を開始するものに対して、そ

の工事費の一部を補助する。 

※指定地区：小野田駅前商店街、厚狭商店街、旧セメント町商店街、及び

山口東京理科大学周辺 

※対象業種：小売業、飲食業、サービス業

※補助対象：店舗改装費、設備購入費

４．補助額 

補助対象経費に２分の１を乗じて得た額、上限１，０００千円又は５００千円。 

※１，０００千円：旧セメント町商店街

５００千円：小野田駅前商店街、厚狭商店街、山口東京理科大学周辺 

５．交付実績 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

決算額 ５００千円 １，０００千円 １，０００千円 

交付件数 １件 ２件 ２件 

年 度 令和５年度 令和６年度 令和７年度（見込） 

決算額 ５００千円 ０千円 ２，０００千円 

交付件数 １件 ０件 ３件 
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別紙（第２条関係） 

 

 

 

小野田駅前周辺 
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セメント町周辺 
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理科大周辺 
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厚狭駅周辺 
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32301商工労働課 2

4 23 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

43 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3230102023230102 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 商工労働係

1

市創業支援等事業計画に基づき、引き
続き個別相談やセミナー等を開催し、
創業支援を積極的に実施する。

45件34件

活動3

25人

コスト削減の余地はない

妥当性

目的の妥当性

3

産業競争力強化法に基づき、市が実施する事業である。

3

5

事業の優先度

5

3

行政評価との整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

産業競争力強化法に基づき、市が実施する事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

目標値を上回る創業者となっており、商工業の振興の推進に有効な事業である。

評価理由

要綱に基づき対象者を設定している。

53件

178件

118.67%

－

28人

5

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

地域経済の活力増進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

創業応援事業補助金交付件数

5.88%108.70%

23件 48件

25件

創業相談件数（創業支援等事業
計画に基づく支援実施者）

25人
創業者（創業支援等事業計画に
基づく支援実施者）

活動

25人

112.00%

150件

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

成果2

施
策
体
系

事務事業名

－

「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づき、創業を希望する方への個別相談、会計処理相談などの各種相談
会、短期の集中セミナー（起業塾）等を実施する。また、市内で創業を希望する方を対象に、おのだサンパーク内の店
舗スペースを一定期間提供する「チャレンジショップ」を実施する。
創業後の伴奏支援として、「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援事業を受けた事業者に対
し、補助金を交付する。創業後、１年経過したことを交付要件とし、1年度につき10万円、３年間交付する。

25人

中項目（基本施策）

商工業の振興 商業振興支援の充実

商業振興支援事業

重点プロジェクト

地域経済

R8

170件 170件 170件

大項目（章）

産業・観光

実施計画名

創業支援事業2 2

現状維持

R10

170件

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者負担を求めることは適当でない。

3

事
業
概
要

創業しようとする者、創業者

相談会等の実施、補助金の交付

創業前から創業後まで切れ目のない支援を行う

25人

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

2件
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～

7 1 2

1 1

（単位：千円）

8,300千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

8,300千円

国庫支出金

ふるさと支援基
金

6,248千円

7,800千円

7,800千円6,248千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

8,300千円

創業応援事業補助金交付要綱

特記事項

創業応援事業補助金：特定創業支援事業証明を受けた創業者が対象
【特定創業支援事業証明】
産業競争力強化法に基づき、市が認定し証明するもの。本市では創業支援等事業計画に基づき、
商工会議所、市内の各金融機関と連携し、相談会・セミナー等を実施し、創業に関して必要な「経
営、財務、人材育成、販路開拓」に係る内容を全て満たす支援を４回以上かつ１ヶ月以上の期間継
続して受講した者を、「特定創業支援修了者」として認定する。

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

4,927千円 7,200千円

7,200千円

合計

地方債

6,248千円

R5以前

4,927千円 7,200千円

2,700千円

予算費目

同左

R6（決算額）

大事業 商工振興費

商工費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

商工振興費

R11R8

創業に関するセミナー等の
開催、創業応援事業補助金
の交付

創業に関するセミナー等の
開催、創業応援事業補助金
の交付

創業に関するセミナー等の
開催、創業応援事業補助金
の交付

継続 臨時

創業に関するセミナー等の開
催、創業応援事業補助金の交
付

R9

中事業

創業支援業務委
託料

項 商工振興費商工費

一般

款

3,000千円
創業支援業務委
託料

2,427千円

4,500千円

年度

3,400千円
創業応援事業補
助金

創業支援業務委
託料

年度 会計種別事業期間

創業応援事業補
助金補助金

合計

創業支援業務委
託料

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

2,500千円
創業応援事業補
助金

年度別
事業内容

2,848千円

4,927千円
ふるさと支援基
金

ふるさと支援基金・企業
版ふるさと納税

創業応援事業補
助金

5,300千円

7,800千円

創業応援事業補
助金

4,800千円

無

R12R10

3,000千円
創業支援業務委
託料

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

4 23 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

22

3 創業応援事業補助金交付件数 活動

15件

63.16% 106.67% 108.70%

28件23件

12件 16件 25件

19件

2
創業者（創業支援等事業計画に基づく支援実
施者）

成果

25人 25人 25人 25人

104.00% 132.00% 112.00%

26人 33人 28人

100件 120件 150件

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1
創業相談件数（創業支援等事業計画に基づく
支援実施者）

活動

150件

164件 162件 178件

164.00% 118.67%

0.07人 414千円

総経費 4,145千円 4,209千円

人工数 人件費 0.05人 115千円 0.06人 117千円

4,927千円

地方債

4,030千円 4,092千円 4,927千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

2

支出内訳

6,248千円4,030千円 4,092千円 4,927千円

相談会等の実施、補助金の交付

創業前から創業後まで切れ目のない支援を行
う

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づき、創業を希望する方への個
別相談、会計処理相談などの各種相談会、短期の集中セミナー（起業塾）等
を実施する。また、市内で創業を希望する方を対象に、おのだサンパーク内
の店舗スペースを一定期間提供する「チャレンジショップ」を実施する。
創業後の伴奏支援として、「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づく特
定創業支援事業を受けた事業者に対し、補助金を交付する。創業後、１年経
過したことを交付要件とし、1年度につき10万円、３年間交付する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

商業振興支援事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

5 創業支援事業 ３－（４）

6,248千円

一般財源 ・企業版ふるさと納税

ふるさと支援基金 6,248千円その他 ふるさと支援基金 4,030千円 ふるさと支援基金 4,092千円 ふるさと支援基金

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

全ての指標において、目標を上回る実績となった。創業に係る相談等については、商工会議所と緊密に連携し、
補助制度や融資制度等の周知や創業後のフォローアップを実施している。

創業支援とあわせ、事業承継支援についても商工会議所や山口県、事業承継・引継ぎ支援センター等関係機
関と連携して取り組む必要がある。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

創業支援業務委託料 2,830千円 創業支援業務委託料 2,492千円 創業支援業務委託料 2,427千円 創業支援業務委託料

創業応援事業補助金 1,200千円 創業応援事業補助金 1,600千円 創業応援事業補助金

小項目（基本事業）

産業・観光 商工業の振興 商業振興支援の充実

商工労働課 商工労働係 事務事業番号 223010205

事業区分

政策的

スマイルエイジング

2,500千円 創業応援事業補助金 3,400千円

2,848千円

創業しようとする者、創業者

重点プロジェクト

5,341千円

135.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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４３ 創業支援事業               【経済部商工労働課】 

 
①個別相談会の開催 

１ 目的・概要 

「山陽小野田市創業支援等事業計画」に基づき、市・商工会議所・市内金

融機関等が連携し、創業支援セミナーや個別相談会を実施することで、創業

希望者に対するきめ細やかな支援体制を確立するとともに、創業に関する基

礎セミナーなどによる創業希望者の新規掘り起しを行う。専門家による相談

対応や経営指導により創業を促進し、まちの活性化及びにぎわいの創出を図

る。 

２ 概要 

   専門家による個別相談会の開催 

   （専門家：中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、弁護士ほか） 

３ 令和６年度実績 

   個別相談会 92 日 

   支援対象者 178 名 

４ 令和８年度予算額 

   創業支援業務委託料 ２，７００千円（起業塾及びﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ含む） 

    

②起業塾の開催 

１ 目的・概要 

創業希望者に対し、創業に必要な基礎知識、経営理念、事業計画の作成方

法や販路開拓などについて学ぶことができるセミナーを企画・運営し、創業

支援と創業希望者の掘り起こしを促進する。 

２ 概要 

   小野田商工会議所に委託して実施 

１日あたり２～３時間程度のセミナーを４日以上開催 

３ 令和７年度の実績 

   基礎編：８／１９～９／９まで４回開催 

   復習編：２／２６、３／４の２回開催 

 

③チャレンジショップ in おのサン 

１ 目的・概要 

創業支援事業の一環として、将来市内で創業を希望する起業家を対象に、

おのだサンパーク内の店舗スペースを一定期間、営業研修やテストマーケテ

ィングの場として提供し、出店準備から営業までをサポートする「チャレン

ジショップ事業」を実施する。 
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事業は小野田商工会議所に委託する（小野田商工会議所が主体となり山陽

商工会議所がサポートする）。 

２ チャレンジショップ概要 

（１）施設概要 

  おのだサンパーク 東館１階 （面積：４．８６坪） 

（２）貸出期間  

６か月～１０か月程度 

（３）対象 

①市内でこれから創業する方（１年以内の創業も可） 

②起業塾を受講される方 

③小規模事業者 

④チャレンジショップの閉店後、市内において引き続き事業を続ける意思 

のある方 

（４）業種 

サービス業、小売業など 

３ 令和７年度スケジュール        

４月～８月      出店募集 

８月中旬～１０月中旬 起業塾    

１１月４日      出店審査会 

令和８年１月     出店開始 

 

④創業応援事業補助金の交付 

１ 目的・概要 

  市内で創業した人に対し補助金（１年度につき１０万円を３か年交付）を

交付することで、産業の振興及び活性化を図る。 

２ 対象者 

   ①創業後引き続き１年以上事業を営んでいること 

   ②事業を継続する見込みがあること 

   ③市内に住民票を有していること（法人については登記していること） 

３ 交付実績 

年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

交付件数 ７件 １０件 １２件 １６件 ２５件 

４ 令和８年度予算額 

   創業応援事業補助金 ４,５００千円（１００千円×４５件） 
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32302商工労働課 2

4 23 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

44 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3230201043230201 課（局・室・所）・係・担当者 商工労働課 商工労働係

1

3

特別交付税の算定対象事業である。

妥当性

目的の妥当性

3

総務省の制度を活用する制度であり妥当である。

3

5

事業の優先度

5

3

行政評価と整合を図っている。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が主体となり活用する制度であり適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

国の制度を活用した地域の活性化手法であり、移住・定住施策にも効果のある事業である

評価理由

市内の中小企業を対象としており妥当である。

3

地域づくりの推進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

地域づくりの推進につながる事業であり、総合計画の重点プロジェクトに該当する事業である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

地域おこし協力隊の派遣 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

市内の中小企業については、コロナウイルス感染症が終息した後も、物価や燃料費高騰等の影響を受け、その経営
環境は厳しい状況が続いている。中小企業への支援については市と商工会議所で連携して対応しており、支援活動
を強化するため、地域おこし協力隊の制度を活用し、隊員を山陽商工会議所へ派遣する。

中項目（基本施策）

商工業の振興 中小企業支援の充実

中小企業経営支援事業

重点プロジェクト

地域づくり

R8

１名 １名

大項目（章）

産業・観光

実施計画名

地域おこし協力隊による中小企業支援事業1 4

R10

１名

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることが適切でない事業である。

3

事
業
概
要

市内の中小企業等

地域おこし協力隊員の商工会議所での活動を通じた中小企業支援

地域経済の活性化

事中評価(Ｂ)
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～

7 1 2

1 1

（単位：千円）

3,618千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

3,618千円

国庫支出金

7,235千円 7,235千円

7,235千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

3,618千円

地域おこし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知）
山陽小野田市地域おこし協力隊設置規則

特記事項

【特別交付税措置の内容】
隊員の活動に要する経費：上限550万／隊員1人（報償費3,500千円＋活動費2,000千円）

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

7,235千円合計

地方債

R8

7,235千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 商工振興費

商工費

R7（予算額）

R10 予算種別

商工振興費

R11R8

地域おこし協力隊員の活動
支援

地域おこし協力隊員の活動
支援

新規 臨時

地域おこし協力隊員の活動
支援

R9

中事業

項 商工振興費商工費

一般

款

7,235千円

年度

地域おこし協力
隊業務委託料

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

地域おこし協力
隊業務委託料

3,618千円

7,235千円

地域おこし協力
隊業務委託料

7,235千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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４４ 地域おこし協力隊による中小企業支援事業 【経済部商工労働課】 

１ 目的 

 山陽商工会議所と連携して旧山陽町地域を中心とした中小企業・小規模事

業者を支援している。近年の物価高騰等の影響を受け、厳しい状況となって

いる事業所の相談が増えている一方で創業に関する相談も増えており、地域

おこし協力隊員を配置することでこれらの支援を拡充する。 

２ 概要 

（１）委託期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（２）業務内容：中小企業支援に関すること（経営相談）等

３ 令和８年度予算額 

地域おこし協力隊活動支援業務料 ７，２３５千円 

 内訳 委託料（報酬費等）   ５，５３０千円 

 委託料（活動費等）   １，７０５千円 

（参考）令和７年度 隊員の活動内容（一部抜粋） 

・会議所内の庶務事務

・会議所会員を中心とした企業への挨拶回り

・諸行事（厚狭秋まつり、厚狭駅前イルミネーション等）の対応業務

・中小企業支援に資する各種セミナーへの出席

・確定申告をはじめとした税務相談対応業務
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31901土木課 2

3 19 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

①

⑤

視点

事
業
概
要

市民（自治会）

自治会の事業を審査し、補助金を交付

市民の生活環境の向上を図る

－

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持

33

評価点

事業費の一部負担をしている。

3

R8

－ － －

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

小規模土木事業6 2

拡大

R10

－

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

中項目（基本施策）

道路・交通網及び港湾施設の充実 道路網の整備

小規模土木事業

重点プロジェクト

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

13

生活に密接する公共性の高い道路、水路等を整備する自治会に助成金を交付する。
事業費限度額：200万円
補助率：70%

－

実施件数（件）

－

待機件数（件）

活動

－

－

評価項目

3

自治会管理財産の維持管理費用を支援をする手法として有効である。

評価理由

公共性の高いものが対象であり妥当

46 25

32

3

市要綱により定められている事業。

目的の達成が総合計画の施策に沿い、住民のニーズが高い事業。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

事業主体は住民（自治会）

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

妥当性

目的の妥当性

3

山陽小野田市小規模土木事業補助金交付要綱

3

3

事業の優先度

5

5

市民の生活環境の向上を図る事業であり整合が取れている。

要綱等に基づき事業費の一部を支援するものであり適正である。

1

可能な限り待機事業を繰越さないような
予算措置が必要

3

－

45 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3190106023190106 課（局・室・所）・係・担当者 土木課 管理係

前年評価(Ａ) 拡充

R8年度に向けた評価
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～

8 2 1

1 1

（単位：千円）

総事業費

支
出
内
訳

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

小規模土木事業
助成金

28,500千円

28,500千円

小規模土木事業
助成金

28,500千円

25,299千円

小規模土木事業
助成金

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

25,299千円
小規模土木事業
助成金

年度別
事業内容

年度 会計種別事業期間

項 道路橋りょう総務費道路橋りょう費

一般

款

28,500千円

年度

29,230千円
小規模土木事業
助成金

R13以降 予算種別

道路橋りょう総務費

R11R8

小規模土木事業助成金小規模土木事業助成金 小規模土木事業助成金

継続 臨時

小規模土木事業助成金

R9

中事業
予算費目

小規模土木事業助成金

R6（決算額）

大事業 道路橋りょう総務費

土木費

R7（予算額）

29,230千円

R5以前

25,299千円 28,500千円

山陽小野田市小規模土木事業補助金交付要綱

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

25,299千円 28,500千円合計

地方債

28,500千円

28,500千円

28,500千円29,230千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

国庫支出金

28,500千円29,230千円一般財源

その他

28,500千円

28,500千円

財
源
内
訳
／
割
合
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R6年度　事務事業評価シート

3 19 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

23

3

2 待機件数（件） 活動

－ - - －

46 42 32

－ - -

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 実施件数（件） 活動

－

60 60 46

0.27人 1,596千円

総経費 7,737千円 8,142千円

人工数 人件費 0.57人 2,935千円 0.32人 1,864千円

地方債

4,802千円 6,278千円 25,299千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

6

支出内訳

29,230千円4,802千円 6,278千円 25,299千円

自治会の事業を審査し、補助金を交付

市民の生活環境の向上を図る

事業期間 R2以前 R10以降 予算種別 継続

生活に密接する公共性の高い道路、水路等を整備する自治会に助成金を交
付する。
事業費限度額：200万円
補助率：70%

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

小規模土木事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

2 小規模土木事業

29,230千円

一般財源 4,802千円 6,278千円 25,299千円 29,230千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

４６件の事業に対し補助金を交付し、住民の利便性向上に寄与することができた。

待機期間が延びないよう必要な予算を確保していく。また、自治会規模によらず活用できるよう、適宜制度を見直
していく。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

小規模土木事業助成金 4,802千円 小規模土木事業助成金 6,278千円 小規模土木事業助成金

小項目（基本事業）

都市基盤 道路・交通網及び港湾施設の充実 道路網の整備

土木課 管理係 事務事業番号 219010602

事業区分

政策的

スマイルエイジング

25,299千円 小規模土木事業助成金 29,230千円

市民（自治会）

重点プロジェクト

26,895千円

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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30903土木課 2

2 9 3

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

46 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3090309013090309 課（局・室・所）・係・担当者 土木課 河川港湾係

1

長期的な対応となっているが、毎年度
実施してく必要がある。

3

緊急浚渫推進事業債を活用することで、コスト削減が図られている。

妥当性

目的の妥当性

3

準用河川及び普通河川の維持管理は市のため妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

事務事業評価において効果が高いと評価した事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

準用河川及び普通河川の維持管理は市のため適正である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

防災事業であり、総合計画を進める効果が高い事業である。

評価理由

準用河川及び普通河川の維持管理は市のため妥当である。

2

100.00%

3

防災事業であり、市民生活の安全確保のため必要な事業である。

地元からの要望を受けて実施するため、住民のニーズが高い事業である

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

河川浚渫工事（箇所） 活動

2

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

市が管理する準用河川及び普通河川の中には、長い年月により土砂が堆積し河積阻害率（河道障害）が高まってい
る箇所がある。近年はゲリラ豪雨が頻繁しており、流下能力の低下による河川の氾濫が危惧されるため、緊急に実施
すべき箇所について計画的に堆積土を浚渫する。

中項目（基本施策）

防災対策の充実 市域の保全

小規模河川保全事業

重点プロジェクト

安全・安心

R8

2 1 1

大項目（章）

市民生活・地域づくり・環境・防災

実施計画名

河川浚渫事業9 1

現状維持

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者負担を求めることが適当でない事業である。

5

事
業
概
要

河積阻害率が高い準用河川及び普通河川

計画的な堆積土の浚渫

河川の氾濫による被害の軽減

事中評価(Ｂ) 現状維持 現状維持
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～

8 3 1

1 1

（単位：千円）

5,000千円

　緊急浚渫推進事業債（充当率：100％　　交付税措置：70％）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

5,000千円13,800千円

国庫支出金

100％

5,000千円5,000千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

5,000千円

5,000千円

　河川法

特記事項

緊急浚渫推進事業債の対象期間は令和2年度から令和6年度までであったが、令和7年度から令和
11年度までの5年について対象期間が延長された。

100％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

13,922千円 3,000千円

5,000千円

合計

地方債

5,000千円

R5以前

13,922千円 3,000千円

予算費目

河川内の堆積土撤去

R6（決算額）

大事業 河川管理費

土木費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

河川管理費

R11R8

河川内の堆積土撤去河川内の堆積土撤去 河川内の堆積土撤去

継続 臨時

河川内の堆積土撤去

R9

中事業

項 河川管理費河川費

一般

款

3,923千円

3,000千円

年度

5,000千円
工事請負費
（宗末川）

年度 会計種別事業期間

工事請負費

合計

柳川

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

音丸川

工事請負費
（石束川他1件）

年度別
事業内容

122千円

100％ 100％

9,999千円

3,000千円

工事請負費
（狭間川）

5,000千円

5,000千円

工事請負費
（大道畑川）

100％

5,000千円

有

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳

209



R6年度　事務事業評価シート

2 9 3

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

24

3

2

3 2 2

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 河川浚渫工事（箇所） 活動

2

3 2 2

100.00% 100.00%

0.32人 1,892千円

総経費 33,815千円 21,820千円

人工数 人件費 0.11人 631千円 0.20人 1,165千円

地方債 100％ 31,800千円

33,184千円 20,655千円 13,922千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

9

支出内訳

5,000千円33,184千円 20,655千円 13,922千円

計画的な堆積土の浚渫

河川の氾濫による被害の軽減

事業期間 R2以前 R11以降 予算種別 継続

市が管理する準用河川及び普通河川の中には、長い年月により土砂が堆積
し河積阻害率（河道障害）が高まっている箇所がある。近年はゲリラ豪雨が頻
繁しており、流下能力の低下による河川の氾濫が危惧されるため、緊急に実
施すべき箇所について計画的に堆積土を浚渫する。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

その他 1,298千円 その他 423千円

音丸川

小規模河川保全事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 河川浚渫事業

5,000千円

一般財源 1,384千円 455千円

13,800千円

122千円

100％ 20,200千円 100％

千円

その他

100％ 5,000千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

河川の堆積土を浚渫することにより、氾濫を防ぐことが出来た。

緊急を要する河川について、順次浚渫し氾濫防止に努めていく必要がある。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

石束川 5,917千円 柳川 9,955千円 柳川 3,923千円 石束川他1件

工事請負費 工事請負費 工事請負費

9,999千円

小項目（基本事業）

市民生活・地域づくり・環境・防災 防災体制の充実 市域の保全

土木課 河川港湾係 事務事業番号 209030901

事業区分

政策的

スマイルエイジング

工事請負費

5,000千円

10,277千円

河積阻害率が高い準用河川及び普通河川

重点プロジェクト

石炭川 6,487千円

猪渡川 19,482千円 猪渡川

15,814千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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31601建築住宅課 2

3 16 1

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

47 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3160102013160102 課（局・室・所）・係・担当者 建築住宅課 建築係

1

3

－

国費等の充当はない。被助成者が施工業者に発注する工事に対し助成するものであり、更なるコスト削減の余地はない。

妥当性

目的の妥当性

3

良質な居住の確保を図ることは、市の責務である。

3

3

事業の優先度

5

5

住環境の向上を図るためには、住宅リフォームを促進させることが必要である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

市が実施すべき事業である。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

住環境の向上を図るためには、住宅リフォームを促進させることが必要である。

評価理由

市内に既存の住宅を所有する市民を交付の対象とし、市民の住環境の向上を図っているため、概ね妥当である。

9,910,000円

99.10% 61.17%

7,340,000円

－

177件

3

市住宅リフォーム資金助成事業実施要綱に定める事業

住環境の向上を図るためには、住宅リフォームを促進させることが必要であり、概ね妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

助成金額

－

助成件数

活動

－

－

10,000,000円

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

活動2

施
策
体
系

事務事業名

126件

リフォームを行う民間住宅の所有者に対し、山陽小野田市住宅リフォーム資金助成金交付要綱に基づき助成金を支
給する。助成金の額は工事費の１０％、限度額７万円で、市内業者の施工によるものに限る。

－

中項目（基本施策）

住環境の確保 住宅整備の支援

住宅リフォーム助成事業

重点プロジェクト

R8

12,000,000円 12,000,000円 12,000,000円

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

住宅リフォーム資金助成制度2 1

現状維持

R10

12,000,000円

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

助成額は、事業費の１０％（上限７万円）である。

3

事
業
概
要

自らが居住する家屋のリフォーム工事を行う家屋の所有者

市広報紙等で広く募集し、工事完了後、助成金を支給する。

地域経済の活性化と住環境の向上

－

事中評価(Ｂ)

213



～

8 6 1

1 2

（単位：千円）

12,000千円

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

12,000千円

国庫支出金

12,000千円12,000千円 12,000千円

12,000千円12,000千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

12,000千円

山陽小野田市住宅リフォーム資金助成事業実施要綱

特記事項

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

9,910千円 12,000千円合計

地方債

12,000千円

R5以前

9,910千円 12,000千円

予算費目

住宅リフォームの助成

R6（決算額）

大事業 住宅管理費

土木費

R7（予算額）

R13以降 予算種別

市営住宅維持管理費（単独）

R11R8

住宅リフォームの助成住宅リフォームの助成 住宅リフォームの助成

継続 臨時

住宅リフォームの助成

R9

中事業

項 住宅管理費住宅費

一般

款

12,000千円

年度

12,000千円
住宅リフォーム
助成金

年度 会計種別事業期間

住宅リフォーム
助成金

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

9,910千円
住宅リフォーム
助成金

年度別
事業内容

9,910千円

住宅リフォーム
助成金

12,000千円

12,000千円

住宅リフォーム
助成金

12,000千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

3 16 1

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

25

3

2 助成件数 活動

－ － － －

－ － －

170件 180件 177件

10,000,000円 10,000,000円 10,000,000円

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 助成金額 活動

12,000,000円

9,830,000円 9,950,000円 9,910,000円

98.30% 99.10%

0.50人 2,209千円

総経費 11,427千円 12,211千円

人工数 人件費 0.45人 1,597千円 0.55人 2,261千円

地方債

9,830千円 9,950千円 9,910千円

県支出金

国庫支出金

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

2

支出内訳

12,000千円9,830千円 9,950千円 9,910千円

市広報紙等で広く募集し、工事完了後、助成
金を支給する。

地域経済の活性化と住環境の向上

事業期間 R3以前 R11以降 予算種別 継続

リフォームを行う民間住宅の所有者に対し、山陽小野田市住宅リフォーム資
金助成金交付要綱に基づき助成金を支給する。助成金の額は工事費の１
０％、限度額７万円で、市内業者の施工によるものに限る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

住宅リフォーム助成事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

1 住宅リフォーム資金助成制度

12,000千円

一般財源 9,830千円 9,950千円 9,910千円 12,000千円

その他

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

地域経済の活性化と住環境の向上につながっている。

特になし。

目標達成度
成果

B

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

住宅リフォーム助成金 9,830千円 住宅リフォーム助成金 9,950千円 住宅リフォーム助成金

小項目（基本事業）

都市基盤 住環境の確保 住宅整備の支援

建築住宅課 建築係 事務事業番号 216010201

事業区分

政策的

スマイルエイジング

9,910千円 住宅リフォーム助成金 12,000千円

自らが居住する家屋のリフォーム工事を行う家
屋の所有者

重点プロジェクト

12,119千円

99.50%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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31602建築住宅課 2

3 16 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

視点

前年評価(Ａ)

R8年度に向けた評価

48 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3160201193160201 課（局・室・所）・係・担当者 建築住宅課 住宅管理係

1

3

国費等の充当はない。設計書作成の上、競争入札とするため、適正な価格競争がなされる。

妥当性

目的の妥当性

3

公営住宅法第１５条により、市は市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うよう努める義務があり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

5

公営住宅法が求める適正管理に必要不可欠な事業である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

事業対象は市の施設であり、市が維持管理を行う。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

公営住宅法が求める適正管理に必要不可欠な事業である。

評価理由

受益者は、市営住宅の入居者等であり、妥当である。

3

下水道法第１０条に規定されている。

下水道法第１０条及び公営住宅法第１５条に規定されている。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

公共下水道への切替事業の実施 活動

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

本山団地の汚水処理設備である合併処理浄化槽を公共下水道に切り替え、浄化槽を撤去する工事を行う。この浄化
槽は、昭和５２年に設置され一般的な寿命とされる３０年を経過している。公共下水道に接続することにより、維持管理
のコストを削減し、入居者の居住環境の安定を図る。

中項目（基本施策）

住環境の確保 市営住宅の適正管理

市営住宅維持管理事業

重点プロジェクト

R8

設計業務 切替工事

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

市営住宅下水道切替事業1 19

R10

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

35

評価点

受益者は、市営住宅の入居者等であり、市営住宅使用料を納付することで負担している。

5

事
業
概
要

本山団地の汚水処理設備

公共下水道への切替事業の実施

市営住宅の適正な維持管理及び入居者の居住環境の安定

事中評価(Ｂ)
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8 6 1

1 2

（単位：千円）

2,088千円

公営住宅建設事業債（充当率100％、交付税措置なし）

財
源
内
訳
／
割
合 一般財源

その他

2,088千円

国庫支出金

40千円 43千円

30,743千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

2,088千円

公営住宅法、下水道法

特記事項

・本山団地下水道切替工事に係る設計業務委託：11,140,000円予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

11,140千円

30,700千円

合計

地方債

R8

11,140千円

予算費目

R6（決算額）

大事業 住宅管理費

土木費

R7（予算額）

R10 予算種別

市営住宅維持管理費（単独）

R11R8

・本山団地下水道切替設計
業務委託

下水道受益者負担金の支
払い

新規 臨時

・本山団地浄化槽解体工事
・本山団地下水道切替工事

R9

中事業

項 住宅管理費住宅費

一般

款

3千円手数料

11,140千円

年度

設計委託料

年度 会計種別事業期間

合計

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

年度別
事業内容

11,100千円

下水道受益者負
担金

2,088千円

30,743千円

工事請負費 30,740千円

無

R12R10

政策的事業区分

交付税

目

総事業費

支
出
内
訳
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31602建築住宅課 2

3 16 2

対象

手段

意図

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率。R7(4月～7月）の上段は年間の目標　中段は4月～7月の実績を記入。

⑤

視点

前年評価(Ａ) 現状維持

R8年度に向けた評価

49 事務事業調書実施計画番号 事務事業番号 3160203023160203 課（局・室・所）・係・担当者 建築住宅課 住宅管理係

1

3

国費（社会資本整備総合交付金）及び地方債（公営住宅整備事業債）を充当する事業。設計書作成の上、競争入札とするため、適正な価格競争がなされる。

妥当性

目的の妥当性

3

公営住宅法第１５条により、市は市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うよう努める義務があり、妥当である。

3

3

事業の優先度

5

3

市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の建替事業を計画的に実施していくことは、市営住宅の適正管理に必要不可欠である。

実施主体の適正化

コスト効率

有効性

手法の有効性

効率性

事業対象は市の施設であり、市が維持管理を行う。

受益者負担の適正化

行政評価との整合性

評価項目

3

市営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の建替事業を計画的に実施していくことは、市営住宅の適正管理に必要不可欠である。

評価理由

公営住宅の長寿命化を図ることによりライフサイクルコストの削減を図るものであり、妥当である。

完了

100.00% －

実施中

3

計画的に実施しなければ躯体の劣化を招き入居者の安全を図れないおそれがある。

総合計画の施策に沿うものであり、妥当である。

評価結果

5

自治体関与の妥当性

対象（受益者）の妥当性

(Ａ)と(Ｂ)を
踏まえたR8年
度以降の取組
方針

建替え事業の実施 活動

引越先改修工事等

R9R7(4月～7月）活動指標又は成果指標 R6

2

施
策
体
系

事務事業名

令和３年度策定の山陽小野田市市営住宅等長寿命化計画に基づき、耐用年数超過により安全性や設備水準が低い
市営住宅の建替事業を計画的に実施し、市営住宅の安全性及び住宅の質の確保等により、現状の社会情勢や住生
活を取り巻く環境に合わせた対応を図る。

中項目（基本施策）

住環境の確保 市営住宅の適正管理

市営住宅長寿命化事業

重点プロジェクト

R8

解体工事等 新築工事 新築工事等

大項目（章）

都市基盤

実施計画名

市営住宅建替整備事業3 2

現状維持

R10

新築工事等

小項目（基本事業）

横断的取組 スマイルエイジングの区分

成果 コスト

33

評価点

受益者に負担を求めることは適当でない。

5

事
業
概
要

長寿命化計画において建替え事業の対象である市営住宅

建替え事業の実施

市営住宅の安全性及び住宅の質の確保等により、現状の社会情勢
や住生活を取り巻く環境に合わせた対応を図る。

事中評価(Ｂ)
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8 6 2

1 1、2

（単位：千円）

1,071,336千円

社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業）・国土交通省住宅局・山口県土木建
築部住宅課、公営住宅整備事業債

財
源
内
訳
／
割
合

1/2

一般財源

その他

197,600千円

52,510千円

8,100千円

国庫支出金

100％

6,861千円 13,075千円

887,157千円337,200千円

国庫支出金・県支出金・地方債の名称及び所管部署

470,126千円1/2

1,071,336千円

548,700千円

公営住宅法、山陽小野田市市営住宅等長寿命化計画

特記事項

100％

予算支出の根拠となる法律・条例・規則・要綱等の名称

38,308千円 358,200千円

454,900千円

合計

地方債

337,200千円

R5以前

下水道受益者負
担金

手数料

1/2

2,989千円

1,623千円

410千円

8,285千円1/2

38,308千円

設計意図伝達業
務委託料

市営住宅入居者
移転補償金

487千円

1/2

修繕料 4,195千円

358,200千円

4,800千円

11,330千円

市営住宅入居者
移転補償金

10,241千円

5,017千円

予算費目

通信運搬費

・叶松団地建替整備事業

R6（決算額）

大事業

1,325千円

住宅建設費

土木費

手数料 3,286千円

空き家家具撤去
等業務委託料

3,050千円

1,356千円

R7（予算額）

R13以降 予算種別

市営住宅建設費（補助・単独）

R11R8

・叶松団地建替整備事業・叶松団地建替整備事業
・叶松団地建替整備事業
・平原団地建替整備事業
・西善寺団地建替整備事業

継続 臨時

・叶松団地建替整備事業
・平原団地建替整備事業

R9

中事業

設計委託料

項 住宅建設費住宅費

一般

款

42,350千円設計委託料13,849千円

351,900千円

年度

250,536千円 工事請負費

監理委託料

年度 会計種別事業期間

設計委託料

アスベスト調査
委託料

補償金

合計

工事請負費

県支出金

R6からR7
への繰越
明許費

市営住宅入居者
移転補償金

18,392千円 工事請負費

年度別
事業内容

27,104千円

51,868千円

21,923千円

100％ 100％

60千円 地質調査委託料 監理委託料1,500千円

179,100千円132,739千円

179,100千円

工事請負費 913,436千円

887,157千円

419,182千円

8,845千円

工事請負費

100％

834,768千円

地質調査委託料

監理委託料

無

R12R10

83,487千円設計委託料

27,147千円

その他

補償金

政策的事業区分

交付税

設計意図伝達業
務委託料

目

16,850千円

総事業費

支
出
内
訳
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R6年度　事務事業評価シート

3 16 2

対
象

手
段

意
図

年度 ～ 年度

※上段：目標　中段：実績　下段：達成率

26

3

2

引越先改修工事等 引越先改修工事等

活動指標又は成果指標 R4 R5 R6 R7

1 建替え事業の実施 活動

解体工事等

完了 完了

100.00%

1.03人 6,089千円

総経費 67,629千円

人工数 人件費 0.67人 3,903千円

地方債

1/2 9,926千円 1/2

63,726千円 38,308千円

132,739千円

県支出金

国庫支出金 8,285千円 1/2

施
策
体
系

大項目（章） 中項目（基本施策）

3

通信運搬費 1,325千円

支出内訳

337,200千円

空き家家具撤去等業務委託料 3,050千円

手数料 241千円 手数料

63,726千円 38,308千円

建替え事業の実施

市営住宅の安全性及び住宅の質の確保等に
より、現状の社会情勢や住生活を取り巻く環境
に合わせた対応を図る。

事業期間 R5 R11以降 予算種別 継続

令和３年度策定の山陽小野田市市営住宅等長寿命化計画に基づき、耐用
年数超過により安全性や設備水準が低い市営住宅の建替事業を計画的に
実施し、市営住宅の安全性及び住宅の質の確保等により、現状の社会情勢
や住生活を取り巻く環境に合わせた対応を図る。

事
業
概
要

臨時 会計種別 一般

R4（決算額) R5（決算額) R6（決算額) R7（予算額)

会場借上料 20千円 アスベスト調査委託料

市営住宅入居者移転補償金

484千円

市営住宅長寿命化事業

実施計画名 事務事業名 横断的施策

5 市営住宅建替整備事業

337,200千円

一般財源 53,800千円

8,100千円

21,923千円

100％

6,861千円

その他

100％ 197,600千円

R8年度に向けた
課題及び改善策

成果

特記事項

市営住宅の安全性及び住宅の質の確保等につながっている。

事業の実施に当たり、社会資本整備総合交付金を確保する必要がある。

目標達成度
成果

A

R8年度に向けた方向性

現状維持

合　　計

合　　計

課・局・室・所（係）

測量調査委託料 19,290千円 工事請負費 13,849千円 設計委託料

計画策定委託料 17,600千円 設計委託料

60千円 地質調査委託料 27,104千円

小項目（基本事業）

都市基盤 住環境の確保 市営住宅の適正管理

通信運搬費

建築住宅課 住宅管理係 事務事業番号 216020305

事業区分

政策的

487千円 補償金 1,356千円

スマイルエイジング

修繕料 4,195千円 手数料 3,286千円

18,392千円 工事請負費 250,536千円

51,868千円

241千円

25,850千円

長寿命化計画において建替え事業の対象で
ある市営住宅

重点プロジェクト

市営住宅入居者移転補償金

工事請負費

44,397千円

100.00%

財
源
内
訳
/
割
合

コスト 現状維持
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